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○調整方針案の変更

①合併関係市町の変更によるもの

ページ

市町道等の管理等について

市町道認定基準について

認定外道路指定基準について

生活道路等について

休館日・開館時間 下松市の例により調整する。

減免基準 新南陽市の例により調整する。

48

介護保険給付 89

②法の改正、制度等の変更や廃止に伴うもの

ページ

44

63

69
新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整す
る。
ただし､保育料は2,000円とする。

敬老祝金

新南陽市の例により調整し、難病患者を対象者に追加
する｡

重度心身障害児(者)福祉手当 新南陽市の例により調整する｡

鹿野町の例により調整する。
　ただし、支給額については新市移行後速やかに調整す
る。

徳山市の例により調整する。

下松市の例により調整する。

３市２町調整方針

児童クラブ

関係項目 項　　　目

市道、認定外道路、生活道路の３区分で管理するもの
とし、新たに制度等を創設する。

関係項目 項　　　目 ２市２町調整方針案

新南陽市の例により調整する。

現行のまま新市に引き継ぐ｡

 (７) 保健・福祉事業

 (８) 介護保険制度

心身障害児母子通園訓練事業 現行のまま新市に引き継ぐ｡ 徳山市、下松市、新南陽市、熊毛町の例により調整する｡

３市２町調整方針

市道、認定外道路、生活道路の３区分で管理するもの
とし、新たに制度等を創設する。

２市の認定基準を基本に、新たに制度等を創設する。
　ただし、合併前の市町において、既に市町道に認定
されている道路については市道とする。

徳山市の例により調整する。

３市の認定基準を基本に、新たに制度等を創設する。
　ただし、合併前の市町において、既に市町道に認定
されている道路については市道とする。

徳山市の例により調整する。

２市２町調整方針案

新南陽市の例により調整する。
　ただし、支給額については新市移行後速やかに調整
する。

1 (２) 都市計画・建設事業 

（６）教 育 事 業

市町道等の管理等

公民館の管理、使用基準 26

徳山市の例により調整する。
　ただし、鹿野町の生活道路整備事業に関する内規に
よる取扱いは、当分の間現行どおりとする。

下松市の例により調整する。
　ただし、鹿野町の生活道路整備事業に関する内規に
よる取扱いは、当分の間現行どおりとする。

 (７) 保健・福祉事業



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 建設 中 項 目 道路・橋梁の状況 小 項 目 市町道の状況・道路等の整備状況 
事 業 名 市町道等の管理等 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 建設 分 科 会 名 土木建築分科会 コ ー ド  

現                                 況 
徳      山      市 

 
【市道等の道路整備・管理現況】 
  道路ついては、基準に照らし認定した市道、市道の認定基準には満たないも 
 ので一定の基準に照らし市長が指定した認定外道路、及びそれ以外の生活のた 
 めの生活道路に区分し管理している。 
  市道、認定外道路については市が管理し、生活道路については原材料を支給 
 し対応している。 

 
 
 
 
 
 
 

 
【市道の認定に関する基準】 
（目的） 

  道路法に規定する市道に認定することについて必要な事項を定める。 

（認定基準） 

  道路を市道に認定しようとする場合の基準は、次の各号のいずれかに定める 

 ところによる。 

（１）主要道路に接続し、路線が系統的で、一連の道路網をなすもの。 

   ただし、例外として主要道路に接続した袋路状道路にあっては相当戸数の 

  利用があり、末端付近に自動車の回転場があるもの。 

（２）主要道路から公共施設に連絡するもの。 

（３）集落間相互あるいは集落と主要道路とを連絡するもの。 

（４）国道、県道の廃止に伴い、市道として在置する必要のあるもの。 

（５）都市計画法、土地区画整理法等に基づき施行された道路で、市が管理する 

  とされたもの。 

（６）前各号に定めるもののほか、公共公益上の見地から市長が、特に必要と認 

  めたもの。 

（認定要件） 

  認定基準に基づき市道に認定するときは、次の各号に定める要件に適合する 

 ものであること。 

（１）道路の幅員は、原則として４メートル以上とする。 

（２）線形、勾配等は、原則として道路構造令に適合し、交通上支障のないもの。 

   ただし、地形現況、地域状況等により市長がやむを得ないと認めた場合は 

  この限りではない。 

（３）路面が舗装され、排水のための側溝が設けてあるもの。 

（４）道路敷の所有権が速やかに市に無償で移転でき、他の権利の設定や係争の 

  ないもの。ただし、公有地の場合は、市道としての使用に関係者の同意が得 

  られるもの。 

（５）前各号に定めるもののほか、公共公益上の見地から市長が、特に必要と認 

  めたもの。 

 

 

【徳山市認定外道路指定基準】 

（定義） 

  認定外道路とは、徳山市の区域内に存する市道、農道、林道以外の道路で市 

 長が指定したものをいう。 

（指定基準） 

  市長は、次の各号に該当する場合に、認定外道路として指定することができ 

 る。 

（１） 市道認定の基準に達しない道路で幅員（全幅）３メートル以上、縦断勾配１

２パーセント以内の道路 

（２） 関係用地の宅地利用率が、５０パーセント以上の道路 

（３） 道路敷となる部分は、指定するまでに市に寄付される道路 

（４） 道路内に地下埋設物がある場合、土かむりの部分が６０センチメートル以上

ある道路 

（特例） 

  地域の状況により特に市長が交通安全対策上必要と認めたときは、幅員３メ 

 ートル以下でも指定することができる。 

（維持管理） 

  認定外道路の維持管理については、市道に準じて行うものとする。 

 

 認定外市町道      平成１３年４月１日現在 

  

実 延 長 路 線 数

（ｍ） （本）

徳 山 市 30,357 145

新 南 陽 市 ― ―

熊 毛 町 ― ―

鹿 野 町 ― ―

市 町 村 名

 
                   資料：徳山市 

 
【地区道路原材料支給基準】 
（定義） 
１ 原材料支給対象道路とは徳山市の区域内にある市道、農道、林道、認定外道 
 路以外の道路で市長が指定したものをいう。 
（原材料支給基準） 
２ 市長は次の各号に該当する場合は地区道路として原材料を支給することが

できる。 
（１） 主要道路へ通り抜け、（自転車、単車等が通行可能な公道により通り抜け 

が可能な場合を含む）またう回できる道路で自動車通行可能な幅員（全幅） 
   ３メートル以上縦断勾配１６パーセント以内の道路 
（２） 関係用地の宅地利用率が６０パーセント以上の道路で関係戸数１０戸以 
   上 
（３）道路敷地となる部分は土地所有者の承諾書及び地区代表者の確約書が提出 
  できる道路 
（４）道路として使用している部分に地下埋設物がある場合、土かむりが６０セ 
  ンチメートル以上ある道路 
（原材料支給限度額） 
  １自治会又は１路線を単位として年度内５０万円を限度として原材料を支

給することができる。 
（維持管理） 
  原材料を支給した道路の維持管理については地元（受益者）が行うものとす 
 る。 
（特例） 
  ２の（１）の幅員（全幅）については地域の状況により幅員３メートル以下 
 でも認めることができる。 
  その他特に市長が必要と認めたとき。 

                                                                                       徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 (２) 
大 項 目 建設 中 項 目 道路・橋梁の状況 小 項 目 市町道の状況・道路等の整備状況 
事 業 名 市町道等の管理等 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 建設 分 科 会 名 土木建築分科会 コ ー ド  

現                          況 分               析 
新    南    陽    市 熊      毛      町 鹿      野      町 

 
【市道等の道路整備・管理現況】 
  昭和６２年に赤線道を含め市道に編入しており、ほとんどが市道として管理 
 している。その後は市道編入基準により市道に認定し管理している。 
 

 
【市道等の道路整備・管理現況】 
  道路ついては、基準に照らし町道に認定し、管理している。 

 
【市道等の道路整備・管理現況】 
  町道認定基準については、明文規程はない。１件審査の伺いで認定している。 

 
【生活道路整備事業に関する内規】 
（趣旨） 
  町内の生活道路の整備を図り、町民の生活安定と環境の整備を図る。 
（対象道路） 
  町道、農道、林道以外の道路で町民が日常生活の用に供する道路。 
（事業内容） 
 （１）舗装工事を原則とする。 
 （２）その他町長が特に必要と認めた整備工事。 
（採択基準） 
  事業は予算の範囲内において、次の基準により実施する。 
（１） 既設の道路であって、幅員１メートル延長１０メートル以上で、当該道 
  路に接する住家があるもの。原則として、国道・県道・町道及び農林道を 
  起点とするもの。 

 （２）前号以外で集落及び公共施設等と相互連絡するもの。 
 （３）その他町長が必要と認めたもの。 
（受益者負担） 

  

住家が１戸の場合 事業費の３０％

共同墓地の墓参道の場合 事業費の１０％

住家が２戸以上の場合は免除。ただ
し、末端１戸に係る延長分の場合

事業費の３０％

 
  ※住家とは、現に住民が居住し、日常生活を営んでいる建物をいう。 

 
【市道編入基準要綱】 
（目的） 

  地域の安全かつ円滑な交通の確保と沿道の生活環境の保全を図るため、私道 

 等の市道への編入について必要な基準を定めるものとする。 

（編入基準） 

  市道に編入しようとする私道等は、法令その他特別の定めのあるものを除き 

 路線が系統的で一般交通上重要な路線であり、かつ、編入の要件を具備するほ 

 か次の各号の一以上に該当しなければならない。 

（１） 私道等の起点及び終点が国道、県道又は市道路線のいずれかに接続し、適 

  性な網状を形成するもの。 

（２）国道、県道又は市道路線のいずれかの道路から集落又は重要な公共施設に 

  接続するもの。 

（３）国道若しくは県道の路線の変更又は廃止に伴い市道路線として在置する必 

  要があるもの。 

（４）都市計画法及び土地区画整理法の規定に基づき施行されたもの。 

（５）前各号に定めるもののほか公共的又は公益的見地から市長が特に必要と認 

  めたもの。 

（編入要件） 

  市道に編入しようとする私道等は、次の各号に定める要件を備えていなけれ 

 ばならない。 

（１）幅員は４メートル以上であること。 

（２）構造、線形及び縦断勾配が交通上支障のないこと。 

（３）私道等の占用物件の配置箇所が法令等に適合していること。 

（４）近い将来において改良拡張等を要しないこと。 

（５）私道等の敷地が分筆され、かつ、速やかに市に所有権が移転できるもので 

  あること。 

（編入の特例） 

  道路幅員が４メートル以上であり、国道、県道又は市道路線のいずれかの道 

 路から５戸以上の集落に接続する私道等で開発行為の許可基準に準じて造成さ 

 れたものについては、編入基準の要件にかかわらず市道に編入することができ 

 る。 

（費用の負担） 

  市道への編入の申請に関して必要な費用は、すべて申請者の負担とする。た 

 だし、市長が特別の理由により申請者の負担によりがたいと認めたときは、こ 

 の限りではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【町道編入認定基準】 
（目的） 

  道路法に規定する町道に認定することについて必要な事項を定める。 
（編入基準） 

（１）起点終点間に、住家があること。 

（２）袋道については、回転場があること。 
（編入要件） 
（１）町道認定上の幅員は、最小３メートル以上であること。 
（２） 最小幅が現況でない場合は、３メートル以上に拡幅できる用地が、町に寄 
  附されることが確実であり、抵当権等の負担のないこと。 

 
【道路等維持補修用原材料費の支出に関する内規】 
（趣旨） 
  共同施行により行われる道路等維持補修工事に於ける原材料費の支出に関 
 し、必要な事項を定める。 
（対象となる道路等） 
  対象となる道路等は、台帳に登載された町道、農道、林道以外の道路、及び 
 町管理の準用河川、普通河川以外の渓流、排水路をいう。ただし、私道、私設 
 水路は含めない。 
（対象工事） 
  対象となる道路等の補修工事で町長が特に必要と認めるもので、関係受益者 
 が３戸以上あるものを原則とする。 
（事前承認） 
  共同施行者は、原材料の購入に当たっては、事前に工事の内容、購入材料の 
 種別、数量等について町長の承認を要するものとする。 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 (３) 
大 項 目 建設 中 項 目 道路・橋梁の状況 小 項 目 市町道の状況・道路等の整備状況 
事 業 名 市町道等の管理等 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 建設 分 科 会 名 土木建築分科会 コ ー ド  

現                          況 
問      題      点 対      応      策 

 

◇市町道等の管理等について 

１． 市町道の認定や市町道以外の道路の維持管理の取扱いに違いがある。 

 

◇市町道認定基準について 

１． 鹿野町においては認定基準を明文化していない。 

２． 市町道に認定する道路の幅員については、徳山市、新南陽市が４メートル以 

 上であるのに対し、熊毛町の認定基準では、３メートル以上となっている。 

３．新南陽市においては、昭和６２年に市道の見直しを行い、赤線を含めほとん 

 どの道路を市道に認定し、管理している。見直し以降は市道編入基準により認 

 定をしている。 

 

◇認定外道路指定基準等について 

１． 住民の生活道路として、住民が日常的に利用し、市道と同様に住民生活に重 

 要な役割を担っている道路で公共性が高く、市道認定基準には満たない道路等 

 の取扱いに違いがある。 

２．徳山市は認定外道路に関する規程を設け対応している。 

 
◇市町道等の管理等について 
１． 新市移行後の市道等の管理等については、市道、認定外道路、生活道路の３ 
 区分で対応するものとする。 
 
◇市町道認定基準について 
１．道路法では、道路の構造は安全かつ円滑な交通を確保できなければならない 
 と規定されている。また道路幅員等については、道路構造の基準及び道路構造 
 令により４メートルと定められている。こうしたことから、市道の道路幅員の 
 基準は徳山市、新南陽市の４メートル以上とする。 
２． 合併前に関係市町において、既に市町道に認定した道路については新市以降 
 後も引き続き市道として維持管理を行う。 
 
◇認定外道路指定基準について 
１．市道認定基準に満たない道路で、住民の生活道路として利用され、市道と同 
 様に重要な役割を担い、公共性が高いものについては、市道に準じた管理を行 

 

 う徳山市の認定外道路として管理することが望ましい。 
２．この場合の認定外道路の道路幅員は、道路構造令及び車輌制限令で小型車輌 
 の通行できる最小幅員３メートル以上とする。 
 
◇生活道路等について 
１．生活道路(市道、認定外道路、農道、林道以外の道路)については、国からの 
 法定外公共物(赤線・青線)が譲与されることを踏まえ、徳山市の取扱いを基本 
 に検討する。 
２． 鹿野町の生活道路整備事業では住宅１戸以上を対象としている。この制度は、 
 鹿野町の地域性を反映したものと考えられ、当分の間の時限措置として、当該 
 地域のみを対象に存続することが望ましい。 
３．赤線、青線は原材料支給とする。 

調       整       案  
 
 【道路（市町道）】                                          平成１２年４月１日現在 

 

実延長 面積 改良済延長 改良率 舗装済延長 舗装率 自動車交通不 歩道延長

（ｍ） （㎡） （ｍ） （％） （ｍ） （％） 能道延長（ｍ） （ｍ）

徳 山 市 569,493 3,954,732 405,238 71.2 556,628 97.7 16,653 88,842

新 南 陽 市 230,277 1,173,769 100,740 43.7 197,647 85.8 61,817 32,462

熊 毛 町 190,646 1,206,064 108,556 56.9 179,513 94.2 4,225 19,437

鹿 野 町 120,158 836,311 61,625 51.3 115,162 95.8 6,660 7,767

市 町 名

 
                                                             ｢市町村公共施設概要｣ 

 

 

 【各市町の道路等の維持管理の目安】 

 

道路幅員４m以上 道路幅員３m以上 そ　の　他

徳　山　市 市道に認定し、市が管理
認定外道路に指定した
ものは市道に準じた管理

赤線、青線は原材料支給

新南陽市

熊　毛　町

鹿　野　町
道路等維持補修用原材
料費支出に関する内規

新市移行後
市道に認定し、市が管理(合併
前に市町道に認定された道路
は引き続き市道として管理)

認定外道路に指定した
ものは市道に準じた管理

赤線、青線は原材料支給

道路幅員3m未満

徳山市を基本として生活道路に対応

市道、認定外道路、農道、林道以外の
道路で、地区道路に指定したものは原
材料支給

町道に認定し、町が管理

市道に認定し、市が管理

 ３mに満たない道路で町道に認定していない道路への制度無

町道に認定し、町が管理(幅員１メートルであっても公共性の高い道路は町道に認定)。また、町道、農道、林
道以外の道路で生活道路整備事業に関する内規に該当するものは舗装工事等を実施

 

 

◇ 市町道等の管理等について 

 

 ７．その他 (市道、認定外道路、生活道路の３区分で管理するものとし、新た 
  に制度等を創設する。) 
 

 

◇ 市町道認定基準について 

 

 ７．その他 (２市の認定基準を基本に、新たに制度等を創設する。ただし、合 
  併前の市町において、既に市町道に認定されている道路については市道とす 
  る。) 
 
 
◇ 認定外道路指定基準について 

 

 ２．（徳山市）の例により調整する。 
 
 
◇ 生活道路等について 

 
 ２．（徳山市）の例により調整する。ただし、鹿野町の生活道路整備事業に関す 
  る内規による取扱いは、当分の間現行どおりとする。 

                                                                                       徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 (１) 
大 項 目 建設 中 項 目 都市計画事業 小 項 目 都市計画区域 
事 業 名 都市計画区域及び用途地域の状況 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 建設 分 科 会 名 都市計画分科会 コ ー ド  

現                          況 
 【都市計画区域指定状況】 

◇ 徳山市(大向、大道理、長穂、須々万、中須、須金を除いた区域)、新南陽市(和田を除いた区域) は、下松市(米川の一部を除いた区域)、 
 光市(牛島、小周防及び立野の一部を除いた区域)とともに、周南都市計画を定め、県が都市計画区域を指定している (昭和４５年１２月 
 ２２日現行区域指定)。 
○ 周南都市計画は、市街化区域と市街化調整区域の区分(いわゆる線引き)を行い、用途地域の設定も行っている。 
 

◇ 熊毛町(八代を除いた区域)は、単独で熊毛都市計画を定め、県が都市計画区域を指定している(昭和５２年７月２９日現行区域指定)。 
○熊毛都市計画では、市街化区域と市街化調整区域の区分は行なっていない。用途地域の設定は行っている。 

 
◇ 鹿野町には、都市計画区域の指定がない。 

 
 【都市計画区域・市街化区域等の現状】                             平成１３年３月３１日現在 

  

面積 平成12年国調 現在人口 面積 平成12年国調 現在人口 面積 現在人口 面積 平成12年国調
（ｈａ）人口(人） （人） （ｈａ）人口(人） （人） （ｈａ） （人） （ｈａ）人口(人）

徳 山 市 17,425 99,557 95,085 2,550 91,830 － 14,875 － 1,692 67,407
新 南 陽 市 2,313 30,386 31,135 1,322 30,315 － 991 － 1,183 25,322
熊 毛 町 5,244 14,651 15,400
鹿 野 町

人口集中地区
市 町 名

都市計画区域 市街化区域 市街化調整区域

 
  (現在人口は住民基本台帳人口)                                     〔各市町の資料〕 

 

  

面積 現在人口 面積 現在人口

熊 毛 町 469ha 10,730人 4,775ha 4,670人

用 途 地 域 用 途 地 域 外
市 町 名

 
  (現在人口は住民基本台帳人口)         

 

 【用途地域の設定状況】                              平成１３年３月３１日現在 (単位：ｈａ) 

  

市　町　名

徳 山 市 232 9 665 141 449 23 18 165 163 280 104 301 2,550

新 南 陽 市 ― ― 164 1.6 332 29 4.4 38 27 256 88 382 1,322

熊 毛 町 99 ― 144 ― 162 ― ― 16 2 46 ― ― 469

鹿 野 町

工業専
用地域

計

用            途             地            域

近隣商
業地域

商業
地域

準工業
地域

工業
地域

第２種
中高層住居
専用地域

第１種
住居地域

第２種
住居地域

準住居
地域

第１種
低層住居
専用地域

第２種
低層住居
専用地域

第１種
中高層住居
専用地域

 
                                                     〔各市町の資料〕 

≪参考≫ 用語の説明及び基本的な考え方 
○都市計画の意義 

  都市計画法で定められる都市計画とは、一体の都市として広がりを持つ地域について、都市の健全な発展 

 と秩序ある整備をはかるための、①土地利用、②都市施設の整備、③市街地開発事業、に関する計画です。 

 そして、都市計画の機能は、都市の区域において、都市活動を支えるため、長期的な観点から、①土地利用 

 の面からの都市構造の枠組みを定め、用途・機能の配分、密度等を定め、②必要な道路、公園、下水道等の 

 都市施設の位置、規模や、③市街地開発事業の区域と方針を定め、④これらに基づく｢土地利用制限｣と｢事 

 業｣により、全体として調和のとれた市街地を作り上げることです。 

  このように土地利用についての定めと、都市施設及び市街地再開発事業についての定めを、都市計画法に 

 おいて位置づけます。この位置づけを都市計画決定といいます。 
○都市計画区域 

  開発の進展に伴い、良好な生活環境や、生産環境の確保が困難となるような区域において都市計画区域を 

 指定し、土地利用の規制・誘導、及び市街地開発事業による面的な都市環境の整備並びに都市施設の整備を 

 行い、また貴重な自然や緑地について積極的に保全し、将来の当該区域の生活・生産環境の確保を図ること 

 としています。都市計画区域とは、市もしくは人口、就業者数など一定の要件を満たす町村の中心市街地を 

 含め、かつ自然的・社会的条件などを勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する 

 必要がある区域とされています。その範囲は、土地利用の状況及び見通し、地形等の自然的条件、日常の生 
 活圏等から総合的に判断されるものであり、実質的な都市としての一体性がある場合は、行政区域にと 
 らわれず、広域都市計画を定めることができます。 

 ○市街化区域及び市街化調整区域 

  市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分…いわゆる線引き)は、都市の無秩序な市街化を防止し計画 

 的な市街化を図り、公共投資の効率化と農林漁業との調和を図りつつ、都市の健全な発展を図ることを目的 

 に定められた制度です。市街化区域は、既に市街化されている区域とおおむね１０年以内に優先的、計画的 

 に市街化を図る区域であり、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされています。 

  区域区分の設定は、１０万人以上の都市において設定されることとされており、市街化区域は、予想可住 

 地人口密度が６０人／ｈａ以上の地区を原則とし(世帯人員の変化や平均敷地面積の全国比較による緩和規 

 定あり)、農林水産省や環境省など関係省庁との調整を経て定めることとされています。 

 ○用途地域 

  用途地域は、現在の都市の状況及び将来像を勘案した上で、都市内における住居、商業、工業その他の用 

 途を適切に配分することにより、機能的な都市活動の推進、良好な都市環境の形成を図るため、土地利用の 

 区分を行い、建築物等の用途、密度、形態等に関する制限を設定するものです。 

 ○用途地域の種類 

 

種　　　別 性　　　　　　　　　　　　　格
第一種低層住居専
用地域

低層住宅の良好な環境を守るためのための地域です。小規模なお店や事務所をかね
た住宅などが建てられます。

第二種低層住居専
用地域

主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。150㎡までのお店などが建てられ
ます。

第一種中高層住居
専用地域

中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、500㎡までのお店などが建て
られます。

第二種中高層住居
専用地域

主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。1,500㎡までのお店などが建て
られます。

第一種住居地域 住居の環境を守るための地域です。3,000㎡までの店舗などは建てられます。

第二種住居地域 主に住居の環境を守るための地域です。

準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を
保護するための地域です。

近隣商業地域
近隣の住民が買い物をする店舗等の利便の増進を図る地域です。小規模の工場も建
てられます。

商業地域 商業等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。

準工業地域 主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便を図る地域です。

工業地域
主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、どんな工場でも建てられます。住
宅やお店は建てられます。

工業専用地域
専ら工業の業務の利便の増進を図るための地域です。住宅、お店、学校、病院、ホ
テルなどは建てられません。  

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



 事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 (２) 
大 項 目 建設 中 項 目 都市計画事業 小 項 目 都市計画区域 
事 業 名 都市計画区域及び用途地域の状況 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 建設 分 科 会 名 都市計画分科会 コ ー ド  

現                          況 分               析 
問       題       点 

 

１． 周南都市計画は、市街化区域と市街化調整区域の区域区分(線引き)を行って 
 いるが、熊毛都市計画においては、用途地域の設定はしているが線引きはして 

 いない。 
２． 都市計画の一本化にあたっては、新市全体でバランスをとる必要がある。例 
 えば、周南都市計画の市街化調整区域と熊毛都市計画の白地地域の取扱いなど 
 の問題がある。また、周南都市計画区域には下松市と光市も入っており、単に 
 ２市と熊毛町だけの問題とはならない。 
３． 既存の都市計画区域外を含めた新市全体の土地利用の問題となると、新市の 
 基本構想、新市の都市計画マスタープランとの整合性を図る必要がある。 
４． 熊毛町内の市街化区域と市街化調整区域の区域線引きを実施する場合は、県 

 及び関係行政機関との協議の問題や、開発事業・土地の資産価値などの問題の 
 ほか、住民の理解を求める必要があり、調整には一定の期間が必要と考えられ 
 る。 

対       応       策 

 ○都市計画区域の指定 

  都市計画区域は、県が基礎調査を行い、関係行政機関との協議などの過程を経て 

 作成した原案に対して、市町村の意見を聴き、大臣との同意を要する協議を行 

 い、県が指定します。 

  都市計画区域を指定することの効果としては、都市計画に関する基礎調査が行わ 

 れ、基礎的な資料が整い、課題の明確化や課題に対応した計画策定が可能になりま 

 す。また、都市計画法のほか、建築基準法、国土利用計画法、公有地拡大の推進に 

 関する法律、地価公示法、地方税法等法律上の効果が期待できます。 

 

○都市計画区域の見直し 

  市街化調整区域に隣接する都市計画区域外において、宅地など開発が進んでいる 

 地区があるなどの場合や、反対に既定の都市計画区域の中には、特に、離島や山間 

 部等において、人口の減少などにより一体の都市としての土地利用が想定されにく 

 い地区があるなどの場合には、都市計画区域の見直しを検討します。その際、都市 

 計画に関する基礎調査が前提となりますし、国土利用計画法による土地利用計画の 

 変更が必要となります。 

 

○都市計画に関する基礎調査(都市計画基礎調査) 

都市計画を適切に策定し、実現していくためには、都市の現状や変化の様子など 
 について幅広くデータを集めて、これに基づいて計画を定める必要があります。そ 
 のために、おおむね５年ごとに、都市計画区域について、人口、産業、市街地面積、 
 土地利用、交通量などの現況と将来の見通しについての調査を行います。 
 
○市街化区域及び市街化調整区域の区域区分(線引き)の見直しについて 
線引きは、おおむね５年に一度の都市計画基礎調査の結果に基づき見直しを行う 

 こととしており、県が見直しの決定します。見直しにあたっては、次の要件を満た 
 すものについて市街化区域に編入することとされています。 
① 境界整理……区域界としていた道路、河川などが整備された境界に不合理が起 

  きたものについて整合を図る。 
② 既存市街地……開発済みの団地など既に市街化している地区 
③ 土地区画整理事業……土地区画整理事業の実施が確実な地区 

 

④ 公的開発地……公有水面埋め立ての竣工したもの。公団、地方公社などによる 
  事業実施が確実な地区 
⑤ 民間開発地……５haをこえるものについては、開発事業の進行を確認し、５ha 

  に満たないものについては、編入と同時に開発許可が可能な状況である地区で、 
  地区計画を定め良好な計画のある地区 
  なお、線引きの見直しにあたっては、国土交通大臣の同意、農林水産大臣及び経 
 済産業大臣、環境大臣、厚生労働大臣等の他の行政機関等との調整等が必要になります。 
 

○用途地域の変更について 
用途地域の見直しは、県及び農政局の協議を行い、県知事の同意を受け、市町が決 

 定します。定期的な見直しは、都市計画区域全体の基礎的な調査を踏まえ、地域の状況 
 に変化の見られる地区について、また、計画的な土地利用の変更が必要な地区において 
 行うこととしています。 
  また局部的な見直しとして、幹線道路や区画整理事業など都市施設や面整備の完 
 了など、土地利用が大きく変更されることが見込まれる地区について局部的な用途 
 変更も考えられます。 
 
○都市計画のマスタープラン 
都市計画のマスタープランは、人口、人の動き、土地の利用のしかた、公共施設の 

 整備などについての将来の見通しや目標を明らかにし、都市全体や身の回りのまち 
 を将来どのようにしていきたいかを具体的に定めるものです。 
  都市計画のマスタープランには、一体の都市として総合的に整備、開発及び保全 
 すべき区域である都市計画区域のうち、市街化区域及び市街化調整区域に区分(線引 
 き)された都市計画区域の各区域について県が定める「整備、開発又は保全の方針」(県 
 都市計画区域マスタープラン)と市町が、その行政区域の中で、自ら決定する都市計画 
 の基本方針として定める｢市町村の都市計画に関する基本方針｣(市町村マスタープラ 
 ン)があります。 
  このうち、市町村マスタープランは、その策定段階から住民の皆さんが自らの課題 
 として参画し、まちの将来を議論し、また定められたマスタープランの実現に向けて、 
 住民と行政の協力により、息の長い取り組みを進めようとするものです。現在、徳山 
 市、新南陽市で策定しています。 

 
１．都市計画区域の一本化にあたっては、新市全体のバランスを図る必要があり、 
 当面は、周南都市計画と熊毛都市計画の２本建ての都市計画区域とする。将来 
 は、県の都市計画審議会を経て、線引き等についても見直す方向で検討する。 
 
２．平成１５年度策定予定の県都市計画区域マスタープランや新市移行後に策定 
 される新市の基本構想、市都市計画マスタープラン等との整合性を図りながら、 
 新市で組織される都市計画審議会の意見を聞くなかで、都市計画区域や都市計 
 画決定について検討していくことが必要と考えられる。 

１つの市に２つ都市計画区域が存在する事例 調       整       案 
 
○合併により２本建ての都市計画区域を有している事例 

  熊本市においては、２本建ての都市計画区域を有している事例があります。 

  平成３年２月に熊本市が編入合併した北部町には、熊本都市計画区域(線引き)と 

 植木都市計画区域(未線引き)が有り、熊本市に編入後も植木都市計画は未線引きの 

 ままとなっています。植木都市計画は、植木町の全域と旧北部町を都市計画区域と 

 するものであり、用途地域の設定は行っている。合併後約１０年を経過した現在に 

 おいても、地形や市街地形成などの違いにより、一本化されていません。 

 
○西東京市事例に見る合併協議の実務～西東京合併事務研究会〔編集〕～から 

 Ｑ 合併に伴う都市計画区域のあり方について 

  １つの市に２つの都市計画区域が存在することは問題ないか。 

 Ａ 都市計画法第5条は、「都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政 

 令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条 

 件並びに人口、土地利用、交通量その他建設省令で定める事項に関する現況及び推 

 移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要があ 

 るときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。 

 」と規定している。 

 

 

  この規定の趣旨からすれば、１つの市に２つの都市計画区域が存在することは好まし 

 い姿ではないが、都市計画法上では必ずしも市町村の行政区域と都市計画区域が同一で 

 ある必要はないと判断する。 

  次に、西東京市では、新市発足後も当分の間は２つの都市計画区域が存在することと 

 なっている。これは、平成12年５月19日に改正された都市計画法により、東京都都市 

 計画マスタープランが平成16年度に策定されることとなり、当該マスタープランと西 

 東京市の都市計画決定及び都市計画区域の指定についての整合性を保つうえから、平成 

 16年度までは、新市のマスタープランを策定できないという事情によるものである。 

 ≪関係法令等≫ 

 ○都市計画法 

  (都市計画を定める者) 

 第15条 次に掲げる都市計画は(中略)都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める。 

  一 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 

  (市町村の都市計画に関する基本的な方針) 

 第16条の２ 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本 

 構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に 

 関する基本的な方針(中略)を定めるものとする。 

 

（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ）２．（     ）の例により調整する。 

（ ）３．新たに制度等を創設する。 

（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 

（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ）６．廃止の方向で検討する。 

（◎）７．その他（新市に移行後も現行どおりとする。なお、都市計画区域や市 

    街化区域と市街化調整区域の区域区分等の見直しを行う場合は、新市の 

    基本構想や都市計画マスタープラン等との整合性をはじめ、都市計画審 

    議会の意見も踏まえ対応する。） 

                                                                                         徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 下水道 中 項 目 下水道の状況 小 項 目 受益者負担金の状況 
事 業 名 受益者負担金等 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 建設 分 科 会 名 下水道分科会 コ ー ド  

現                                 況 
徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 

 
（下水道受益者負担金制度） 
 制度なし 
 
 
 
 

【徳山市公共下水道事業における市街化調整区域内義務者 
 の負担金に関する要綱】 
１．負担金の義務者 
  市街化調整区域内公共下水道事業で取付管を設置する 
 家屋の所有者又は使用者とする。 
 
２．負担金の額 
  取付管１ヶ所につき６０，０００円とする。ただし、１ 
 ヶ所を超えて設置される場合は設置者の負担とする。 
 
３．負担金の納期限及び徴収方法 
  ３年の分割納付とし、毎年２０，０００円を決定日の翌 
 月２０日までに納付するものとする。ただし、期限前にお 
 いて一括納付することができる。 
 
 
 

 
（下水道受益者負担金制度） 
  下水道が整備されると、水洗便所が使用でき、環境が良くなるとともに周辺の土地の利 
 用価値、資産価値が上昇します。このような利益を受けることができる人は、下水道が整 
 備された地域の人に限られています。下水道の建設には巨額の費用が必要ですが、利益を 
 受ける地域の皆さんに受益の限度内で事業費の負担をしていただくのがこの制度です。 
 
◎ 条例施行年月日 
  昭和４９年３月１日施行………下水道事業受益者負担金 
  平成８年４月１日施行…………特定環境保全公共下水道事業分担金 
 
◎ 制度の概要 

徴 収 方 法
５年間で２０回の分割納付
（一括納付、報奨金制度有り）

減 免 措 置
公用、公共用地、生活扶助世帯
等、その他特別の場合

負 担 金 額
単位の面積に１平方メートルあ
たりの単位負担金額を乗じた額

単 位 負 担 金 額 １平方メートル当り３００円

 
 
◎ 負担金納付方法 
  例えば２００平方メートル（約６０坪）の土地所有者の負担金の額 
     ３００円×２００平方メートルで６０，０００円となります。 
  また、この場合の負担金の各納期の納付額は、 
     ６０，０００円÷５年÷４回＝３，０００円で各納期に３，０００円づつ納めて 
     いただくことになります。 
   
◎ 特定環境保全公共下水道事業分担金も同一の制度である。 
 
 

 
（下水道受益者分担金制度）………流域関連公共下水道事業 
 制度なし 
 

 根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 
 【新南陽市下水道事業受益者負担金に関する条例】 

【新南陽市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則】 
【新南陽市特定環境保全公共下水道事業分担金に関する条例】 
【新南陽市特定環境保全公共下水道事業分担金に関する条例施行規則】 

 

                                                                                       徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況 ・ 分 析 調 書 （２） 
大 項 目 下水道 中 項 目 下水道の状況 小 項 目 受益者負担金の状況 
事 業 名 受益者負担金等 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 建設 分 科 会 名 下水道分科会 コ ー ド  

現                 況 分                       析 
鹿     野     町  問           題           点 

 
◇ 徳山市、熊毛町については賦課していない。 
 
◇ 下水道受益者負担金及び特定環境保全公共下水道分担金を徴収することとした 
場合、または徴収しないこととした場合には、同一処理区域内での徴収、未徴収

の不公平が生じる。 
 
≪参考≫ 受益者負担金賦課対象区域等の標準的な考え方 

受益者負担金の賦課対象区域は排水区域となるが、排水区域が広いために区域 
全体の事業が終了するまでに相当の期間を要することが予想される場合、または

地形等土地の状況によって建設費が異なることが予想される場合には排水区域を

２以上の複数の負担区に分割し、各負担区ごとに負担金を算定している場合が多

い。 
また、負担金の総額の決定にあたっては、受益の範囲内で事業費の一部を負担 

するという原則により、例えば末端管渠整備費相当額を対象とするのが適当と考

えられている。 
 

対             応            策 
 
◇ 下水道が整備され、その利益を受けることになる者からは、利益を受けていな 
い者との公平性を守ることからも相応の負担を求めることが望ましいと考えられ

ることから、将来的には賦課についての検討を行うこととする。 
 
◇ 湯野地区公共下水道事業の負担金については、当該地域住民間の公平性を図る

ことから、現行のまま制度を残す。 
 
≪参考≫ 受益者負担金等が徴収できる根拠法令 
 都市計画事業として行う公共下水道事業では、都市計画法第７５条及びそれに

基づく条例により受益者負担金が徴収でき、また、都市計画事業としては行われ

ない特定環境保全公共下水道事業では、地方自治法第２２４条及びそれに基づく

条例により分担金が徴収できる。 
 

調            整           案 

 
（下水道受益者分担金制度）………特定環境保全公共下水道事業 
  下水道が整備されると、水洗便所が使用でき、環境が良くなる

とともに周辺の土地の利用 
 価値、資産価値が上昇します。このような利益を受けることがで

きる人は、下水道が整備さ 
 れた地域の人に限られています。下水道の建設には巨額の費用が

必要ですが、利益を受ける 
 地域の皆さんに受益の限度内で事業費の分担をしていただくのが

この制度です。 
 
◎ 条例施行年月日 
  平成１１年４月１日施行 
 
◎ 制度の概要 

徴 収 方 法
３年間で１２回の分割納付
（一括納付、報奨金制度有り）

減 免 措 置
公用、公共用地、生活扶助世帯
等、その他特別の場合

分 担 金 額
単位の面積に１平方メートルあ
たりの単位分担金額を乗じた額

単 位 分 担 金 額 １平方メートル当り２３０円

 
 
◎ 分担金納付方法 
 例えば２００平方メートル（約６０坪）の土地所有者の分担金の

額２３０円×２００平方メートルで４６，０００円となります。 
 また、この場合の分担金の各納期の納付額は、 
 ４６，０００円÷３年÷４回＝３，８００円で 
各納期に３，８００円づつ納めていただくことになります。 
 
 

 
 

根    拠    法    令    等  
【鹿野町公共下水道事業受益者分担金徴収条例】 
【鹿野町公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則】 

 

 

（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ）２．（     ）の例により調整する。 

（ ）３．新たに制度等を創設する。 

（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 

（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ）６．廃止の方向で検討する。 

（◎）７．その他（現行のまま新市に引き継ぐこととするが、将来的には賦課に 

    ついての検討を行うものとする。） 

                                                                                       徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 

大 項 目 消防・防災・治安 中 項 目 消防団の状況 小 項 目 組織・機構 

事 業 名 消防団員の定員、任期、定年 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 

専 門 部 会 名 消防 分 科 会 名 消防 コ ー ド  

現                                 況 

徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 

 

 

   徳山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例 

 

  (趣旨) 

   この条例は、非常勤の消防団員の定員、任免、給与、服務等に 

  ついて必要な事項を定めるものとする。 

 

 

  （規定事項） 

   １．定員    消防団員の定数は、５６０人とする。 

   ２．任命 

     ①当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者 

     ②年齢１８才以上の者 

     ③志操堅固にして、身体強健な者 

   ３．欠格条項 

   ４．分限 

     ①勤務実績が良くない場合 

     ②心身の故障のため、職務の遂行に支障があり又はこれに 

たえない場合 

     ③消防団員に必要な適格性を欠く場合 

     ④定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合 

   ５．懲戒 

   ６．処分の手続 

   ７．服務 

   ８．報酬 

   ９．費用弁償 

  １０．支給方法 

  １１．公務災害補償 

  １２．退職報償金 

 

 

 

 

 

  ＊参考 

   徳山市消防団組織規則 

  第６条 任期 

①団長、副団長及び分団長の任期は３年。ただし再任できる。 

②前項に掲げる者が任期途中において退職した場合の後任者の 

任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 

   新南陽市消防団条例 

 

  (目的) 

   この条例は、消防組織法第１５条の２、第１５条の６、第１５ 

条の７及び第１５条の８の規定に基づき、消防団員の定員、任免、 

給与、服務に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

  （規定事項） 

 １．定員    消防団員の定員は、２０５人とする。 

 ２．任命 

   ①消防団の区域内に居住する者 

     ②年齢１８才以上の者 

     ③志操堅固で、かつ、身体強健な者 

 ３．欠格事項 

 ４．分限 

①勤務成績がよくない場合 

     ②心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、これにた 

えない場合 

     ③消防団員に必要な適格性を欠く場合 

     ④職制又は定数の改廃により、廃職若しくは過員を生じた 

場合 

     ⑤消防団員が、区域外に居住することとなった場合 

   ５．懲戒 

   ６．服務規律 

   ７．報酬 

   ８．費用弁償 

   ９．公務災害補償 

①山口県市町村消防団員補償等組合の関係規定を適用 

 

  １０．退職報償金 

  ①山口県市町村消防団員補償等組合の関係規定を適用 

  １１．葬祭料 

  １２．貸与 

 

 

   熊毛町消防団条例 

 

  （目的） 

   この条例は、消防組織法第１５条の２、第１５条の６及び第１５条の 

８の規定に基づき、消防団員の定員、任免、服務に関し、必要な事項を 

定めるものとする。 

 

 

  （規定事項） 

１．定員    団員の定数は、２４０人とする。 

   ２．任命 

    ①本町に居住する年齢満１８歳以上５５歳未満であること。ただし、 

団長、副団長等にして特に必要があるときは、この限りでない。 

    ②団長の場合は、志操堅固、身体強健であって、団長たるに足りる 

ものとして消防団より推薦した者 

３．退職 

   ４．懲戒 

   ５．服務規律 

   ６．報酬等 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 

   

                                                                                       徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （２） 

大 項 目 消防・防災・治安 中 項 目 消防団の状況 小 項 目 組織・機構 

事 業 名 消防団員の定員、任期、定年 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 

専 門 部 会 名 消防 分 科 会 名 消防 コ ー ド  

現                 況 分                       析 

鹿     野     町  問           題           点 

 

 

   １．新市に移行した場合の人口・面積規模から、消防団員の定員数を 

    見直す必要がある。 

 

   ２．各市町の消防団員の任期・定年制度に相違がある。 

対             応            策 

 

 

   １．各地域の消防体制の有効・効率的な視点から、管轄区域の見直し 

を検討するとともに定員数を調整する。 

 

   ２．任期・定年制度は、消防団の活性化において必要である。ただし、 

各地域の特殊性（離島・山間部）を考慮の上、調整をする。 

調     整     案 

 

 

   鹿野町消防団条例 

 

  （目的） 

   この条例は、消防組織法第１５条の２第２項、第１５条の６、第１５ 

条の７及び第１５条の８の規定に基づき、消防団員の任免、定員、服務 

及び給与について定めることを目的とする。 

 

 

  （規定事項） 

   １．定員    消防団員は、消防団長以下１７９名とする。 
 

  ２．任命 
     ①本町に居住し、年齢満１８歳以上４５歳未満であること。ただし、 
     消防団長及び副団長については、この限りでない。 
     ②志操堅固、身体強健であって消防団員として、その職務の遂行に 
     支障なき者であること。 
   ３．退職 
   ４．分限 

   ５．懲戒 

     ①免職      ②停職      ③戒告 

   ６．服務 

   ７．人員、器材の点検 

   ８．給与 

   ９．災害補償 

     ①山口県市町村消防団員補償等組合の関係規定を適用 

 １０．貸与 

  １１．旅費 

 

 

 

 

 

   ＊参考 

    鹿野町消防団規則 

    第５条 任期 

     ①団長、副団長、分団長、副分団長の任期は、３年とする。 

     ただし、補欠役員の場合は、残任期間とする。 

 

根    拠    法    令    等  

  

( )１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

( )２．（     ）の例により調整する。 

( )３．新たに制度等を創設する。 

(◎)４．新市移行後、速やかに調整する。 

( )５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

( )６．廃止の方向で検討する。 
 
その他（                           ） 

                                                                                       徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 

大 項 目 消防・防災・治安 中 項 目 消防団の状況 小 項 目 組織・機構 

事 業 名 消防団組織 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 

専 門 部 会 名 消防 分 科 会 名 消防 コ ー ド  

 

徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 

 

  １. 組織・人員          Ｈ１４．４．１現在 

団   　 本部　　　９人(定員１７人)
東部　 分団　　１９人(定員２０人)
西部　 分団　　２０人(定員２０人)
北部　 分団　　２０人(定員２０人)
久米　 分団　　２５人(定員２５人)
櫛浜　 分団　　２４人(定員２５人)
大島　 分団　　２０人(定員２０人)
粭　　  分団　　２０人(定員２０人)

団　長 副団長 大津　 分団　　２３人(定員３０人)
(１名) (３名) 馬島　 分団　　１６人(定員２５人)

富岡　 分団　　２５人(定員２５人)
加見　 分団　　２１人(定員２５人)
夜市　 分団　　２４人(定員２５人)
戸田　 分団　　２８人(定員２８人)
湯野　 分団　　２７人(定員２８人)
向道　 分団　　４３人(定員４３人)
長穂　 分団　　２５人(定員２５人)
須々万分団　  ４３人(定員４３人)
中須　 分団　　４２人(定員４３人)
須金　 分団　　４６人(定員５３人)  

                 合計  定員  ５６０人 

                     実員  ５２４人 

 

  ２. 階級別消防団編成表（定員）    平成12年4月1日現在 
副分 合計
団長 （人）

団      本部 1 3 3 1 9 17
東部   分団 1 1 2 3 13 20
西部   分団 1 1 2 3 13 20
北部   分団 1 1 2 3 13 20
久米   分団 1 1 2 4 17 25
櫛浜   分団 1 1 2 4 17 25
大島   分団 1 1 2 3 13 20
粭　    分団 1 1 2 3 13 20
大津   分団 1 1 2 4 22 30
馬島   分団 1 1 2 4 17 25
富岡   分団 1 1 2 4 17 25
加見   分団 1 1 2 4 17 25
夜市   分団 1 1 2 4 17 25
戸田   分団 1 1 2 4 20 28
湯野   分団 1 1 2 4 20 28
向道   分団 1 2 4 6 30 43
長穂   分団 1 1 2 4 17 25
須々万分団 1 2 4 6 30 43
中須   分団 1 2 4 6 30 43
須金   分団 1 2 5 8 37 53

合　計 1 3 19 23 50 82 382 560

班長 団員区　分 団長 副団長 分団長 部長

 

 

  １. 組織・人員          Ｈ１４．４．１現在 

第１部
第２部
第３部
第４部
第５部

団 長 副団長
(１名) (２名)

第１部
第２部
第３部

特設消防隊

第１部
第２部
第３部
第４部

団本部  ８人
（定員１２人）

第１分団５５人
（定員６７人）

第２分団４１人
（定員４１人）

第３分団８２人
（定員８５人）

 
                     合計  定員  ２０５人 

                         実員  １８９人 

 

 

 

 

 

 

 

  ２. 階級別消防団編成表（定員）   平成14年4月1日現在 

副分 合計
団長 （人）

団 本 部 1 2 1 8 12
第１分団 1 1 5 9 51 67
第２分団 1 1 3 5 31 41
第３分団 1 1 5 9 69 85
合　　計 1 2 3 3 13 24 159 205

班長 団員区　分 団長 副団長 分団長 部長

 

 

 

  １. 組織・人員         平成14年4月1日現在 

団　長 副団長
(１名) (１名)

機動隊分団２２人
（定員２４人）

八代分団５５人
（定員５６人）

勝間分団４１人
（定員４１人）

大河内分団３３人
（定員３３人）

高水分団３９人
（定員３９人）

三丘分団４５人
（定員４５人）

 
                    合計  定員 ２４０人 

                        実員 ２３７人 

 

 

 

 

 

 

 

２. 階級別消防団編成表（定員）   平成14年4月1日現在 

副分 合計
団長 （人）

団 本 部 1 1 2
勝間分団 1 1 3 3 33 41
大河内分団 1 1 2 2 27 33
高水分団 1 1 3 4 30 39
三丘分団 1 1 3 5 35 45
八代分団 1 1 4 4 46 56
機動隊分団 1 1 4 0 18 24
合　　計 1 1 6 6 19 18 189 240

班長 団員区　分 団長 副団長分団長 部長

 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 

徳山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例 

徳山市消防団組織規則 

消防組織法 

新南陽市消防団条例 

新南陽市消防団の組織等に関する規則 

消防組織法 

熊毛町消防団条例 

消防組織法 

                                                                                       徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （２） 

大 項 目 消防・防災・治安 中 項 目 消防団の状況 小 項 目 組織・機構 

事 業 名 消防団組織 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 

専 門 部 会 名 消防 分 科 会 名 消防 コ ー ド  

現                 況 分                       析 

鹿     野     町  問           題           点 

 

 

   １．新市移行後、新設又は統廃合を検討する必要がある。 

 

 

対             応            策 

 

 

   １．合併時に統合することとするが、分団の組織・管轄区域等の運用 

については、当面、現行のとおりとし、管轄区域の見直し時に消防 

団組織(統廃合を含め)を改組する。 

調     整     案 

 

 

  １. 組織・人員         平成１４年４月１日現在 

 

 

上　分団７２人
（定員７５人）

下　分団５５人
（定員５９人）

団　長
(１名)

副団長
(２名)

団　本部２９人
（定員３０人）

役場分団１５人
（定員１５人）

 
                    合計  定員 １７９人 

                        実員 １７１人 

 

上  分団 大潮分隊 中津分隊 大地庵分隊 上野分隊

(実員69人) 大町分隊 下市分隊 渋川分隊

下  分団 金峰分隊 大泉分隊 合の川分隊 金松分隊

(実員56人) 今井分隊

役場分団
(実員15人)

役場分隊
 

 

 

  ２. 階級別消防団編成表（定員）   平成14年4月1日現在 

副分 合計
団長 （人）

団 本 部 1 2 3 7 17 30
役場分団 1 1 3 2 8 15
上 分 団 1 3 6 14 51 75
下 分 団 1 3 6 10 39 59
合　　計 1 2 3 7 18 33 115 179

班長 団員区　分 団長 副団長分団長 部長

 

 

根    拠    法    令    等  

鹿野町消防団条例 

鹿野町消防団規則 

消防組織法 

 

( )１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

( )２．（     ）の例により調整する。 

( )３．新たに制度等を創設する。 

( )４．新市移行後、速やかに調整する。 

(◎)５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

( )６．廃止の方向で検討する。 
 
その他（                           ） 

                                                                                       徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 

大 項 目 環境衛生 中 項 目 し尿処理の状況 小 項 目 処理人口・収集体制等 

事 業 名 し尿収集(対象地区・収集体制・収集方法等) 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 

専 門 部 会 名 環境 分 科 会 名 環境保全 コ ー ド  

現                                 況 

徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 

 

 

   １．し
．
尿収集 

                         平成１４年４月１日 

区　　分 内　　　容
１．対象人員 １１,６８３人　（内大津島４８４人）
２．収集体制 バキューム車による委託業者体制
３．収集方法 ①１ヶ月１回収集

②１ヶ月２回収集
③２ヶ月１回収集
④臨時

 
 

 

 

 

 

 

   ２．年間し
．
尿収集処理量（平成１２年度） 

対象人員 生し尿 浄化槽汚泥 年間処理量
13,077人 15,798kl 24,736kl

500件(内大津島) 540kl(内大津島) 540kl(内大津島)
8,938kl

 
 

 
  ３．大津島し尿処理事業 

  ①大津島フェリー航送開始に伴い、昭和５７年１２月１日より、 

     し
．
尿委託収集処理開始 

 

 

   １．し
．
尿収集 

                         平成１４年４月１日 

区　　分 内　　　容
１．対象人員 １,２４１人
２．収集体制 許可業者による収集体制
３．収集方法 ①１ヶ月１回収集

②１ヶ月２回収集
③２ヶ月１回収集
④臨時

 
 

 

 

 

 

 

   ２．年間し
．
尿収集処理量（平成１２年度） 

対象人員 生し尿 浄化槽汚泥 年間処理量
1,241人 924kl 1,782kl 2,706kl  

 

 

   １．し
．
尿収集 

                        平成１４年４月１日 

区　分
１．対象人員
２．収集体制
３．収集方法

④八代地区全域　　１ヶ月１回収集

(幸が丘、上河内、大河内、院内、畑上・下、
 別所、笠野、勝間中村、御所尾原)
　三丘地区全域　　１ヶ月２回収集
(三丘原、古市を除く)

③勝間地区　　　　１ヶ月２回収集
(大江、緑ヶ丘、叶松、白石、峠、松舟、新畑、
 勝間上・中・下、遠見、此原)
　大河内地区　　　１ヶ月２回収集

①高水地区全域　　１ヶ月２回収集
②勝間地区　　　　１ヶ月２回収集
(本町、西町、地方、和那手、奥関屋、関屋、
　三丘原、古市、王子免)

内　　　容
２,４０７人
バキューム車による組合委託業者体制
４コースに分け収集

 
 

 

 

   ２．年間し
．
尿収集処理量（平成１２年度） 

対象人員 生し尿 浄化槽汚泥 年間処理量
2,407人 1,230kl 1,563kl 2,793kl  

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等  

   

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （２） 

大 項 目 環境衛生 中 項 目 し尿処理の状況 小 項 目 処理人口・収集体制等 

事 業 名 し尿収集(対象地区・収集体制・収集方法等) 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 

専 門 部 会 名 環境 分 科 会 名 環境保全 コ ー ド  

現                 況 分                       析 

鹿     野     町  問           題           点 

 

 

   １．２市２町間の収集体制に委託制と許可制との相違がある。 

    ①徳山市は委託 

    ②新南陽市・鹿野町は許可 

    ③熊毛町は、一部事務組合から業者委託 

 

   ２．収集方法に各市町で相違がある。 

    ①徳山市・新南陽市は１ヶ月１回、１ヶ月２回、２ヶ月１回、臨時の区

分を設定 

    ②熊毛町は地区により、１ヶ月１回、１ヶ月２回の区分を設定 

    ③鹿野町は随時で対応 

 

   ３．既存施設の中には、老朽化した施設もある。 

対             応            策 

 

 

   １．収集体制は、速やかに委託体制に統一調整する。 

 

   ２．収集方法は、徳山市・新南陽市の例により 

    ①１ヶ月１回  ②１ヶ月２回  ③２ヶ月１回  ④臨時とする。 

     但し、熊毛町の収集方法は、組合から業者委託のため、地区ごとの 

収集方法を当面継続する。 

 

   ３．将来的には、新市でし
．
尿処理施設の建設を検討する。 

調     整     案 

 

 

   １．し
．
尿収集 

                        平成１４年４月１日 

区　　分 内　　　容
１．対象人員 ４,７３２人
２．収集体制 許可業者のバキューム車による戸別収集体制
３．収集方法 随時（月曜日から土曜日までの週６日制）

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ２．年間し
．
尿収集処理量（平成１２年度） 

対象人員 生し尿 浄化槽汚泥 年間処理量
4,732人 1,862kl 525kl 2,387kl  

 

根    拠    法    令    等  

  

( )１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

(◎)２．（徳山市 ）の例により調整する。 

    ただし、熊毛町の収集方法は、当面現状のとおりとする。 

( )３．新たに制度等を創設する。 

( )４．新市移行後、速やかに調整する。 

( )５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

( )６．廃止の方向で検討する。 
 
その他（                           ） 

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 

大 項 目 環境衛生 中 項 目 環境衛生 小 項 目 処理人口・収集体制等 

事 業 名 ごみ収集(対象地区・収集体制・収集方法等) 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 

専 門 部 会 名 環境 分 科 会 名 環境事業 コ ー ド  

現                                 況 

徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 

 

 

 

   ＊ごみ収集状況 
                         Ｈ１４．４．１ 

区　　分 内　　容

　４３,８２６世帯
１０４,４１０人

２.対象区域 市内全域
３.収集体制 直営・委託体制
４.収集方式 ステーション方式
５.収集方法 可燃ごみ　　　週２回
（一般廃棄物 不燃ごみ　　　週１回
定期収集区域) 資源ごみ　　　月４回

　　　【可燃系月２回】
　　　【不燃系月２回】
粗大ごみ　　　【随時】

１.対象人員

 
 

 

徳山 小野、堀越
久米 柳沢、滑松ヶ甲、鋳治谷、譲羽上・下
菊川 助三、中野、八籾
鼓南 大和
向道 地吉、道谷、日野、田代上・下、新畑東・西、畑、河内
戸田 上・下苔谷、中畑
湯野 藤ヶ本、中村、石砂谷
須金 池田、田原、葭谷、峰畑、朴、楽々谷、小田原、畑
中須 大田原、向畑、打道、椿、日浦、川上
須々万 奥光

定期特別収集区域　　対象地区(集落又は字）

平成１４年４月１日より従来の不定期収集区域を地域の実情に合わせ可燃 

ごみを週１回または月１回、不燃ごみを月１回または月２回通常の定期収集と

は別枠で収集することとした。 

 

 

１．対象区域 市内中心市街地（７地区）
２．収集日 毎週日曜日
３．収集体制 業者委託

市街地中心部の環境美化の保持維持のため実施
日 曜 特 別 収 集

 

 

 

 

   ＊ごみ収集状況 
                         Ｈ１４．４．１ 

区　　分 内　　容

　１２,６４４世帯
　３２,９７１人

２.対象区域 市内全域
３.収集体制 直営・委託体制
４.収集方式 ステーション方式
５.収集方法 可燃ごみ　　　　　週２回
 (一般廃棄物 不燃ごみ　　　　　週１回
 定期収集区域） 資源ごみ　　　　　週１回

粗大ごみ　【南部】週１回
　　　　　【北部】月２回

１.対象人員

 
 

 

１.可燃ごみ

　　　　　　峠の畑、神頭谷、野広、竹島

２.不燃ごみ
　 資源ごみ 　　　　　　峠の畑、神頭谷、野広

不定期　　　竹島

不定期収集区域（南部の一部、北部の一部）

月１回　　　巣山、大崩、升谷、山河内　　　　

自家処理　　大崩、西迫上、升谷、山河内
週１回　　　巣山

 

 

 

 

   ＊ごみ収集状況 
                          Ｈ１４．４．１ 

３．収集体制 業者委託体制
４．収集方式 ステーション方式

（粗大ゴミは各戸収集）
５．収集方法
（一般廃棄物

町内全域

定期収集区域）

(不燃・可燃)　 　

可燃ごみ　　　　　週２回

不燃物　　　　　　月１回　

内　　　容

２．対象区域

資源ごみ　　　　　月１回
廃プラごみ　　　　週１回

区　　分
　５,９２３世帯
１６,５８９人

１．対象人員

粗大ごみ  　　　　年３回

 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 

   

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （２） 

大 項 目 環境衛生 中 項 目 環境衛生 小 項 目 処理人口・収集体制等 

事 業 名 ごみ収集(対象地区・収集体制・収集方法等) 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 

専 門 部 会 名 環境 分 科 会 名 環境事業 コ ー ド  

現                 況 分                       析 

鹿     野     町  問           題           点 

 

 

   １．２市は、直営収集と委託収集の併用で、２町は委託収集のみで 

    収集体制が異なる。 

 

   ２．収集方法(分別の種類、収集回数等)に相違がある。 

 

  参考 

    可燃ごみ 

    ①徳山市は、周南地区衛生施設組合で焼却処理 

    ②新南陽市は、独自処理施設でごみ燃料化処理 

    ③熊毛町は、周陽環境整備組合で焼却処理 

    ④鹿野町は、新南陽市に処理委託し、ごみ燃料化処理 

 

    不燃ごみ 

    各市町とも、独自の施設で処理 

     

対             応            策 

 

   １．収集体制は、２市２町で異なるが、将来的には、統一の方向で 

    検討する。 

 

   ２．収集方式は、ステーション方式を継続維持する。 

 

   ３．収集方法は、ごみ減量化を図るため、収集回数及び分別の種類等 

    を統一化する方向で速やかに調整する。 

 

   ４．収集区域は、既存の処理施設の配置及び処理能力等を考慮し、効 

    率的な収集運営が図られるよう調整する。 

     なお、将来的には、ごみ処理の統一化を図るため、新市の廃棄物 

    処理施設の建設を検討する 

調     整     案 

 

 

 

   ＊ごみ収集状況 
                           Ｈ１４．４．１ 

可燃ごみ　　　　【中心地区】　週２回
可燃ごみ　　　　【周辺地区】　週１回
不燃ごみ(可燃性)【中心地区】　月３回
不燃ごみ(可燃性)【周辺地区】　月１回
不燃ごみ(不燃性)【中心地区】　月１回
不燃ごみ(不燃性)【周辺地区】　月１回
資源ごみ　　　　【中心地区】　月２回

町内全域

　定期収集区域)

委託体制
ステーション方式

３．収集体制
４．収集方式
５．収集方法
　(一般廃棄物

資源ごみ　　　　【周辺地区】　月１回

区　　分 内　　　容

１．対象人員
１,８３５世帯
４,５８１人

２．対象区域

 
 

 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 

  

( )１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

( )２．（     ）の例により調整する。 

( )３．新たに制度等を創設する。 

( )４．新市移行後、速やかに調整する。 

(◎)５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

( )６．廃止の方向で検討する。 
 
その他（                           ） 

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 

大 項 目 環境衛生 中 項 目 ごみ処理の状況 小 項 目 ごみ処理に関する施策 

事 業 名 指定ごみ袋 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 

専 門 部 会 名 環境 分 科 会 名 環境事業 コ ー ド  

現                                 況 

徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 

 

 

   徳山市指定ごみ袋取扱い 
   

   徳山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則第１４条の 

  規定に基づき、徳山市の家庭系ごみの排出に使用する指定袋を指定。 

（徳山市指定袋(家庭系ごみ袋)に関する要綱） 

 

 １．指定袋の規定                   Ｈ１４．４．１ 

容量４５㍑以下

③厚　さ

⑤印　刷 緑色印刷

燃やせるごみ袋 燃やせないごみ袋

湿潤強力紙
ＰＬ加工

クラフト紙（75ｇ/㎡以上）

①材　質

④透明度 半透明

高密度ポリエチレン中
低圧法

①材　質

②大きさ
0.025ｍｍ以上

③印　刷 赤色印刷

容量３０㍑以下
②大きさ

 
 

  ２．指定袋の認定 

 指定袋を製造若しくは販売しようとする者は、認定番号申請書を 

提出し、市長の認定を受けなければならない。その際、商品見本・ 

その他市長が必要に応じて提出を求める書類を添付 

 

 

 

 

 

 

 

   《参 考》 
      販売実績は、市内各店舗間の自由競争販売のため把握出来ない。 

 

    ＊販売方法   製袋会社登録により市内各店舗間の自由競争 

    ＊価  格   市内各店舗間の自由競争価格 

            可燃用平均価格 １０枚入り束２００円程度 

            不燃用平均価格 １０枚入り束１００円程度 

 

 

   新南陽市指定ごみ袋取扱い 
   ＊要綱等の取り決めは特に無し。 

 

   平成１１年４月｢分別の徹底とごみの減量化｣を目的として、燃やせる 

  ごみの袋を指定。 

 

                          Ｈ１４．４．１ 

区　分 燃やせるごみ（指定袋）

大　４５㍑（800mm×650mm）　厚さ0.025mm

小　２０㍑（600mm×450mm）　厚さ0.025mm

大１０枚入り　１２６円

小１０枚入り　　８４円

①大 き さ

②材　　質 高密度ポリエチレン製

③価　　格

④販売方法 指定店舗による販売。　市内３８店舗
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   《参 考》 

      平成１２年度の販売実績 

         ①指定ごみ袋販売枚数 

大  １,５７６,５００枚 

小     ３８７,５００枚 

 

         ②ごみ袋代 

大 1,576,500枚×12.60円＝19,863,900円 

小  387,500枚× 8.40円＝ 3,255,000円 

 

 

   熊毛町指定ごみ袋取扱い 
   ＊要綱等の取り決めは特に無し。 

 

 

 

 

                           Ｈ１４．４．１ 

区　分

可燃ごみ用 ４５㍑（800mm×655mm）　厚さ0.02mm

プラスチック

ごみ用

指　定　ご　み　袋

４５㍑（800mm×655mm）　厚さ0.03mm

ダイオキシン対策用活性フェロキサイト配合

ポリエチレン袋

町内の２１店舗において販売

①大 き さ

②材　　質

③価　　格

④販売方法

１枚２０円（２０枚単位）

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   《参 考》 

     平成１２年度の販売状況 

        ①指定ごみ袋販売枚数      ６３９,０００枚 

        ②ごみ袋代         ５,４８６,２５０円 

        ③販売手数料         １,００６,４１０円 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 根    拠    法    令    等 

   

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （２） 

大 項 目 環境衛生 中 項 目 ごみ処理の状況 小 項 目 ごみ処理に関する施策 

事 業 名 指定ごみ袋 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 

専 門 部 会 名 環境 分 科 会 名 環境事業 コ ー ド  

現                 況 分                       析 

鹿     野     町  問           題           点 

 

 

  １．既存の処理施設(一部事務組合施設を含む)によって、指定ごみ袋の 

   素材等に相違がある。 

   ①徳山市  可燃は紙袋で対応（恋路クリーンセンター施設） 

         不燃はポリエチレン袋で対応（独自処分場） 

   ②新南陽市 可燃はポリエチレン袋で対応（独自処理施設） 

         不燃は特に指定は無いがポリエチレン袋で対応（独自処分場） 

   ③熊毛町  可燃・不燃ともダイオキシン対策用ポリエチレン袋で対応 

         （可燃は周陽環境整備組合施設、不燃は独自処分場） 

   ④鹿野町  可燃・不燃ともポリエチレン袋で対応 

         （可燃は新南陽市処理施設利用、不燃は独自処分場） 

 

 

 ２．各市･町によって指定ごみ袋の大きさ、価格、販売方法に相違がある。 

対             応            策 

 

 

  １．既存の処理施設に対応できる指定ごみ袋の内容（紙袋・ポリエチレン 

袋の材質・大きさ・厚さ等）を指定する。 

 

  ２．価格については、熊毛町・鹿野町の運搬処理費の上乗せ分を除き、 

販売条件整備後、速やかに調整する。 

 

  ３．販売方法等については、徳山市の例により速やかに調整する。 

調     整     案 

 

 

   鹿野町指定ごみ袋取扱い 
   

   鹿野町廃棄物の処理及び清掃に関する規則第３条第２項により指定 

 

                            Ｈ１４．４．１ 

区　分 可 燃 物 不燃物(可燃性) 不燃物(不燃性)

大45㍑
(800mm×650mm)
厚さ0.025mm 大45㍑

(800mm×650mm)
厚さ0.050mm

黄色の半透明袋 緑色の半透明袋② 　色

小30㍑
(700mm×500mm)
厚さ0.025mm

⑤販売方法 役場及び町内の８店舗において販売

小30㍑
(700mm×500mm)
厚さ0.080mm

白色の半透明袋

③材　　質 高密度ポリエチレン製

大20枚入1,155円

小20枚入　735円
④価　　格

①大 き さ

 
 

 

 

 

 

 

 

   《参 考》 

     平成１２年度の販売実績 

        ①指定ごみ袋販売枚数     １１３,６６０枚 

 

        ②販売総額         ５,４１６,２１２円 

内訳 ごみ袋代       １,４６３,２２３円 

           運搬処理費      ３,６９８,８２０円 

           販売手数料       ２５４,１６９円 

 

 

根    拠    法    令    等  

  

( )１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

( )２．（     ）の例により調整する。 

( )３．新たに制度等を創設する。 

(◎)４．新市移行後、速やかに調整する。 

( )５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

( )６．廃止の方向で検討する。 
 
その他（                           ） 

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 教 育 ・ 文 化 中 項 目 教育委員会事務局 小 項 目 教育の推進 
事 業 名 奨学金貸付事業 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 教 育 部 会 分 科 会 名 教 育 総 務 コ ー ド  

現                                 況 
徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 

【奨学金貸付基金条例】 
○基金の額 １２，０００万円を限度（毎年度徳山市一般会計歳入歳出予算から
一定額を繰り入れる） 

○ 貸付金額 
月　額

国 公 立 21,000円
私 立 26,000円
国 公 立 13,000円
私 立 15,000円
国 公 立 11,000円
私 立 13,000円

大学又は専修学校の専門課
程 に 在 学 す る 者

学　校　区　分

高等専門学校に在学する者

高等学校又は専修学校の高
等 過 程 に 在 学 す る 者

 
 
○償還 
  据置：貸付けを受けた学校卒業後１年以内 
  償還：貸付けを受けた期間の２倍以内の期間 
 
【奨学金貸付基金条例施行規則】 
○奨学金審議会   
 審議会は、委員長及び委員をもつて組織する。 

 委員長は、助役をもつて充てる 

 委員は、教育長・企画部長・総務部長・教育次長・教育委員会総務課長・学校

教育課長 

○審議会の会議  定例会は、毎年4月に開催する 

         臨時会は、必要に応じ随時開催する 
 
 
【貸付金の状況】 
 

対象者数 貸付金額(千円）
平成10年度 53 14,879
平成11年度 62 16,199
平成12年度 53 14,610

 

【奨学基金条例】 

○基金の額：８，５００万円を限度（毎年度一般会計歳入歳出予算から一定額を

繰り入れる） 

【奨学金貸付基金条例】 
○貸付金 奨学基金をもってあてる 
○ 貸付金額 

学　校　区　分国 公 立私 立
大 学 22,000円 31,000円
短 大 22,000円 30,000円
高等専門学校 15,000円 21,000円
高 等 学 校 10,000円 15,000円  

 
○償還 
  据置：貸付けを受けた学校卒業後１年以内 
  償還：貸付けを受けた期間の２倍以内の期間 
○新南陽市奨学金貸付審議会 
  委員数：１３名以内 
  任 期：２年 
【奨学金貸付基金条例施行規則】 
（1）市議会議員  2名以内   (2）教育委員     2名以内 

（3）児童民生委員 3名以内   （4）中学校長     3名以内 

（5）学識経験者  3名以内 

 （会長及ひ副会長） 

○審議会に会長及び副会長各1名を置き 委員の互選によって定める。 

○会議は委員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。 

 

 

【貸付金の状況】 
 

対象者数 貸付金額(千円）
平成10年度 9 3,144
平成11年度 9 2,952
平成12年度 12 4,188

 

なし 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 
【奨学金貸付基金条例】 
【奨学金貸付基金条例施行規則】  

【奨学基金条例】 
【奨学金貸付条例】 
【奨学金貸付条例施行規則】 
 

 

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況 ・ 分 析 調 書 （２） 
大 項 目 教 育 ・ 文 化 中 項 目 教育委員会事務局 小 項 目 教育の推進 
事 業 名 奨学金貸付事業 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 教 育 部 会 分 科 会 名 教 育 総 務 コ ー ド  

現                 況 分                       析 
鹿     野     町  問           題           点 

・熊毛町を除く３団体に制度がある。 

対             応            策 
・制度については、専修学校及び市内に外国人登録をしている者についても貸し

付け対象としている徳山市の例により、また、貸付額については上位のものに

合わせることとする。 

調           整           案 

【奨学基金条例】 
○ 基金の額：毎年町長が定める額を積み立てその総額は4,000万円を限度とする。 
○ 奨学金の額 
 

校種 奨学金月額 摘　　　要
一般 13,000円

特別 16,000円

遠距離通学、寮等寄宿通学
並びに高等専門学校（第1学
年から第3学年)生徒

21,000円

大　学 31,000円

高等専門学校(第4学年及び
第5学年）短期大学並びに高
等学校卒業資格を条件とす
る各種学校を含む。

高　校

一　　　般

区　　分

私　　　立

国公立

 
【奨学基金条例施行規則】 
○ 審議会：7名の役員 
・ 会 長 1名（教育委員会委員長） 
・ 副会長 1名（教育長） 
・ 委 員 5名（助役、町議会議長、文教厚生委員長、中学校長、高等学校長） 

○ 審議会：定例会（毎年１月及び９月），臨時会（必要に応じて） 
○ 奨学生の数 
・毎年高等学校5名、大学5名以内とする。 

ただし、高等学校、大学の各奨学生の数に満たない場合、１０名以内で増

員することができる。 
○ 返還 
・ 卒業の月の１か年後から高校貸付を受けた期間の2倍の期間内 
・     〃      大学貸付を受けた期間の3倍の期間内 

 
 
【貸付金の状況】 

対象者数 貸付金額(千円）
平成10年度 10 3,420
平成11年度 10 2,901
平成12年度 13 3,843

 

 

根    拠    法    令    等  
【奨学基金条例】 
【奨学基金条例施行規則】 
 
 

 

 
（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 
（◎）２．（徳山市）の例により調整する。 
     ただし、貸付額については上位のものに合わせる。 
（ ）３．新たに制度等を創設する。 
（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 
（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 
その他（                          ） 

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 教 育 ・ 文 化 中 項 目 学校教育の状況 小 項 目 教育の推進 
事 業 名 就学費の援助 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 教 育 部 会 分 科 会 名 学 校 教 育 コ ー ド  

現                                 況 
徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 

【就学費援助】 

○目的 就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して必要な援助を与える。 

○適用範囲 次に該当する児童生徒のうち、経済的理由によって就学困難と認め

られる者の保護者に適用する。 

（1）徳山市立小中学校に通学する児童生徒 

（2）徳山市に居住する小中学校の児童生徒 

○就学困難と認められる者 

（1）生活保護法第6条第2項に定める要保護者と同一世帯にある児童生徒 

（2）生活保護法第6条第2項に定める要保護者に準ずる程度に困窮している者 

  と同一世帯にある児童生徒 

○ 生活保護法により援助が行われているものを除き、単給又は併給して行う。 
 

区　　　分
学　　校　　別

費　目　　　学　年　別 1 年 ２～６年 １ 年 ２・３年
学用品費・通学用品費・校外
活 動 費 （ 年 額 ： 単 位 円 ） 12,610 14,780 23,880 26,050
新入学児童生徒学用品費等
（ 年 額 ・ 単 位 円 ） 19,900 22,900
給 食 費
通 学 に 要 す る 交 通 費
【 修 学 旅 行 費 】

小学校児童
中学校生徒
小学校児童
中学校生徒 1,000円以内

支　　　度　　　費

備　　　　　　　考
雑費、支度費については毎年1回
限りとする。

500円以内

鉄道賃・船賃・車馬賃・見学料・記念写
真代・医薬品代・旅行傷害保険料・宿泊
料

実費として他の一般児童生徒が
負担する額

雑　　　　　　　費
250円以内
700円以内

種　別　区　分 支給する額

支　　給　　す　　る　　額

当該学枚において学校給食費として徴収する実費

船賃等として要するものの実費

小　学　校 中　学　校

 
 
 
【就学援助費】 （単位：人、円）

年度 区分 要保護 準要保護 総支給額 児童生徒数
小学校 28 1,059 63,404,511 6,437
中学校 28 572 52,389,284 3,818
小学校 28 1,105 67,366,996 6,146
中学校 28 579 52,217,015 3,734
小学校 20 1,230 75,397,886 5,993
中学校 19 600 56,087,150 3,563
小学校 18 1,260 75,988,491 5,782
中学校 18 602 54,150,843 3,325

9

10

11

12

 

【就学費援助】 
○目的 就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して必要な援助を与える 
 
○就学困難者 生活保護世帯，準要保護世帯 
 
○援助の範囲，金額 
�学用品費 
�通学用品費       
�修学旅行費 
�学校給食，その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【就学援助費】 （単位：人、円）

年度 区分 要保護 準要保護 総支給額 児童生徒数

小学校 5 285 17,269,579 2,078
中学校 3 131 11,639,202 1,206
小学校 4 250 15,276,665 2,027
中学校 5 111 10,622,759 1,149
小学校 3 297 18,236,529 1,950
中学校 4 128 12,038,436 1,148
小学校 1 317 15,306,316 1,906
中学校 4 165 19,965,110 1,143

9

10

11

12

 
 

○目的 就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して必要な援助を与える。 

○ 適用範囲 次に該当する児童生徒のうち、経済的理由によって就学困難と認め

られる者の保護者に適用する。 

（1）熊毛町立小中学校に通学する児童生徒 

（2）熊毛町に居住する小中学校の児童生徒 

○就学困難と認められる者 

（1）生活保護法第6条第2項に定める要保護者と同一世帯にある児童生徒 

（2）生活保護法第6条第2項に定める要保護者に準ずる程度に困窮している者 

  と同一世帯にある児童生徒 

○ 援助 
 (1)給食費 
 (2)学用品費・通学用品費・校外活動費 
 (3)修学旅行費 
 (4)通学に要する交通費 
 (5)新入学児童生徒学用品費等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【就学援助費】 （単位：人、円）

年度 区分 要保護 準要保護 総支給額 児童生徒数

小学校 1 32 2,718,316 935
中学校 1 30 3,488,687 594
小学校 1 70 3,762,084 905
中学校 1 33 2,923,893 580
小学校 1 93 5,104,410 866
中学校 0 43 3,618,293 570
小学校 0 133 7,318,008 896
中学校 0 45 3,742,080 510

9

10

11

12

 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 根    拠    法    令    等 
【小中学校児童生徒就学援助条例】 
【小中学校児童生徒就学援助条例施行規則】 
 

【就学費援助条例】 【小中学校児童生徒就学援助に関する規則】 

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況 ・ 分 析 調 書 （２） 
大 項 目 教 育 ・ 文 化 中 項 目 学校教育の状況 小 項 目 教育の推進 
事 業 名 就学費の援助 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 教 育 部 会 分 科 会 名 学 校 教 育 コ ー ド  

現                 況 分                       析 
鹿     野     町  問           題           点 

・熊毛町は準要保護者の所得は要保護者の所得基準の１.３倍で認定。 
・その他の２市１町は準要保護者の所得を要保護者の基準の１.５倍で認定。 
・支給項目として、徳山市は、国の基準にない支度金、雑費がある。 
・文部省は過去に準要保護者の所得は、１.３倍～１.５倍が適当と答えたとのこと。 
・徳山市の就学援助費の受給者の割合は、他市町に比して高い状況にある。 
 
 
 
 

対             応            策 

○ 援助額 

・ 修学旅行、給食費、宿泊訓練については、実費を援助 

・ それ以外のもの：要保護及び準要保護児童生徒援助費補助金交付要綱に規定

する国の補助対象となる限度額として毎年度文部大臣が定める額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【就学援助費】 （単位：人、円）

年度区分 要保護 準要保護 総支給額 児童生徒数

小学校 0 3 176,982 265
中学校 0 2 183,948 147
小学校 0 8 414,668 243
中学校 0 6 412,187 151
小学校 0 8 453,760 222
中学校 0 6 589,322 162
小学校 0 12 718,000 223
中学校 0 4 343,116 156

9

10

11

12

 

 

・調整方針は要保護者の所得基準の１.５倍とし、新市移行後、財政事情により検

討する。 
・国の基準にない支度金、雑費は廃止する方向で検討する。 
 
 
 

調     整     案 

  

根    拠    法    令    等  
  

（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 
（◎）２．（新南陽市・鹿野町）の例により調整する。 
（ ）３．新たに制度等を創設する。 
（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 
（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 
（ ） その他（                           ） 

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 教 育 ・ 文 化 中 項 目 学校教育の状況 小 項 目 教育の推進 
事 業 名 通学区域〔小・中学校〕 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 教 育 部 会 分 科 会 名 教 育 総 務 コ ー ド  

現                                 況 
 
【新南陽市通学区域】

通　　　　　学　　　　　区　　　　　域

富 田 東 小

川崎一丁目、川崎二丁目、川崎三丁目、土井一丁目、
土井二丁目、政所一丁目、(19番6号～19番18号を除
く）、政所二丁目、政所三丁目、政所四丁目、横川
町、清水一丁目、清水二丁目、古川町、川手一丁目、
川手二丁目、千代田町、道源町、椎木町、野村一丁
目、野村二丁目、野村三丁目、三笹町、宮の前一丁目
1番1号、宮の前二丁目2番1号～3番6号、中央町1番1
号、1番3号、2番2号～3番10号、古泉一丁目(6番1号～
10番20号､10番51号～11番5号を除く）、古泉二丁目
(10番15号～10番28号を除く）、古泉三丁目、花園

富 田 西 小

湯田一丁目、湯田二丁目、富田一丁目、富田二丁目、
日地町、平野一丁目、平野二丁目、浜田一丁目、丸山
町、港町、坂根町、河内町、新堤町、大神一丁目、大
神二丁目、大神三丁目、大神四丁目、大神五丁目、政
所一丁目19番6号～19番18号、宮の前一丁目(1番1号を
除く）、宮の前二丁目(2番1号～3番6号を除く）、中
央町（1番1号、1番3号、2番2号～3番10号を除く）、
古市一丁目、古市二丁目、古泉一丁目6番1号～10番20
号、10番51号～11番5号、古泉二丁目10番15号～10番
28号、古市北、新堤、新町東、新町中、新町北、新町
西、中溝、中溝南、浜田

福 川 小

福川一丁目、福川二丁目、福川三丁目、皿山町、社地
町、福川中市町、神迫町、本陣町、若山一丁目、若山
二丁目、御姫町、新地町、西桝町、新田一丁目、新田
二丁目、福川南町

福 川 南 小
長田町、羽島一丁目、羽島二丁目、羽島三丁目、かせ
河原､中綴町、室尾一丁目、室尾二丁目

和 田 中 和 田 小

大崩町、殿明､秋字名、巣山、西迫上、西迫下、大
原、中村、林、原赤、初切、升谷、古屋敷、山河内、
峠の畑、神頭谷、野広、和田、米光上、米光下、平
木、大谷、池広、車木､十郎、打木野、木屋ケ迫、湯
野峠、失地峠、西広沢、田所

学   校   名

福 川 中

富 田 中

 

【徳山市通学区域】
中学枚名 小学校名 通　学　区　域

大 島 小 大島（打上、大浦、居守、東佐倉、西佐倉を除く。）
粭 島 小 粭島、大島打上

櫛 浜 小
櫛浜（岩徳線以北を除く。）粟屋（岩徳線以北を除く。）大島大浦、大島居守、大島西佐倉、大島
東佐倉、久米元町、由加町

久 米 小
久米（元町、滑松ケ甲を除く。）、櫛浜の岩徳線以北、栗屋の岩徳線以北（※院内一遠石小学校）
（※旭ー遠石小学枚）

久米小譲羽
分校

譲羽（※譲羽一久米小学校）

遠 石 小
青山町、若草町、東山町、松保町、速玉町、新宮町、宮前町（※青山町のうち青山町東自治会に属
する地域一周陽中学枚）

岐 山 小

久米滑松ケ甲、泉原町、清水町（1・2番を除く。）、楠木１丁目、東辻、三田川、公園区、東一ノ
井手、西－ノ井手、上一ノ井手、高尾団地、栄谷、掘越、中金剛山、東金剛山、幸の台、西金剛
山、新掘、西辻、下一ノ井手、辻町、岐南町、鐘楼町（※東辻のうち一番丁自治会に属する地域一
徳山小学校）（※西金剛山一今宿小学枚、住吉中学校）（※新堀一今宿小学校、住吉中学校）（※
岐南町一徳山小学校）（※鐘楼町一今宿小学校、住吉中学校）

徳 山 小

毛利町、岐山通、児玉町、二番町、三番町、桜馬場通、平和通、飯島町、昭和通、糀町、橋本町、
柳町、川端町、河東町、慶万町、舞車町、上御弓町、一番丁、黒髪島、花畠町、清水町1番～2番
（※花畠町ー岐山小学枚、住吉中学校）（※清水町1番～2番一岐山小学校）

徳 山 小
梅園町、弥生町、代々木通、栄町、御幸通、新町、若宮町、銀南街、銀座、本町、みなみ銀座、有
楽町、那智町、晴海町、住崎町、築港町、港町、千代田町、入船町（5番～8番を除く。）

今 宿 小

今宿町、緑町、月丘町、新宿通、初音町、戎町、相生町、野上町、沖見町、都町、入船町5番～8
番、権現町、御影町、西松原、錦町、新地、山手通、卯の手、原宿町、今住町、住吉町、東北山、
西北山、土越、御山町、小野、浦山、水上、岡田町、蓮ケ浴

菊 川 小 上村（浦山、水上を除く。）、川上、川曲、四熊井谷、下上、中野
四 熊 小 四熊（井谷、下り山を除く。）
小 畑 小 小畑、四熊下り山
夜 市 小 夜市
戸 田 小 戸田
湯 野 小 湯野

大 津 島 中 大 津 島 小 大津島
須 々 万 中 沼 城 小 須々万本郷　須々万奥
中 須 中 中 須 小 中須南、中須北

須 磨 小 須万　金峰

須磨小峰畑
分校

須万峰畑（※須万峰畑一須磨小学校）

周 陽 小
周陽１丁目、周陽２丁目、周陽３丁目、大内町、瀬戸見町、孝田町、馬屋、五月町のうち15番～17
番、大河内（※五月町のうち15番～17番一遠石小学枚）（※大河内一遠石小学校）

桜 木 小
桜木１丁目、桜木２丁目、桜木３丁目、城ケ丘１丁目、城ケ丘２丁目、城ケ丘３丁目、城ケ丘４丁
目、城ケ丘５丁目、平原町

遠 石 小
横浜町、五月町（15番～17番を除く。）、遠石１丁目、遠石２丁目、遠石３丁目、上遠石、上遠石
町、桜ケ迫（※横浜町一太華中学校）（※桜ケ迫一岐陽中学校）

秋 月 中 秋 月 小
秋月１丁目、秋月２丁目、秋月２丁目に沿接する東部及び北部の地域、扇町、楠木２丁目、江の宮
町、花陽1丁目、花陽2丁目、秋月３丁目、秋月４丁目

大 道 理 小 大道理（田代、横瀬を除く。）
大 向 小 大向、大道理田代、大道理横瀬
長 穂 小 長穂、莇地

備　　　考

翔 北 中

※印は　申請により学区外通学を認める。

鼓 南 中

須 金 中

菊 川 中

桜 田 中

住 吉 中

岐 陽 中

太 華 中

周 陽 中

 
 
 

   

 

学 校 名 　　　就　　　学　　　指　　　定　　　区　　　域
大 潮 小 大字大潮のうち西河内及び中津と桶山の一部を除く区域
仁 保 津 小 大字巣山のうち清涼寺を除く区域

渋 川 小
大字鹿野上のうち上渋川及び中渋川、下渋川（ただし、下渋川
の一部を除く）区域

鹿 野 小 学
校 金 峰 分

大字金峰及び大字須万（ただし、大字須万の一部を除く）区域

鹿 野 小 上記以外の区域
鹿 野 中 鹿野町の全域

【鹿野町通学区域】

 
 
 

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （２） 
大 項 目 教 育 ・ 文 化 中 項 目 学校教育の状況 小 項 目 教育の推進 
事 業 名 通学区域〔小・中学校〕 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 教 育 部 会 分 科 会 名 教 育 総 務 コ ー ド  

現                    況 分          析 
問     題     点 

・合併により、児童・生徒の通学の利便性を考慮した場合、合併前の境界付近を

中心に、通学区域の見直しを行なう必要のある地域が発生すると予想される 

対     応     策 
・通学区域の見直しは、関係者（地元住民等）との協議や通学区審議会等の判断

を仰ぎ決定する必要があることから、新市移行後、速やかに調整する。 
 
 
 

調     整     案 

 
【熊毛町通学区域】
学　校　名 通学区域の範囲 該当部落名

大字安田のうち、三丘原、三丘古
市、鶴見台1丁目から6丁目までを
除く地域

東中村、西中村、正安、宮河内、迫、森河内、安田上、安田下、追迫

大字小松原の全域 石光上、石光中、石光下、広未、筏場、黒岩、荒瀬、兼清、小深、阿
下、十楽、東善地上、東善地下、川尻、和田、土手

大字清尾の全域 下清尾，中清尾、上清尾

大字樋口の全域 新町、今市、下大歳、上大歳、小成川、大成川、樋口、南下樋口、南一
班、秋里、東秋里、青葉台

大字原の全域 東原、西原、太刀野、徳万、たちの台

大字安田のうち、鶴見台1丁目から
鶴見台6丁目までの地域

鶴見台1丁目、鶴見台2丁目、鶴見台3丁目、鶴見台4丁目、鶴見台5丁
目、鶴見台6丁目

大字呼坂の全域 本町、西町、地方、和那手、関屋、勝間古市、大江、勝間下、勝間中
東、勝間中西、勝間上、白石、松舟、新畑、御所尾原上、御所尾原中、
御所尾原下、東勝間原、西勝間原、南勝間原、北勝間原、王子免、定
光、緑ケ丘1丁目、緑ヶ丘2丁目、緑ケ丘3丁目、叶松、向陽、夢ケ丘1丁
目、夢ケ丘2丁目、夢ケ丘3丁目、夢ケ丘4丁目、夢ケ丘5丁目、勝間ケ
丘、南向陽

大字奥関屋の全域 奥関屋

大字中村の全域 勝間中村、新清光台1丁目　新清光台2丁目、新清光台3丁目、新清光台4
丁目、新清光台5丁目、新清光台6丁目、新清光台7丁目、新清光台8丁目

大字大河内のうち、遠見、御幸
台、新清光台3丁目の地域

遠見、御幸台、新清光台3丁目

大字安田のうち、三丘原、三丘古
市の地域

三丘原、三丘古市

大河内小

大字大河内のうち、遠見、御幸
台、新清光台3丁目を除く地域

下笠野、中笠野、上笠野、別所、院内、畑上、畑下、大河内、上河内、
此原、峠、幸が丘上、幸が丘中、幸が丘下、自由が丘1丁目、自由が丘2
丁目、自由が丘3丁目、自由が丘4丁目、自由が丘5丁目、自由が丘6丁
目、自由が丘7丁目、自由が丘8丁目、自由が丘9丁目、　清光台1丁目、
清光台2丁目、清光台3丁目、清光台4丁目、清光台5丁目、清光台6丁
目、清光台7丁目、幸が丘西

八 代 小
大字八代の全域 河原畑、八代原、上市、下市、大迫、松尾、吉国、中郷、高代、下魚

切、中魚切、上魚切、八代新畑、上須野河内、下須野河内

熊 毛 中 熊毛町の全域 熊毛町の全部落

三 丘 小

高 水 小

勝 間 小

 

根 拠 法 令 等 
○徳山市【小･中学校の通学区に関する規則】 
○下松市【小･中学校の通学区に関する規則】 
○新南陽市【小･中学校通学区に関する規則】 
○熊毛町【学校教育法施行細則】 
○鹿野町【町立小学校区指定に関する規程】 

 
（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 
（ ）２．（     ）の例により調整する。 
（ ）３．新たに制度等を創設する。 
（◎）４．新市移行後、速やかに調整する。 
（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
（ ）６．廃止の方向で検討する。 
 
（ ） その他（                           ） 
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事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 教 育 ・ 文 化 中 項 目 学校給食の状況 小 項 目  
事 業 名 学校給食の状況 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 教 育 部 会 分 科 会 名 学 校 教 育 コ ー ド  

現                          況 
 

学校給食現況調査表

項目

公 私 運営
市町 （食） （円） 正規 臨パ

東部 小学 12 3,545 220 課長 事務
セン 中学 5 1,996 250 1 2 19 18 7 米飯 ２本 アル ウエ 混載 10,000 S42.11
ター 所長 栄養 パン 献立 マイ ット

計 18 5,541 兼１ 2 ○ 牛乳 ト 一部
西部 小学 10 2,035 220 コン
セン 中学 5 1,105 250 所長 栄養 11 8 5 テナ 6,000 S54.4
ター 計 15 3,140 1 2
単独 小学 3 63 220 親子調理場
校 中学 3 53 250 2 4 ○ パン １本 ポリ ウエ - - 　　須磨小．須金中

計 6 116 牛乳 献立 カ ット   　中須小．中須中
小学 25 5,643 220 　　大津島小．大津島中

合計 中学 14 3,154 250
計 39 8,797 3 6 32 30 12 16,000

小学 5 1,998 230 事務 米飯

セン 所長 1 0 0 0 ○
調理
パン ２本 ポリ ウエ コン

公設
直営 S55.4

ター 1 栄養 牛乳 献立 プロ ット テナ
中学 3 1,118 260 3 配送 6,000

合計 8 3,116 1 4 0 0 0 6,000
小学 5 988 200 事務

セン 所長 0 ○ パン １本 ポリ ウエ コン 2,900 S46.4
ター 1 栄養 6 6 0 牛乳 献立 カ ット テナ

中学 1 509 240 1 配送
合計 6 1,497 1 1 6 6 0 2,900

小学 1 221 209 所長 事務 3
兼１ 0 （４） パン

セン 中学 1 162 249 　・ 栄養 2 配送 ○ 牛乳 １本 ｽﾃﾝ ウエ 混載 S63.2 （　　）内は代替を含む人数

ター 副所長 1 1 献立 ・ ット
幼稚 1 55 181 兼１ 主事 （２） ﾎﾟﾘﾌﾟﾛ

兼１ PEN 800
合計 3 438 0（2） 2(1) 2 4 800

小学 3 63
中学 3 53
幼稚 1 55
小学 33 8,787
中学 15 4,890

55 13,848

（平成14年3月末日現在）

総合計

公設
直営

公設
直営

（校） （センターのみ）

学校数 給食総数
　　職 　　員　　　数

熊
毛
町

鹿
野
町

徳
　
山
　
市

新
南
陽
市

技
術
他

給食費
配送
容器

概　　　要会　計 形　　　　態

シス
テム

委託 献立 食器

単独

セン
ター

総
合
計

備　　　考調理能力 開設年月

公設
直営

管理 事務
調理員

 
 
 

徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （２） 
大 項 目 教 育 ・ 文 化 中 項 目 学校給食の状況 小 項 目  
事 業 名 学校給食の状況 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 教 育 部 会 分 科 会 名 学 校 教 育 コ ー ド  

問     題     点 対     応     策 調     整     案 
◆給食費についての問題点 
 ・地域性や特殊性によって献立内容に相違があり、２市２町の給食費に差があ

る。（小学校２００円～２３０円、中学校２４０円～２６０円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆公会計と私会計についての問題点 
 ・徳山市、新南陽市、鹿野町のセンターは公会計で、徳山市の単独校、熊毛町

が私会計で学校給食運営がなされている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆センター方式と単独校方式についての問題点 
 ・２市２町にはそれぞれ給食センターがあるが、徳山市に単独校方式がある。

単独校方式には、過去の経緯や地理的条件、配送の問題もあり、現状ではセ

ンター化の対応は難しい。 
 
 
 
 
 
 
◆業務委託についての問題点 
 ・単独校方式を除き、新南陽市は平成６年度に配送部門を、また平成１３年度

からは調理部門も業務委託している。 
 ・徳山市、熊毛町、鹿野町は直営で運営しているが、いずれも直ちに業務委託

することは難しい。 
 
 
 
 
 
◆幼稚園給食について 
 ・鹿野町のみ幼稚園給食がある。 
 

◆給食費についての対応策 
 ・２市２町の給食費に差があるが、負担公平の立場に立ち行政格差が生じない

よう新市移行後、統一価格の設定を図るべきである。献立やその内容につい

ては新市移行後、検討すべきである。 
  
 
 
 
 
 
 
◆公会計と私会計についての対応策 
 ・現状では、各市町での制度が異なるが、新市の一体性の確保を図るため、セ

ンターでの会計は統一した公会計を基本に推進していくことが望ましい。 
 
 
 
 
 
 
 
◆センター方式と単独校方式についての対応策 
・単独校方式は新市における健全財政の観点からしてセンター加入が望ましい

が、現状では対応が困難である。しかし、新市移行後はセンター施設の建設

や配送ルートが確立されれば、センター方式も可能となる。 
 
 
 
 
 
 
◆業務委託についての対応策 
 ・新市における健全財政を考慮して給食業務の委託化が考えられるが、急激な

業務委託は避け、条件整備を図った段階で委託化を推進すべきである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆幼稚園給食についての対応策 
・幼稚園の全市域における給食の提供は、２市２町の現状の施設能力に限界があ

る。鹿野町の幼稚園給食については、現状のままで新市に引き継ぐ。 
 
 

◆給食費についての調整案 
（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 
（ ）２．（     ）の例により調整する。 
（ ）３．新たに制度等を創設する。 
（◎）４．新市移行後、速やかに調整する。 
（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
（ ）６．廃止の方向で検討する。 
（ ） その他（                           ） 
 
◆公会計と私会計についての調整案 
（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 
（ ）２．（     ）の例により調整する。 
（ ）３．新たに制度等を創設する。 
（◎）４．新市移行後、速やかに調整する。 
（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
（ ）６．廃止の方向で検討する。 
（ ） その他（                            
 
◆センター方式と単独校方式についての調整案 
（◎）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 
（ ）２．（     ）の例により調整する。 
（ ）３．新たに制度等を創設する。 
（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 
（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
（ ）６．廃止の方向で検討する。 
（ ） その他（                            
 
◆業務委託についての調整案 
（◎）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 
（ ）２．（     ）の例により調整する。 
（ ）３．新たに制度等を創設する。 
（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 
（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
（ ）６．廃止の方向で検討する。 
（ ） その他（                            
 
◆幼稚園給食についての調整案 
（◎）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 
（ ）２．（     ）の例により調整する。 
（ ）３．新たに制度等を創設する。 
（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 
（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
（ ）６．廃止の方向で検討する。 
（ ） その他（                            

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 教 育 ・ 文 化 中 項 目 社会教育の状況 小 項 目 生涯学習 
事 業 名 公民館の管理、使用基準 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 教 育 部 会 分 科 会 名 社 会 教 育 コ ー ド  

現                                 況 
徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 

【公民館条例】（抜粋） 
○公民館に館長及び必要な職員を置く。 
 
【公民館使用条例】 
○ 館の使用料：使用許可の際、前納しなければならない。ただし、１０円未満の

端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 
○ 減免等：社会教育に関する目的で使用する場合に限り、館長においてこれを減

額し又は免除することができる。 
 
〔公民館使用許可の取扱い〕 
○ 公民館使用料の徴収 
・大会議室  50㎡以上 
・小会議室  50㎡未満 
・ 調理実習室は、大会議室の使用料に準じる 

○ 使用料の減免（全額免除） 
・ 市が使用するとき 
・ 公共団体が使用するとき 
・ 社会教育の目的達成のためにする地域住民の使用 

○ 社会教育団体の長期使用 
・ 公民館施設の専用使用は許可しないものとする。ただし、当該団体の活動に

必要な事務用具等の保管については許可するが、公民館本来の使用に支障が

ないよう常時整理する。 
○ 公民館の使用を許可しないもの 
・ 宗教団体の活動 
・ 営利を目的とする事業活動 

【公民館条例】 
○ 使用料：前納しなければならない。ただし、食堂の使用料は当月分をその月の

５日までに前納しなければならない。 
・ 公益上特別の事由があると認めたときは、使用料を減免し、又はその徴収を

延期することができる。 
 
 
【公民館使用条例施行規則】 
○ 使用料の減免基準 
① 市内の社会教育団体及びこれに準ずる団体が使用する場合  免除 
② 社会教育団体が文化活動及び社会教育振興上入場料又はこれに類するものを

徴収しないで使用する場合  免除 
③ 市と共催する場合  免除 
④ 市内の幼稚園・保育園・小学校・中学校及び高等学校が教育目的のために使

用する場合  免除 
⑤ 市が後援して使用する場合  30％減額 
・ 前項のほか教育委員会が特に必要と認める場合については、減免することが

できる。 
○ 休館日 
① 国民の祝日に関する法律に規定する休日 
② 12月29日から翌年の1月4日まで 

○ 使用時間：平日、土曜 午前９時から午後10時まで 
日曜 午前9時から午後5時まで 
但し、福川公民館（ふれあいセンター）は月曜日休館 

【公民館条例】 
○職員：館長、主事，その他必要な職員 
○ 公民館は、引続き 3 日以上使用することができない。ただし、教育委員会が特

別の必要を認めるとき、または公民館の管理上支障がないと認められるときは，

この限りではない。 
○ 長期的独占利用の制限：公民館の全部または一部を１年以上同一の者に独占的

に使用させ，または利用させるときは、地方自治法第２４４条の２第２項に定

める議会の議決を得なければならない。 
○ 使用料の減免：公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することがで

きる。 
 
【公民館管理規則】 
○ 公民館事業 

 （1）各種の講座を開設すること。 

 （2）討論会、講演会、講習会、実習会、展示会等を開催すること。 

 （3）図書、記録、模型、資料、器具を備え、これらの利用をなさしめること 

 （4）体育、保健、リクレーション、映写会、演芸会等に関する集会を催すこと 

 （5）各種団体、機関の連絡提携を図ること。 

 （6）施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。 

○ 施設、備品等の使用 

 公民館の施設備品等（図書を除く）を使用せんとするときは、その 3 日前まで

に所定の使用願を提出し、許可を受けなければならない。 

○ 図書の使用：館内閲覧、館外持出 

・ 館外貸出：個人にあっては、１回２冊以内，貸出期間１０日以内 

      団体にあっては、１回３０冊以内、貸出期間３０日以内 

○公民館は、その地区内の社会教育に熱意を有するもののうちから必要数の公民

館協力委員を委嘱することができる。 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 根    拠    法    令    等 
【公民館条例】③７１１１ 
【徳山市公民館使用条例】③７１１３ 

【新南陽市公民館条例】②６７１２ 
【公民館使用条例施行規則】②６７１８ 
 

【公民館条例】１５２５ 
【公民館管理規則】１５２９ 
 

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況 ・ 分 析 調 書 （２） 
大 項 目 教 育 ・ 文 化 中 項 目 社会教育の状況 小 項 目 生涯学習 
事 業 名 公民館の管理、使用基準 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 教 育 部 会 分 科 会 名 社 会 教 育 コ ー ド  

現                 況 分                       析 
鹿     野     町  問           題           点 

○ 課題 
・ 使用基準の調整。（開館日・開館時間の調整など） 

 
 
 
 
 

対             応            策 
・新南陽市の例を準用して調整する。 
 
 

調     整     案 

【公民館条例】 
○ 職員：館長、主事、その他必要な職員 
 
【公民館管理及び職員に関する規則】 
○ 公民館事業：社会教育法第22条に規定する事業 
○ 主事等：必要に応じて社会教育主事、主事、主事補、用務員 
○ 組織上の職：必要に応じて館長補佐、係長 
○ 開館及び閉館 
① 開館：午前8時30分 
② 閉館：午後5時15分 

○ 休館日 
① 日曜日・土曜日 
② 国民の祝日に関する法律に定める休日 
③ 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日 

 
【公民館使用条例】 
○ 使用料：使用料の前納 
○ 使用料の減免 
① 官公立学校及び教育委員会において必要と認めた社会教育団体  免除 
② 教育委員会において必要があると認めたとき          減免 

 
【公民館設備使用規則】 
○ 公民館の備品：公民館の備品は原則として公民館で使用するものとする。 
 

 

 
（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 
（◎）２．（新南陽市）の例により調整する。 
（ ）３．新たに制度等を創設する。 
（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 
（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 
（ ） その他（                           ） 
 

根    拠    法    令    等  第３回合併協議会における協議後の調整方針 
【公民館条例】４９７３ 
【公民館管理及び職員に関する規則】４９７４ 
【公民館使用条例】４９７７ 
【公民館設備使用規則】４９８１ 

 （◎）２．（新南陽市）の例により調整する。 
   ただし、休館日については、１２月２９日から翌年の１月３日までとし、

使用時間については、午前８時３０分から午後１０時までとする。 
 

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 
大 項 目 教 育 ・ 文 化 中 項 目 社会教育の状況 小 項 目 青少年 
事 業 名 成人の日記念行事 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 教 育 部 会 分 科 会 名 社 会 教 育 コ ー ド  

現                          況 分               析 
問       題       点 

○ 各市町とも、青年団やまちづくりグループの協力を得て、特色ある成人式を開

催している。 
○ 平成１１年度からのハッピーマンデー法の施行により、成人の日が第２月曜日 
○ 課題 
・式典の統合。 

対       応       策 
 
○式典を一本化し、総合式典として開催する。 

調       整       案 

 
 
 

徳山市 新南陽市 熊毛町 鹿野町

1月8日 1月8日 1月8日 1月8日

１，２２６人 ４５５人 ２１３人 ５０人
・太鼓
・二十歳のメッセージ
・ミニコンサート

・ゲーム
・立食パーティ
・二十歳のメッセージ

・茶話会 ・ゲーム
・立食パーティ
・クイズ
・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

・システム手帳 ・アルバム（小）
・クオカード

･写真 ・書籍

平成１０年度
１，９４９千円 １，２３１千円 ２７１千円 ３９０千円

平成１１年度
１，９１５千円 １，０８１千円 ３４７千円 ３７０千円

平成１２年度
１，９６４千円 ９３５千円 ３７５千円 ３８０千円

協力団体
　連合青年団

協力団体
　連合青年団
　ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰｽﾞ･ｸﾗﾌﾞ

協力団体
　青年団

開催月日
(平成12年度）

備　　考

記念品
（平成12年度）

対象者数
（平成12年度）

記念行事
（平成12年度）

事
業
費

 
 

（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 
（ ）２．（     ）の例により調整する。 
（ ）３．新たに制度等を創設する。 
（◎）４．新市移行後、速やかに調整する。 
（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 
（ ） その他（                           ） 

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 

大 項 目 教 育 ・ 文 化 中 項 目 社会教育の状況 小 項 目 文化 

事 業 名 美術展の開催 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 

専 門 部 会 名 教 育 部 会 分 科 会 名 社 会 教 育 コ ー ド  

現                                 況 

徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 

【徳山市美術展開催要項】 

○主旨：広く一般から作品を募集し、一堂に展示することにより、美術の振興を

図るとともに、美術鑑賞をとおして市民文化の推進に役立てる。 

○会期（１０月） 

①前期展覧会＝日本画、洋画、デザイン、写真 

②後期展覧会＝彫刻・工芸、書 

○場所：美術博物館 

○観覧料：無料 

○部門及び出品規格 

①第1部：日本画【額装で100号以下のもの。着彩・水墨とも表装・仮表装で

全紙以下、額は２ｍ以下のもの。】 

 第2部：洋画【油絵・水彩・版画・その他で100号以下。枠付または額】 

 第 3 部：彫刻・デザイン・工芸【彫刻・デザイン・陶磁器・染織・人形・そ

の他、大きさは２㎡以内、重量は200kg以内で展示可能なもの】 

 第4部：書【額・枠・屏風仕様で、仕上がりは1.5 以下のもので、半折1/2

（全懐紙も含む）以上のもの。】 

 第 5 部：カラー、モノクロームとも全倍以下。組写真は長辺２ｍ以下。パネ

ル張りまたは額装とする。】 

②全部門とも額のガラス使用は不可（アクリル可） 

③全部門とも生物そのものを材料として使用した作品は不可。 

④応募作品には、必ず展示用金具、ひもなどを取り付けておくこと。 

⑤応募作品は、出品規格に合致し、自己の制作した未発表の作品であること。 

 出品規格外作品は審査対象としない。 

 

 

○応募資格：徳山市・須佐町に在住又は通勤通学者等で昭和○○年4月1日まで

に生まれた人。 

応募資格外作品は審査対象としない。 

○出品点数：1部門1人1点、 

○出品料は無料 

○審査 

①各部門とも公開審査を行い各賞を決定します。 

②審査員：１５名 

○賞 

①市美展大賞･･･ 全作品の中から１点、副賞１０万円 

②市美展準大賞･･･各部門ごとに１点、 副賞３万円 

③市美展賞･･････ 各部門ごとに若干 

④佳作･････････ 各部門ごとに若干 

【総合文化祭開催要項】 

○総合文化祭開催事業＝美術展覧会、園芸展 

○日程：美術展は、11月3日を基準日として4日間とする。園芸店は物産展と同

じ日程とする。 

○部門：審査を行い賞を授与するもののうち、審査競技会の対象となる部門は、

正式部門とし、出品人数は１０人以上とする。１０人に満たない場合は

準部門とする。 

○入賞：正式部門での入賞者には、市長賞・議長賞・教育長賞・商工会議所会頭

賞・文化協会会長賞と奨励賞、佳作の各賞を授与する。 

○賞の数：園芸展での賞の配布は、美術展での数を基本として算出する。 

     美術展での奨励賞と佳作の数は、出品作品８点につき１点とする。 

     園芸部門での奨励賞と佳作の数は、１人当りの出品数が多いため美術

展での１人当りの平均出品数を求めたうえで、園芸展での出品人数に

美術展での１人当りの平均出品数を掛けて標準出品数を求め、その標

準出品数８点につき１点選出する。 

     準部門での奨励賞と佳作の数は出品者数の１／２を限度とする。 

○副賞：副賞はトロフィーとするが、同額の現金を自主賞品購入資金として渡す

ことができる。 

○開催交付金：昼食代、消耗品、市から支給される賞品（トロフィー）以外の賞

品など、審査・展示をするうえで必要な経費として開催交付金を

支払う。 

       必要な経費とは、作品の搬入から搬出までにかかる経費であるが、

展示に必要な人件費や作品の日常の維持管理費などは含めない。 

○開催交付金額：展示期間と前日の搬入日を基本期間として20,000円とする。 

        その期間以外に、10人以上が半日以上、搬入,搬出にかかわる場

合には1日につき10,000円を支給する。 

 

【新南陽市美術展覧会開催要領】 

○趣旨：美術を楽しむ人自らが企画運営していくことで、その振興と普及を図り、

文化の向上を目指す。 

○運営委員会の設置 

○組織：審査部門ごとに2名以上を事務局が選出し、文化協会長とで組織する 

○委員の任期：2年とする 

○職務 

 ①美術展の会期,場所の決定   ②開催部門、出品規格、出品資格の決定 

 ③作品展示の指導に係わること  ④その他 

○委員会の庶務：教育委員会生涯学習課 

○運営委員会は、委員のうち2名総合文化祭の実行委員に派遣する。 

○審査員は、運営委員により選出され、美術展の審査を行う。 

○審査員は原則として審査部門ごとに2名以上を選出する。 

○審査員の任期：原則として2年とする 

○招待作品：同一部門で5年以内に2回以上市長賞を受賞した人は、招待作家と

して作品を展示する。 

なし 

 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 根    拠    法    令    等 

   

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （２） 

大 項 目 教 育 ・ 文 化 中 項 目 社会教育の状況 小 項 目 文化 

事 業 名 美術展の開催 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 

専 門 部 会 名 教 育 部 会 分 科 会 名 社 会 教 育 コ ー ド  

現                 況 分                       析 

鹿     野     町  問           題           点 

○ 徳山市は、市民美術展を開催。新南陽市は、総合文化祭の中で美術展覧会を開

催。 

○ 市民美術展をどのような形態で開催するか。 

対             応            策 

○ 統合して総合美術展の開催を検討する。 

○ 運営方式の検討。 

・ 財団への委託等の検討。 

・ 部門別の開催等を検討。 

・ 運営委員会の調整。 

○徳山市の例を基本として調整する。 

調     整     案 

なし  

根    拠    法    令    等  

  

（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

（◎）２．（徳山市）の例により調整する。 

（ ）３．新たに制度等を創設する。 

（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 

（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 
（ ） その他（                           ） 

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



 

事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 
大 項 目 教 育 ・ 文 化 中 項 目 社会教育の状況 小 項 目 文化 
事 業 名 国指定文化財の状況 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 教 育 部 会 分 科 会 名 社 会 教 育 コ ー ド  

現                          況 分               析 
問       題       点 

・所在地の変更 
 
 
 
 

対       応       策 
・現行のまま新市に引き継ぐ 
 
 
 

調       整       案 

 
 
  国指定文化財 
 

指　定　種　別 名　　称 員　数   所 　在 　地　 所有者等 指定年月日

徳 山 市 1 記念物（天然） 大玉杉 １　本 須々万本郷312番地 飛龍八幡宮 昭和5年8月25日

2 重有文（絵画） 絹本著色陶弘護像 １　幅 美術博物館（寄託） 龍豊寺 昭和49年6月8日

3 記念物（天然）
八代のツルおよびその渡
来地 １地域

中須南字大峠834番地 岩崎　勇 平成元年8月14日

新南陽市 1 考古資料 竹島古墳出土品 ３５ 新南陽市本陣町 藤井　一 昭和63年6月6日

2 重要無形民俗文化財 三作神楽 新南陽市大字夏切
三作神楽保
存会

平成12年12月27日

3 登録有形文化財 四熊家住宅主屋及び診療棟
２棟

新南陽市土井１－１－１ 四熊家方 平成12年10月18日

熊 毛 町
1 特別天然記念物

八代のツルおよびその渡
来地

熊毛町大字八代 熊毛町
大正10年3月3日
（昭和30年2月15日）

2
記録作成等の措置を講ず
べき無形の民俗文化財と
して選択されたもの

八代の花笠踊 〃 〃
昭和46年4月21日
※選択年月日

 

（◎）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 
（ ）２．（     ）の例により調整する。 
（ ）３．新たに制度等を創設する。 
（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 
（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 
（ ） その他（                           ） 

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 
大 項 目 教 育 ・ 文 化 中 項 目 社会教育の状況 小 項 目 文化 
事 業 名 県指定文化財の状況 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 教 育 部 会 分 科 会 名 社 会 教 育 コ ー ド  

現                          況 分               析 
問       題       点 

・所在地の変更 
 
 
 
 

対       応       策 
・現行のまま新市に引き継ぐ 
 

調       整       案 

 
 
 
  県指定文化財 
 

 　指　　定　　種　　別 　名　　　　　称 員　数 　所　　在　　地　 所有者等  指定年月日　
徳 山 市 1 有形文（建造物） 山田屋本屋 １　棟 毛利町２丁目16番地 徳山市 昭和41年6月10日

2
無形民俗文 式内踊 大向 式内踊保存会 昭和43年4月5日

3 無形民俗文 長穂念仏踊 　 長穂 長穂念仏踊保存会 昭和43年4月5日

4 有形文（彫刻） 金造菩薩形坐像 １　躯 湯野 楞巌寺 昭和62年3月27日

5 記念物（史跡） 若山城跡 １箇所 夜市・福川 徳山市・新南陽市他 昭和62年3月27日

6 有形文（工芸）
金梨子地菊桐紋
散雲蒔絵　鞍・鐙

１　具 文化会館（寄託） 毛利就挙 平成2年3月30日

新南陽市 1 史跡 若山城跡 １個所 新南陽市大字福川 徳山市・新南陽市 昭和62年3月27日

2 〃 勝栄寺土塁及び旧境内 １個所 新南陽市中央町３－１０ 新南陽市・勝栄寺 昭和62年3月27日

熊 毛 町
1 無形民俗文 諫鼓踊

熊毛町大字呼坂
（熊毛神社）

勝間諫鼓踊保存会 昭和51年3月16日

2 無形民俗文 花笠踊
熊毛町大字八代
（二所神社）

花笠踊保存顕彰会 昭和51年3月16日

3 無形民俗文
熊毛町安田の糸あやつ
り人形芝居

熊毛町大字安田
（三丘徳修館）

熊毛町安田の糸あや
つり人形芝居保存会

昭和51年3月16日

4 有形文（建造物）
徳修館　　１棟
付　木主５基　祭器４
個

熊毛町大字安田字天王５
６９－１

熊毛町 昭和57年11月5日

鹿 野 町 1 史跡 潮音洞
鹿野町大字鹿野上字鏡池
２８７２番地ほか

鹿野町 昭和41年6月10日

2 天然記念物 氷見神社の社叢
鹿野町大字須万秘密尾字
宮ノ前1659番地ほか

氷見神社
宮司宮本清胤

昭和47年5月12日

3 天然記念物 風呂ケ原のエノキ
鹿野町大字須万字風呂ケ
原5183番地の３

福田仁作 昭和55年12月5日

 

（◎）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 
（ ）２．（     ）の例により調整する。 
（ ）３．新たに制度等を創設する。 
（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 
（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 
（ ） その他（                           ） 

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書（１） 
大 項 目 教 育 ・ 文 化 中 項 目 社会教育の状況 小 項 目 文化 
事 業 名 市・町指定文化財の状況 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 教 育 部 会 分 科 会 名 社 会 教 育 コ ー ド  

現                          況 
市・町指定文化財 

指　定　種　別 　名　　　　　　　称 員　　数 所　  在  　地　    所有者等 指 定 年 月 日 備  考

徳 山 市 1 有形文（工芸） 遠石八幡宮洪鐘 １　　口 遠石２丁目1,408番地 遠 石 八 幡 宮 昭和49年9月24日

2 有形文（建造物） 上年五輪石塔 １　　基 上村西南野1,502番地 尾 上 ミ 子 コ 昭和49年9月24日

3 記念物（天然） 明神の藪 １ 箇 所 大向嶽916番地
貞 益 義 美
他 ４ 名

昭和49年9月24日

4 記念物（天然） 周方神社社叢 １ 箇 所 長穂宮の原305番地の１ 周 方 神 社 昭和49年9月24日

5 有形文（建造物） 慈福寺宝篋印塔 １ 基 桜木２丁目76番地 慈 福 寺 昭和51年7月26日

6 記念物（史跡） 杉元相父子の墓所 １ 箇 所 大字徳山5,123番地 興 元 寺 昭和51年7月26日

7 有形文（絵画）
絹本着色
釈迦十六善神図

１ 幅 須々万奥肝要470番地 保 福 寺 昭和52年5月17日

8 有形文（典籍）
紙本墨書
大般若波羅密多経

598 巻 須々万奥肝要470番地 保 福 寺 昭和52年5月17日

9 有形文（工芸） 鉄造茶釜 １ 口 長穂門前1,075番地の1 龍 文 寺 昭和53年7月13日

10 有形文（建造物） 岩屋の笠塔婆 １ 基 下上岩屋2,215番地の1 不 明 昭和53年7月13日

11 有形文（建造物） 湯野自然石板碑 １ 基 湯野佐古3,787番地の1 河 野 薫 昭和56年3月24日

12 有形文（彫刻）
木造
聖観音菩薩立像

１ 躯 下上岩屋2,215番地の1 岩 屋 寺 昭和56年3月24日

13 有形文（彫刻）
木造　如意論
観音菩薩輪王坐像

１ 躯 大字徳山4,718番地 福 田 寺 昭和56年3月24日

14 有形文（彫刻） 木造釈迦如来坐像 １ 躯 長穂門前1,075番地の1 龍 文 寺 昭和59年3月26日

15 有形文（工芸）
金銅聖観世音
菩薩坐像懸仏

１ 面 大向二俣1,648番地の1 二 俣 神 社 昭和59年3月26日

16 有形文（建造物） 自然石地蔵板碑 １ 基 四熊庄原1,041番地 森 重 保 昭和59年3月26日

17 記念物（史跡）
徳山藩祖
毛利就隆夫婦の墓

２ 基 慶万町1,816番地の１ 毛 利 就 挙 昭和61年9月6日

18 記念物（史跡） やげん谷一里塚 １ 箇 所 中須南字仏峠1,235番地の１ 徳 山 市 昭和62年4月23日

19 有形文（彫刻） 鷹飛原八幡宮の神像 ６ 躯 夜市宮の下556番地 鷹 飛 原 八 幡 宮 昭和63年6月1日

20 有形文（絵画）
紙本着色
八幡縁起絵巻

２ 巻 夜市宮の下556番地 鷹 飛 原 八 幡 宮 昭和63年6月1日

21 有形文（建造物） 貝籠五輪塔 １ ０ 基 夜市貝籠 徳 山 市 平成元年7月３日

22 有形文（工芸） 金銅経筒 １ 口 長穂門前1,075番地の１ 龍 文 寺 平成6年10月5日

23 記念物（天然） 興元寺のイチョウ １ 本 大字徳山5122番地 興 元 寺 平成6年10月5日

24 有形文（彫刻） 木造大日如来坐像 １ 躯 上村中山1,967番地 蓮 宅 寺 平成10年7月27日

新南陽市 1 建造物 福川本陣跡 １棟 新南陽市本陣町13-12 福 田 京 太 郎 昭和48年8月1日

2 工芸品
毛利元就奉献に係る建咲院
寺物

７件 新南陽市土井1丁目５－１ 藤 井 太 禅 昭和49年12月1日

3 　〃 荘宮寺所蔵に係る銅造鰐口 １口 新南陽市大字富田２４３８ 村 岡 博 昭和49年12月1日

4 建造物
富田山崎八幡宮本山神事に
係る山車

１輌 新南陽市宮ノ前１丁目 河 谷 昭 彦 昭和49年12月1日

5 工芸品 三汲寺所蔵に係る金銅経筒 ２口 新南陽市大字高瀬４０３ 林 正 之 昭和51年9月1日

6 書跡
原田健二氏所蔵に係る八代
集秀逸

１巻 新南陽市西桝町1-25 原 田 健 二 昭和51年9月1日

市指定
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事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書（２） 
大 項 目 教 育 ・ 文 化 中 項 目 社会教育の状況 小 項 目 文化 
事 業 名 市・町指定文化財の状況 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 教 育 部 会 分 科 会 名 社 会 教 育 コ ー ド  

現                          況 分               析 
問       題       点 

 
○所在地の変更 

対       応       策 
 
○現行のまま新市に引き継ぐ。 

調       整       案 

 　指　定　種　別 　名　　　　　　　称 員　数 所　  在  　地　 所有者等 指 定 年 月 日 備  考

新南陽市 7 彫刻
浄真寺所蔵に係る木造阿弥陀如来
立像

１躯 新南陽市大字富田２９６０ 小 田 弁 真 昭和53年9月1日

8 　〃
建咲院所蔵に係る木造聖観世音菩
薩立像

１躯 新南陽市土井１丁目５－１ 藤 井 太 禅 昭和53年9月1日

9 　〃
坂根河内自治会の管理に係る
木造薬師如来立像

１躯 新南陽市河内町1-4 河 内 自 治 会 昭和55年4月1日

10 書跡
山崎八幡宮所蔵に係る連歌懐紙
６２帳、付重硯一式、関係文書

62帳 新南陽市宮ノ前1丁目 河 谷 昭 彦 昭和57年5月1日

11 建造物 建咲院に係る正安二年刻銘の板碑 １基 新南陽市土井１丁目５－１ 藤 井 太 禅 昭和60年5月1日

12 　〃 大神地蔵板碑 １基 新南陽市大字富田２０９６ 大 神 自 治 会 昭和61年2月28日

13 史跡 羽島1号古墳 １基 新南陽市大字福川３７９ 梅 田 隆 里 昭和61年9月5日

14 天然記念物 高瀬先山のミズメ 新南陽市大字高瀬２１８８ 木 谷 河 内 社 昭和62年5月12日

15 考古資料 永源山横穴墓出土遺物 １括 新南陽市富田１丁目1-1 新 南 陽 市 昭和62年5月12日

16 建造物 日地地蔵自然石塔婆 １基 新南陽市富田2丁目3647－１ 日 地 自 治 会 昭和62年11月24日

17 　〃 勝栄寺の板碑 １基 新南陽市中央町３－１０ 宗教法人 勝栄寺 平成4年12月22日

18
建造物

真福寺墓地の板碑（乾元二年銘）
１基　付　板碑２基

３基 新南陽市福川中市町6-27 宗教法人 真福寺 平成11年9月30日

19 古文書 健咲院文書３０通、付棟札２枚 ３２通 新南陽市土井１－５－１ 宗教法人 建咲院 平成12年3月30日

20 建造物 浄真寺の曼荼羅板碑 1基 新南陽市富田２９６０ 宗教法人 淨真寺 平成13年1月25日

21 建造物 浄真寺の一石五輪塔 1基 〃 〃 〃

熊 毛 町 1 史跡 寺嶋忠三郎誕生の地 熊毛町大字原54-1 西 原 部 落 昭和43年3月6日

2 史跡 呼坂宿駅本陣跡 熊毛町大字呼坂14 河 内 卓 彦 昭和44年3月30日

3 史跡 毛利元就公歯廟 熊毛町大字小松原797-1 坂 田 康 男 昭和44年3月30日

4 彫刻

元神光院本尊仏外
本尊仏大日如来像他諸仏像6躯
涅槃画　１幅
大般若経　600巻

熊毛町大字呼坂 勝 間 部 落 昭和44年3月30日

5 典籍 大蔵経　８５３４巻 熊毛町大字八代下魚切 円 照 寺 昭和44年3月30日

6 史跡
吉田松陰先生江戸送りに際し
寺嶋忠三郎訣別の地

熊毛町大字呼坂 木 村 良 彦 昭和46年2月4日

7 建造物 宍戸記念碑　１基 熊毛町大字安田564-2 宍 戸 寿 子 昭和46年2月4日

8 彫刻 高寺の聖観音菩薩像　1躯 熊毛町大字原593 安 国 寺 昭和51年4月1日

9 無形民俗文化財 新畑神舞 熊毛町大字呼坂2361 新 畑 神 舞 保 存 会 昭和52年4月1日

10 名勝 夫婦岩 熊毛町大字清尾字新宮 高 水 神 社 昭和58年9月16日

11 史跡
高水学園発祥の地及び高水村塾址
の碑・楽学の碑

熊毛町大字樋口211-1 渡 辺 碩 昭和58年12月7日

12 建造物 板碑　１基 熊毛町大字清尾672 野 村 市 松 昭和58年12月7日

13 史跡 毛利元政公の墓地 熊毛町大字小松原2867 貞 昌 寺 平成3年5月16日

鹿 野 町 1 彫刻 木造地蔵菩薩立像 鹿野町大字鹿野中字中山
鹿 苑 山 漢 陽 寺
住 職 杉 村 五 由

平成元年4月28日

2 彫刻 木造11面観音菩薩座像 鹿野町大字鹿野中字中山
鹿 苑 山 漢 陽 寺
住 職 杉 村 五 由

平成元年4月28日

3 彫刻
木造薬師如来座像　　日光菩薩
月光菩薩 十二神将

鹿野町大字鹿野上薬師原
本 生 山 龍 雲 寺
住 職 杉 村 兌 心

平成元年4月28日

4 石碑 菅蔵の石造塔碑遺物群 鹿野町大字金峰字菅蔵 高 光 耕 男 平成元年4月28日

町
 
 
指
 
 
定

町
 
指
 
定

市
指
定

 
 

 
（◎）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 
（ ）２．（     ）の例により調整する。 
（ ）３．新たに制度等を創設する。 
（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 
（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 
（ ） その他（                           ） 
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事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 教 育 ・ 文 化 中 項 目 同和教育の状況 小 項 目  
事 業 名 同和教育推進体制 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 教 育 部 会 分 科 会 名 社 会 教 育 コ ー ド  

現                                 況 
徳     山     市 新   南   陽   市 

【同和教育推進委員会】 
○ 目的：同和問題の解決を促進するため設置する。 
○ 組織：委員２０名以内 
① 社会教育関係団体代表 
② 学校代表 
③ 自治会及び老人クラブ代表 
④ 企業代表 
⑤ 民生・児童委員代表       ○任期：２年 
⑥ 運動団体代表          ○役員：委員長(1) 副委員長(1) 
⑦ 学識経験者             （委員の互選による） 
⑧ 行政機関代表          ○庶務：教育委員会生涯学習課 

○ 職務（委員の職務） 
① 同和教育関係事業に関する助言 
② 同和教育推進に関する事項 
 

【同和教育推進協議会】 

○ 全国民の課題である同和問題の解決を推進するために，同和教育推進協議会の

組織・運営その他所要事項を定める。 

○ 同和教育推進協議会の研究協議内容 

① 同和教育の推進方策に関すること。 

② 同和教育の研修及び指導に関すること。 

③ その他同和教育の推進に必要な事項。 

○ 委員の構成 

① 市教育委員会関係各課長並びに同和教育担当各係 

② 同和地区関係幼稚園，小中学校，高等学校代表 

③ 同和地区代表（婦人代表を含む） 

④ 幼稚園長会，小中学枚長会代表 

⑤ 社会教育関係団体及びその他の団体代表 

⑥ 公民館代表 

⑦ 同和対策代表並びに隣保館長及び主事 

⑧ 学識経験者 

○ 任期：委員の任期 １年 

○ 役員：会長（1名）及び副会長（5名），監事（2名）を置く。 

・ 会長は教育長。副会長，監事は委員の互選によって決める。 

○ 会議：委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。 

○ 専門部会 

○協議会の運営，活動その他に要する経費は，補助金その他による。 

 

地域同和教育推進協議会
・各婦人会
・各子ども会
・各老人クラブ
・各幼PTA
・各小PTA

（２７名） ・各中PTA
・地区民生児童委員
・各自治会
・各青年団
・各幼稚園

（２２名） ・各小学校
・各中学校

（１０名）

（２８名）

（２３名）

徳山市同和教育体系図 モデル地域同和教育推進
協議会委員研修会

社会同和教育自治会研修
会

公民館社会同和教育
徳
山
市
同
和
教
育
推
進
協
議
会

学識経験者 企業同和教育講座

連合婦人会・子ども会連絡協議
会・老人クラブ連合会・幼稚園PTA
連合会・小学校PTA連合会・中学校
PTA連合会・民生児童委員協議会・
自治会連合会・連合青年団

幼稚園長会、小学校長会・主担
当、中学校長会・主担当、高等学
校

地区協議会、公共職業安定所
学校同和教育

社会教育関
係団体等

学校関係 人権教育講座

地区内同和教育研修

同和教育指導者研究

商工会議所、企業職場同和教育連
絡協議会
人権擁護委員連絡協議会、宗教界

（１１０名）
公民館、市民生活部関係、教育委
員会・事務局関係

行政関係

同和地区代
表

 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 
【同和教育推進協議会規程】 【同和教育推進委員会設置要綱】 
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事 務 一 元 化 現 況 ・ 分 析 調 書 （２） 
大 項 目 教 育 ・ 文 化 中 項 目 同和教育の状況 小 項 目  
事 業 名 同和教育推進体制 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 教 育 部 会 分 科 会 名 社 会 教 育 コ ー ド  

現                 況 分                       析 
熊     毛     町 鹿     野     町 問           題           点 

・同和教育推進組織としての同和教育推進協議会等（以下「同推協」という）は、

最も重要な組織であり、２市２町の全てが設置済である。また、徳山市はこの

下部組織して、地域同和教育推進協議会がある。 
  
①２市２町とも同和対策審議会（地方自治法第１３８条の４第３項）がない。 
②事務分掌の改定 
③同推協は、熊毛町が「規則」、他の２市１町は「要綱」により設置しており、

最初が徳山市の昭和４５年度、最後の新南陽市が平成２年度となっておりA



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 教 育 ・ 文 化 中 項 目 図書館の状況 小 項 目  
事 業 名 図書館の管理運営 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 教 育 部 会 分 科 会 名 社 会 教 育 コ ー ド  

現                                 況 
徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 

【市立図書館条例】 
○職員：・館長，司書，事務職員その他の職員を置く 
○休館日 
  ・月曜日，毎月第３日曜日 
  ・１２月２８日から翌年１月４日 
  ・国民の祝日に関する法律に定める祝日 
  ・同祝日が月曜日の場合は、その翌日 
  ・月末整理日及び同整理日が月曜日に当たるときは、その前日 

・ばく書期間（9月及び3月にそれぞれ10日以内） 
・その他 

○開館時間 
  ・午前９時３０分から午後６時 
  ・午前９時３０分から午後５時（日曜日） 
 
【市立中央図書館規則】 
○分課：整理係・奉仕係を置くことができる。 
○補職 
  ・係に係長を置く 
  ・必要に応じ，次長，次長補佐，主査，主任，副主任を置く 
○事務分掌 
○勤務時間 
  ・午前８時１５分から午後５時 
  ・午前９時１５分から午後６時 
○ 勤務を要しない日：・月曜日及び第３日曜日 
○ 資料の利用 
  ・同時に利用できる資料  ５冊以内 
  ・新刊雑誌        ２冊以内 
○図書館カード 
○館外利用の制限 
  ・１回につき ８冊以内 
  ・利用期間  １４日以内 
○団体等の館外利用の制限 
  ・読書会文庫 １回２組（１組＝同一図書２０冊以内） 期間２か月以内 
  ・貸出文庫  １回５００冊以内  期間６か月以内 
  ・公民館文庫 ３００冊以上を常時配置 
○移動図書館  
  ・利用の制限 １回１人８冊以内 
  ・利用期間 次回の巡回日 
 

【市立図書館条例】 
○職員：館長，司書、その他必要な職員を置く。 
 
 
 
 
【市立図書館規則】 
○休館日 
  ・月曜日 
  ・１２月２９日から翌年１月４日 
  ・国民の祝日に関する法律に規定する休日 
  ・蔵書点検期 ９月又は１０月中においておよそ１週間 

・月末整理日 毎月末（その日が休日に当たるときは繰り上げる。） 
○開館時間 
 新南陽市図書館 
  ・平 日   午前９時３０分から午後６時３０分 
  ・土曜・日曜 午前９時３０分から午後５時３０分 
 新南陽市福川図書館 
  ・平日及び土曜 午前９時３０分から午後５時３０分 
  ・日 曜    午前９時３０分から午後４時００分 
 
 
 
○館外利用の制限 
  ・１回につき ５点以内 
  ・利用期間  ２週間以内 
 
 
○団体等の館外利用の制限 
  ・貸出資料  １回 ５０点程度  期間 １ケ月以内 
 
○ 移動図書館 

・利用の制限 １回１人５冊以内 期間 次回の巡回日 
 
 
 

【町立図書館条例】 
○職員：館長，その他必要な職員を置く 
 
 
 
 
 
 
○ 休館日 
  ・国民の祝日に関する法律に規定する休日 
  ・同休日が月曜日の場合は、その翌日 

・毎月第３日曜日及び月曜日 
  ・１２月２８日から翌年１月４日 
  ・ばく書期（年に１回７日以内） 

・ 月末整理日。ただし、この日が月曜日に当たるときはその前日 
・ 特別な事情がある日 

○開館時間 
  ・午前９時３０分から午後５時３０分 
   
 
【町立図書館条例施行規則】 
○勤務時間 
  ・午前９時３０分から午後６時 
○ 勤務を要しない日：月曜日、第３日曜日、国民の祝日に関する法律に定める 
          休日 
○ 図書館カード 
○ 館外利用の制限 
  ・同時に利用できる資料  １人６点以内（２週間以内） 
  ・ビデオ、資料等     １人２点以内（１週間以内） 
 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 根    拠    法    令    等 
【市立図書館条例】 
【市立中央図書館規則】 

【市立図書館条例】 
【市立図書館規則】 

【町立図書館条例】 
【町立図書館条例施行規則】 

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況 ・ 分 析 調 書 （２） 
大 項 目 教 育 ・ 文 化 中 項 目 図書館の状況 小 項 目  
事 業 名 図書館の管理運営 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 教 育 部 会 分 科 会 名 社 会 教 育 コ ー ド  

現                 況 分                       析 
鹿     野     町  問           題           点 

○ 熊毛町においては、管理運営業務を農協に委託している。 
○各館の休館日、開館時間、勤務を要しない日にばらつきがある。 
○ 利用者カード（図書館カード）、資料の館外利用の冊数制限等が各市町において

異なる。 
 
 
 
 
 

対             応            策 
○ 休館日、開館時間、勤務を要しない日の統一は、市民サービスの向上の面から、

開館日の多い館に合わせる等検討すべきであるが、職員の勤務体制等を含め速

やかに調整する。 
○ 利用者カード（図書館カード）、資料の館外利用の冊数制限等については､各図

書館のコンピュータシステムやＭＡＲＣとの関係、ひいてはバーコード、背ラ

ベルとの関係もあり、資料管理と深くかかわる問題であるため、新市移行後、

コンピュータシステムの機種、図書の分類方法等について速やか（３年以内を

目処）に調整していくことが必要である。 
○新市移行後、借りた図書館と返却する図書館が異なっても対応できるように、

各図書館の貸出し蔵書等の運搬及び事務連絡用の車を配備し、サービスの向上

を図る。 
 
 
※ＭＡＲＣ（Machine  Readable  Catalog）：書名・著者名・分類・内容細目な

どの書誌データをあつめたもの。媒体として、インターネット・ＣＤ・ＦＤが

あり、現在、年間７万冊の新刊書について、３社が販売している。それらのデ

ータを、図書検索･入力・発注の際に用いる。選書用としては印刷された一覧表

や冊子があり、パソコンでデータ発注できるなど、機能面からみても、蔵書の

多い図書館でのＭＡＲＣ使用は不可欠である。 

調     整     案 

【町立図書館条例】 
○職員：館長のほか，主事、その他必要な職員を置く 
 
【町立図書館管理運営規則】 
○事務分掌 
○必要に応じ，主幹、課長補佐，係長、企画員、主任主事，主事を置く 
○休館日 

・ 国民の祝日に関する法律に規定する休日。ただし、その日が日曜日（１月
の第１日曜日は除く。）に当たる場合は除く。 

  ・月曜日 
  ・月末整理日 
  ・１２月２８日から翌年１月４日 
  ・特別整理期間（年１回５日以内） 
 
 
○開館時間 
  ・午前９時から午後６時 
  ・午前９時から午後５時（土・日曜日） 
 
【図書館利用規定】 
○ 施設の利用時間 

・ 日曜日  ：午前９時～午後５時 
・ 火～金曜日：午前９時～午後６時 
・ 土曜日  ：午前９時～午後５時 

○ 館外利用点数 
・ 視聴覚資料以外の資料：６冊（14日以内） 
・ 視聴覚資料     ：4点（14日以内） 

 

根    拠    法    令    等  
【町立図書館条例】 
【町立図書館管理運営規則】 
【図書館利用規定】 

 

（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 
（ ）２．（     ）の例により調整する。 
（ ）３．新たに制度等を創設する。 
（◎）４．新市移行後、速やかに調整する。 
（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 
（ ） その他（                           ） 

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 教 育 ・ 文 化 中 項 目 社会体育の状況 小 項 目 スポーツの推進 
事 業 名 スポーツの推進組織の状況 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 教 育 部 会 分 科 会 名 社 会 教 育 コ ー ド  

現                                 況 
 

徳山市民総ぐるみ
スポーツ推進本部

中部地区体育
振興会

【徳山市民総ぐるみスポーツ推進事業組織図】

中央西部地区
体育振興会

中央東部地区
体育振興会

東部地区体育
振興会

育成団体(6)
スポーツ少年団・小学校体育連盟・中学校
体育連盟・高等学校体育連盟・レクリエー
ション協会・高等学校野球連盟

鼓南・櫛浜・久米

桜木・周陽・秋月・遠石

富岡・加見・向道

湯野・戸田・夜市・大津島

須金・中須・須々万・長穂

西部地区体育
振興会

北部地区体育
振興会

財団法人
徳山市体育協会

少林寺拳法協会・なぎなた連盟・アーチェリー協
会・バドミントン協会・テニス連盟・ｿﾌﾄテニス
協会・卓球協会・ｿﾌﾄボール協会・野球連盟・
サッカー協会・バスケットボール協会・バレー
ボール協会・ハンドボール協会・銃剣道連盟・相
撲連盟・空手道連盟・弓道連盟・柔道協会・剣道
連盟・山岳会・スキー連盟・陸上競技協会・水泳
連盟・レスリング協会・合気会・ボウリング協会

加盟団体(26)

徳山市体育指導委
員連絡協議会

徳山市体育振興
会連合会

中央・関門・岐山・今宿

 
 
【市民総ぐるみスポーツ推進本部設置規程】③７４２１ 
○推進本部の事業 
①市民総ぐるみスポーツ運動を推進するための企画、開発、指導等に関すること。 
②国、県のスポーツ推進事業への参加、協力に関すること。 

○組織 
・推進本部は、本部長（市長）、副本部長（助役、教育長）、本部委員で構成 
・本部委員：企画部長、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、経済部長、建設部長、都市開発部長、教育次長、秘書課長、企画調整課長、総務課長、財務課長、生活安全課長、健康増進課長、生涯学習課長、学校教育課長、市民スポーツ課長 

○事務局：教育委員会市民スポーツ課 
 ・事務局長：市民スポーツ課長 

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （２） 
大 項 目 教 育 ・ 文 化 中 項 目 社会体育の状況 小 項 目 スポーツの推進 
事 業 名 スポーツの推進組織の状況 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 教 育 部 会 分 科 会 名 社 会 教 育 コ ー ド  

現                                 況 
 

市民（在住者・在学者・在職者）・事業所

自治会・婦人会・子供会・スポーツ少年団・スポーツグループ・各種団体

小学校体育連盟
中学校体育連盟
高等学校体育連盟

野球・バレーボール・ｿﾌﾄ
ボール・バスケットボー
ル・バドミントン・ソフ
トテニス・テニス・サッ
カー・卓球・陸上競技・
ラグビー・水泳・柔道・
剣道・弓道・空手道・ス
キー・インディアカ・ト
ライアスロン・ソフトバ
レーボール・グランドゴ
ルフ・相撲

県民スポーツ総参
加運動推進委員会

富田西レクリエーションス
ポーツ推進委員会

福川レクリエーションス
ポーツ推進委員会

和田レクリエーションス
ポーツ推進委員会

新南陽市レクリエーション・ス
ポーツ推進委員会

(財）新南陽市体育協
会

競 技 別 加 盟 団 体

【新南陽市スポーツ振興組織図】

地 区 推 進 委 員 団 体

新南陽市教育委員会
（スポーツ振興課）

新南陽市体育指導
委員会

育 成 団 体
スポーツ少年団富田東レクリエーションス

ポーツ推進委員会

 

 

空手部・バレー
部・野球部スポーツ少年団

体　育　協　会

野球部・バレーボール
部・バドミントン部・
卓球部・テニス部・ソ
フトボール部・グラン
ドゴルフ部・ソフト
ボール審判部

事　務　局
（社会教育）

鹿野町教育委員会

【鹿野町各種スポーツ団体関係組織図】

体育指導委員会

 

 
 
 

ソ フ ト ボ ー ル 連 盟

ソフトバレーボール連盟

サ ッ カ ー 協 会

グ ラ ン ド ゴ ル フ 協 会

八 代 ス ポ ー ツ 振 興 会

剣 道 連 盟

テ ニ ス ク ラ ブ

卓 球 協 会

バ ド ミ ン ト ン 連 盟

バ レ ー ボ ー ル 連 盟

軟 式 野 球 連 盟

三 丘 ス ポ ー ツ 振 興 会

高 水 ス ポ ー ツ 振 興 会

小 中 高 校 代 表

合 気 道 連 盟

勝間北スポーツ振興会

大河内スポーツ振興会

空 手 道 連 盟

事務局
(教育委
員会

スポーツ振興会
協 議 会

競技種目団体代
表

体 育 指 導 委 員

女 性 会 代 表

熊毛町体育
協 会

熊毛町教
育委員会

呼 坂 ス ポ ー ツ 振 興 会

【熊毛町生涯スポーツ推進組織図】

町子供会育成連絡協議
会

スポーツ少年団

体育指導委
員協議会

郡体育協会

県民スポーツ総
参加運動推進委

員

柔 道 連 盟

 

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （３） 
大 項 目 教 育 ・ 文 化 中 項 目 社会体育の状況 小 項 目 スポーツの推進 
事 業 名 スポーツの推進組織の状況 協 議 事 項  
専 門 部 会 名 教 育 部 会 分 科 会 名 社 会 教 育 コ ー ド  

問     題     点 対     応     策 調     整     案 
○推進団体に対する支援（補助金等）などの、関わり具合が各市町で異なる。 
○体育協会が財団法人として独立しているのは徳山市と新南陽市で、他の市町は

職員が事務局を兼務している状況にある。 
○どんな推進体制にするかが大きな問題となる。 
 
 
 

○推進団体との調整も含め、効率的な推進体制を目指して、新市移行後に速やか

に調整していく。 
 
 
 

 
 
（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 
 
（ ）２．（     ）の例により調整する。 
 
（ ）３．新たに制度等を創設する。 
 
（◎）４．新市移行後、速やかに調整する。 
 
（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
 
（ ）６．廃止の方向で検討する。 
 
 
（ ） その他（                           ） 

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 教 育 ・ 文 化 中 項 目 社会体育の状況 小 項 目 スポーツの推進 
事 業 名 全国大会出場賞賜金の交付 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 教 育 部 会 分 科 会 名 社 会 教 育 コ ー ド  

現                                 況 
徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 

【全国大会出場賞賜金交付要綱】 
○目的：社会体育の振興・発展を図るため、全国大会へ出場する市民に対し、祝

金を交付し祝意を表す。 
○対象者：本市に住所又は勤務先（学校を含む）を有する個人及び団体で徳山市

を含む地域を対象とする予選を経て、県・市の代表として出場資格を得たもの

とする。 
○ 対象大会：全国を対象とする大会で、国又は地方公共団体並びに(財)日本体育

協会加盟団体及び小体連・中体連・高体連各種目別大学連盟が主催する大会

及び国際大会とする。ただし、出場資格の範囲が一部の特定団体に限られる

場合はこの対象にならない。 
 
 
 
 
 
○出場賞賜金の種別･額及び適用 

 

個人 団体
高校生（定時
制を含む）
大学生･一般

8,000 30,000
団体は人数に関係なく一律とする。
（ただし、4名に満たない場合は、人数
分とする。）

小　学　生
中　学　生

3,000 10,000
小・中学校は、市からの一部補助
とは別に祝金として支給する。

出場賞賜金
区分 備　　考

※同一大会に個人･団体の両部門に出場する場合は団体のみとする。
※国民体育大会は除く。
※出場賞賜金は、本市で重複して支給しない。

 
 
 
 

【全国大会に出場する補助金交付要綱】 
○社会体育の振興を図るため、全国規模を対象とする大会に出場する市民等に対

して、補助金を交付する。 
○対象となるもの 
 住所又は勤務先（学校を含む）を有する個人及び本市に所在する団体で、本市

を含む地域を対象として行う予選を経て県･市を代表として出場資格を得たも

のとする。ただし、事業所の代表となるものを除く。 
○対象となる大会 
 全国を対象とする大会で、国又は地方公共団体が主催もしくは共催する大会並

びに日本体育協会加盟団体,中体連及び高体連が主催する大会とし、教育委員会

が対象とすることを認めた大会とする。 
 
 
 
 
○補助金の額 

補　　助　　金　　の　　額

一　　般
1人　　3,000円
　ただし、1種目における限度額は、45,000円とする。

高校生 同上
小･中学生 同上
１．補助金交付対象人数は、団体（チーム）の場合、大会要綱で
　定められた人数（監督･コーチを含む）を限度とする。
２．小･中学生の場合、大会主催者又は山口県等から補助金が交
　付されるときは、適用しないものとする。

 
 
○交付申請：交付申請書に次の書類を添付する 
①予選の際の大会要綱・成績及び対象となる大会の要綱 
②団体出場の場合は出場者名簿 
③その他 

【全国大会出場賞賜金交付要綱】 
○目的：社会体育の振興・発展を図るため、全国大会へ出場する町民に対し、祝

金を交付し祝意を表す。 
○対象者：本町に住所又は勤務先（学校を含む）を有する個人及び団体で県等の

代表として出場資格を得たものとする。また、中学生、高校生、一般について

は、家族（扶養しているか、されている者）が町内に在住している者を含む。 
○対象大会：全国を対象とする大会で、国並びに(財)日本体育協会加盟団体及び小

体連・中体連・高体連・各種目別大学連盟が主催する大会とする。ただし、出

場資格の範囲が一部の特定団体に限られる場合はこの対象には入らない。 
○出場賞賜金の種別･額及び適用 

 

個人 団体
高校生（定時
制を含む）
大学生･一般

5,000 30,000

団体は人数に関係なく一律とする。
（ただし、6名に満たない場合は、人数
分とする。）

小　学　生
中　学　生 5,000 10,000

出場賞賜金
区分 備　　考

※同一大会に個人･団体の両部門に出場する場合は団体のみとする。
※団体出場の場合、町外クラブチーム等に所属して出場する場合は、
　個人のみとする。

 
 
 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 根    拠    法    令    等 
【全国大会出場賞賜金交付要綱】 【全国大会に出場する補助金交付要綱】 【全国大会出場賞賜金交付要綱】 

 

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況 ・ 分 析 調 書 （２） 
大 項 目 教 育 ・ 文 化 中 項 目 社会体育の状況 小 項 目 スポーツの推進 
事 業 名 全国大会出場賞賜金の交付 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 教 育 部 会 分 科 会 名 社 会 教 育 コ ー ド  

現                 況 分                       析 
鹿     野     町  問           題           点 

・各市町で金額にバラつきがある。 
・支出費目が異なる。 
・鹿野町には定めがない。（その都度対応） 
・国体出場の場合、支出元（市町、体育協会）が異なる。 
・県体出場に対して、交通費を補助する市がある。 
 
 

対             応            策 
・国体・県体出場の場合の取り扱い及び各市町で金額や予算措置等が異なるため、

新たな制度を創設して対応する。 

なし 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
全国大会出場に伴う支給額（単位：千円

徳山市 新南陽市 熊毛町 鹿野町 合計
平成９年度 970 776 90 0 1,836
平成10年度 1,270 1,065 30 0 2,365
平成11年度 1,225 258 90 0 1,573
平成12年度 870 234 120 0 1,224

 
 
 
 
 
全国大会出場者（団体）の状況

徳山市新南陽市 熊毛町 鹿野町
個人 44 115 18 0
団体 13 ※ 0 0
個人 53 150 6 0
団体 19 ※ 0 0
個人 61 86 18 0
団体 16 ※ 0 0
個人 60 78 18 0
団体 17 ※ 1 0

※参加補助金は、個人当りで算出のため団体数未記入

平成９年度

平成10年度

平成11年度

平成12年度

 

調     整     案 
  

 

根    拠    法    令    等  
  

 
（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 
（ ）２．（     ）の例により調整する。 
（◎）３．新たに制度等を創設する。 
（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 
（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 
（ ） その他（                      ） 
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事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 福祉 中 項 目 障害児（者）福祉の状況 小 項 目 各種事業 
事 業 名 心身障害児母子通園訓練事業 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 高齢障害 コ ー ド  

現                                 況 
徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 

目的 
心身に障害があり又は心身に障害があると疑われる児童をその保護者とと

もに対象施設に通わせ、日常生活訓練、機能訓練その他の療育訓練を行うこ
とにより、障害の除去又は軽減を図り、もって心身障害児の早期療育及びそ
の家庭の福祉の向上に資する。 

対象者 
原則として４歳に満たない児童であって、通園による訓練になじみ、保護

者とともに通園できる児童とする。 
実施体主体 

徳山市。ただし、事業の運営を社会福祉法人等に委託することができる。 
事業の内容 

(1)  心身障害児に対し、日常動作訓練、集団訓練、運動訓練、言語訓練及
び医学的な指導を行うこと。 

(2)  心身障害児の保護者に対し、家庭内における療育訓練の方法を指導す
ること。 

(3)  心身障害児の保護者に対し、電話等による相談指導を行うこと。 
(4)  第1 号に定めるもののほか、心身障害児の早期療育に必要な訓練を行

うこと。 
実施回数 

１教室につき1週間に概ね1回程度実施する。 
平成12年度実績 
   在籍数        61組 
   委託料    1,776,000円 

目的 
心身に障害があり又は心身に障害があると疑われる児童の早期療育及びそ

の家庭の福祉の向上に資するため、心身障害児をその保護者とともに施設に
通わせ、障害の除去又は軽減を図るための日常生活訓練、機能訓練その他の
療育訓練を行う。 

対象者 
原則として４歳に満たない心身障害児であって、通園による訓練になじみ、

保護者とともに通園できる児童とする。 
実施体主体 

新南陽市。ただし、事業の運営を社会福祉法人等に委託することができる。 
事業の内容 

(1)  心身障害児に対し、日常動作訓練、集団訓練、運動訓練、言語訓練及
び医学的な指導を行うこと。 

(2)  心身障害児の保護者に対し、家庭内における療育訓練の方法を指導す
ること。 

(3)  心身障害児の保護者に対し、電話等による相談指導を行うこと。 
(4) 第1 号に定めるもののほか、心身障害児の早期療育に必要な訓練を行
うこと。 

実施回数 
1教室につき1週間に1回程度実施 

平成12年度実績 
   在籍数          11組 
   委託料     828,800円 

目的 
心身に障害があり又は心身に障害があると疑われる児童をその保護者とと

もに通わせ、日常生活訓練、機能訓練その他の療育訓練を行うことにより、
障害の除去又は軽減を図り、もって心身障害児の早期療育及びその家庭の福
祉の向上に資する。 

対象者 
原則として４歳に満たない児童であって、通園による訓練になじみ、保護

者とともに通園できる児童とする。 
実施体主体 

熊毛町。ただし、事業の運営を社会福祉法人等に委託することができる。 
事業の内容 

(1)  心身障害児に対し、日常動作訓練、集団訓練、運動訓練、言語訓練及
び医学的な指導を行うこと。 

(2)  心身障害児の保護者に対し、家庭内における療育訓練の方法を指導す
ること。 

(3)  心身障害児の保護者に対し、電話等による相談指導を行うこと。 
(4)  第1 号に定めるもののほか、心身障害児の早期療育に必要な訓練を行

うこと。 
対象人員等 

おおむね10組（20人）を1教室とし、１教室につき1週間に概ね1回程
度実施する。 
訓練時間は、心身障害児の障害の種類、程度等に応じて適切に指導を行う

ことができる時間とする｡ 
実施施設 

肢体不自由児施設、知的障害児通園施設、知的障害者援護施設、心身障害
児通園施設その他町長が適当と認めた施設｡ 

 
平成12年度実績 
   在籍数       2組 
   委託料    281,200円 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 
徳山市心身障害児母子通園訓練事業実施要綱 新南陽市心身障害児母子通園訓練事業実施要綱 熊毛町心身障害児母子通園訓練事業実施要綱 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況 ・ 分 析 調 書 （２） 
大 項 目 福祉 中 項 目 障害児（者）福祉の状況 小 項 目 各種事業 
事 業 名 心身障害児母子通園訓練事業 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 高齢障害 コ ー ド  

現                 況 分                       析 
鹿     野     町  問           題           点 

①２市２町にある制度で相違なし 

対             応            策 
 

調     整     案 

目的 
心身に障害があり又は心身に障害があると疑われる児童をその保護者とと

もに対象施設に通わせ、日常生活訓練、機能訓練その他の療育訓練を行うこ
とにより、障害の除去又は軽減を図り、もって心身障害児の早期療育及びそ
の家庭の福祉の向上に資する。 

対象者 
原則として４歳に満たない児童であって、通園による訓練になじみ、保護

者とともに通園できる児童とする。 
実施主体 

鹿野町。ただし､事業の運営を社会福祉法人等に委託することができる。 
事業の内容 

(1)  心身障害児に対し、日常動作訓練、集団訓練、運動訓練、言語訓練及
び医学的な指導を行うこと。 

(2)  心身障害児の保護者に対し、家庭内における療育訓練の方法を指導す
ること。 

(3)  心身障害児の保護者に対し、電話等による相談指導を行うこと。 
(4)  第1 号に定めるもののほか、心身障害児の早期療育に必要な訓練を行

うこと。 
実施回数 

１教室につき1週間に概ね1回程度実施する。 
 

平成12年度実績 
1組    委託料 59,200円 

 

根    拠    法    令    等  
鹿野町心身障害児母子通園訓練事業実施要綱  

 
（○）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ）２．（    ）の例により調整する。 

（ ）３．新たに制度等を創設する。 

（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 

（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 

その他 

（                           ） 
 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 福祉 中 項 目 障害児（者）福祉の状況 小 項 目 各種事業 
事 業 名 福祉タクシー 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 高齢障害 コ ー ド  

現                                 況 
徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 

目的 
福祉タクシーを利用する心身障害者（児）に対して、タクシー利用料の一

部を助成することによって、心身障害者（児）及びその家族の経済的負担を

軽減し、もって社会的自立の促進を図る。 
対象者 

タクシー利用料の助成を受けることができる者は、徳山市に住所を有する

者（福祉施設に入所している者は除く）で、次の各号の一に該当するもの 
(1) 身体障害者手帳の総合等級において、内部機能障害を有する者は１級、 

視覚の障害を有する者は２級まで、下肢及び体幹の障害を有する者は３

級までの者 
(2) 療育手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度がＡに該当する者 

利用できるタクシー 
市長が別に指定する業者の所属車両 

助成の範囲 
(1) 対象者がタクシーを利用しようとする際、タクシーの1回の利用ごと

にその基本料金相当額を助成する。 
(2) 前項の利用法は、あらかじめ交付しているタクシー利用券をその都度

当該タクシーの乗務員に切り渡すものとする。 
(3) タクシー券枚数は、年間４８枚以内とする。ただし、腎臓機能障害の

ため週２回以上の通院による透析を受けている者で、通院証明書の提

出がある場合は、年間１人４８枚以内で追加するものとする。 
(4) 利用券は、毎年４月に１年分を交付するものとし、５月以降に申請し

た者は、申請した日の属する月から翌年の３月までの月数に４を乗じ

て得た数を交付枚数とする。 
平成１２年度実績 
   延べ件数        20,560件 
   決算額      12,515,820円 
 

目的 
福祉タクシーを利用する心身障害者（児）に対して、タクシー利用料の一

部を助成することによって、心身障害者（児）及びその家族の経済的負担を

軽減し、もって社会的自立の促進を図る。 
対象者 

タクシー利用料の助成を受けることができる者は、新南陽市に住所を有す

る在宅者で、次の各号に該当する者 
(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者で身体障害者福祉法施行規則別表第 5

号中、次の表に掲げる障害の程度を有する者 
区分 障害の種類 障害の級別
１ 視覚に障害を有する者 １級及び２級に該当する者
２ 下肢、体幹に障害を有する者 １級、２級及び３級

３
心臓、じん臓又は呼吸器に障
害を有する者

１級に該当する者
 

(2) 療育手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度がＡに該当する者 
利用できるタクシー 

新南陽市及び徳山市内に事業所を有する者で市長が別に指定する業者の所

属車両 
助成の範囲 

(1) 対象者がタクシーを利用しようとする際、タクシーの1回の利用ごとに

その基本料金相当額を助成する。 
(2) 前項の利用法は、あらかじめ交付しているタクシー利用券をその都度当

該タクシーの乗務員に切り渡すものとする。 
(3) 利用券枚数は、年間４８枚以内とし、毎年度予算の範囲内で助成する。 

ただし、身体障害者手帳の交付を受けている人工透析による通院につい

ては、48枚追加する｡ 
(4) 利用券は、毎年４月に１年分を交付するものとし、指定月の翌月以降に

申請した者は、申請した日の属する月から次回の指定月の前月までの月数

に４を乗じて得た数を交付枚数とする。 
平成12年度実績 
   交付人数           290人 
   延べ件数         5,899件 
   決算額       3,314,960円 
 
 

目的 
心身障害者の福祉の増進を図るため、福祉タクシーを利用する心身障害者

に対し予算の範囲内において、当該タクシーの利用料の一部を助成する。 
対象者 

熊毛町に住民登録をし、町内に居住する心身障害者で、次の各号に該当す

る在宅者。 
(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が身体障害者福

祉法施行規則別表第5号の1級から２級までのいずれかに該当するも

の 
(2) 療育手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が山口県民生部長通知

による障害程度が「Ａ」と記載されたもの 
助成の対象及び助成金の額 

(1) タクシー利用料金の助成は、心身障害者がタクシーを利用した場合に

当該心身障害者に対し助成する。 
(2) タクシーの利用料金の助成額は、１回につきその会計年度における小

型車（車椅子昇降機又はストレッチャーの設備を装備したタクシーに

あっては当該装備車）の基本料金とする。ただし、１会計年度につき

36回を限度とし、年度途中に資格を有することになった者については、

月割で算出して得た回数とする。 
(3) タクシーの利用方法は、対象者がタクシーを利用して降車する際に、

当該タクシーの運転手に資格証、及び料金割引証を提示して行う。 
(4) 助成金の支払請求は、タクシー会社が請求書に割引証を添付して、当

月分を一括して翌月の10日までに町長に提出する。 
平成12年度実績 

延べ件数        1,281件 
助成額        705,140円 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 
徳山市心身障害者（児）福祉タクシー助成事業要綱 新南陽市心身障害者（児）福祉タクシー助成事業要綱 熊毛町心身障害者福祉タクシー利用助成要綱 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況 ・ 分 析 調 書 （２） 
大 項 目 福祉 中 項 目 障害児（者）福祉の状況 小 項 目 各種事業 
事 業 名 福祉タクシー 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 高齢障害 コ ー ド  

現                 況 分                       析 
鹿     野     町  問           題           点 

①対象者の障害等級が相違する。 
②助成対象額は、タクシーの基本料金であり、２市2町とも同様。 
③助成回数が相違 
④人工透析をしている者に対する助成（上乗せ）が、２市はあるが、2 町にはな

い。 

対             応            策 
①肢体不自由は 3 級までとするが、不自由の部位を指定するか、全てとするか検

討が必要。 

徳 山 市 新南陽市 熊 毛 町 鹿 野 町
Ａ Ａ Ａ Ａ ， Ｂ Ａ

視覚 2級 2級 2級 3級 2級

肢体
下・体
3級

下・体
3級

2級 3級 上･下･体･平
3級

内部 1級 1級 2級 3級 1級

48枚 48枚 36枚 36枚 48枚

（証明）
48枚

腎(全て)
48枚

－ －
(証明)
48枚

現 行
新 方 式

枚数（基本）

人工透析患
者上乗せ枚

障
害
部
位

身
体
障
害
者
手
帳

療 育 手 帳

 

調     整     案 

目的 
タクシー（この要綱の趣旨を理解し、制度の取り扱いを承諾した町内のタ

クシー業者に限る）を利用する心身障害者またはその保護者に対し、当該タ

クシーの利用料金の一部を助成することにより、心身障害者の福祉の増進を

計る。 
対象者 

鹿野町に住所を有し、町内に居住する心身障害者で、次の各号に該当する

者。 
(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が身体障害者福

祉法施行規則別表第5号の1級から３級の該当者 
(2) 療育手帳の交付を受けた者 

助成の対象及び助成金の額 
(1) タクシー利用料金の助成は、心身障害者がタクシーを利用した場合に

当該心身障害者または保護者に対し助成金を交付する。 
(2) 助成金の交付額は 1 回につき基本料金とする。ただし、１会計年度に

つき36回を限度とし、年度途中に資格を有することになった者につい

ては、月割で算出して得た回数とする。 
(3) タクシーの利用方法は、対象者がタクシーを利用して降車する際に、

当該タクシーの運転者に割引証を提示し、利用料金から基本料金を控

除した額を支払うものとする。 
(4) 助成金の支払請求は、タクシー業者が請求書に割引証を添付して、当

月分を一括して翌月の10日までに町長に提出する。 
平成12年度実績 

延べ件数         408件 
助成額       224,440円 

 

根    拠    法    令    等  
鹿野町心身障害者福祉タクシー利用料金助成要綱  

 
（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

（○）２．（徳山市、新南陽市）の例により調整する。 

（ ）３．新たに制度等を創設する。 

（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 

（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 

その他 

（                           ） 
 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 福祉 中 項 目 障害児（者）福祉の状況 小 項 目 手当と医療 
事 業 名 重度心身障害児（者）福祉手当 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 高齢障害 コ ー ド  

現                                 況 
徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 

（重度心身障害者福祉手当） 
目的 

身体又は知的に重度の障害を有する者に福祉手当を支給することにより、
重度心身障害者の福祉の増進を図る。 

用語の定義 
「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する 20 歳以上の者

であって本市に居住している者（特別児童扶養手当等の支給に関する法律第
26条の2第1号の厚生省令で定める施設に入所している者は除く）をいい、
「保護者」とは、重度心身障害者と生計を一にしている者（生計を主として
維持する者を含む）をいう。 
(1)身体障害者福祉法施行規則別表第 5 号に定める身体障害者障害程度等級

表の1級、2級又は3級に該当するもの 

(2)知的障害者福祉法第12 条に規定する知的障害者更生相談所又は市長の指

定する医療機関が判定を行った知的障害者で知能指数50以下のもの 
対象者 

重度心身障害者又はその保護者 
手当の額 

重度心身障害者1人につき年額12,000円 
平成12年度実績 
   2,140人      25,680,000円 
 
（重度心身障害児福祉手当） 
目的 

知的又は身体に重度の障害を有する児童を保護している者に福祉手当を
支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図る。 

用語の定義 
「児童」とは、20 歳未満の者であって次の各号の一に該当する者（特別

児童扶養手当等の支給に関する法律第17 条第2 号の厚生省令で定める施設
に入所している者は除く） 
(1)身体障害者福祉法施行規則第7条第3項の規定に基づく3級以上の障害を

有する者 

(2)知的障害者福祉法第12 条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉

法第15条に規定する児童相談所及び専門の医師により知能指数50以下で

あると判定された者 

対象者 
徳山市に住所を有している保護者 

手当ての額 
(1) 児童のうち、2 級以上の障害を有する者又は知能指数が 35 以下であ

ると判定された者で、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児
童扶養手当の支給対象となった児童以外の者 月額 3,000円 

(2) 前号以外の者  月額 2,400円 
平成12年度実績 

152人       4,066,800円 

目的 
精神又は身体に重度の障害を有する者に心身障害者福祉手当を支給する

ことにより、重度心身障害者の福祉の増進を図る。 
用語の定義 

(1) 「児童」とは、満20歳未満の者で次に掲げる者。 
ア 身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者障

害の程度が施行規則別表第5号に定めるの1級、2級又は3級の障害に

あるもの 

イ 児童福祉法第 15 条に規定する児童相談所、知的障害者更生相談所の

判定を受けた者で知的障害の程度が重･中程度（知能指数 50 以下）と判

定された者 

ウ 市長の指定する知能判定機関等の判定を受けた者で知的障害の程度

が重･中程度（知能指数50以下）と判定された者 
(2) 「心身障害者」とは、満20歳以上の者で次に掲げる者。ただし、身体

障害者福祉法に規定する身体障害者療護施設その他これに類する施設で
厚生省令に定めるものに収容されているときは除くものとする。 
ア 身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者障害の程度が施行規則別表

第5号に定めるの1級、2級又は3級の障害にあるもの 

イ 知能判定機関等の判定により知的障害の程度が重･中程度（知能指数

50以下）と判定された者 

(3) 「保護者」とは、親権を行う者、配偶者、後見人及びその他の者で、現

に児童又は心身障害者を監護し、かつ、これと生計を同じくする者をい

う。 
対象者 

保護者で、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、引き続き6箇月以上居
住している者 

手当ての額 
(1)児童のうち2級以上の障害のある者又は知能指数が35以下であると定
された者1人につき       月額  4,200円 
(2)前号以外の児童1人につき   月額  2,500円 
(3)心身障害者1人につき     月額  1,000円 

平成12年度実績 
605人       8,662,100円 

該当なし 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 
徳山市重度心身障害者福祉手当支給条例 
徳山市重度心身障害者福祉手当支給条例施行規則 
徳山市重度心身障害児福祉手当支給条例 
徳山市重度心身障害児福祉手当支給条例施行規則 

新南陽市重度心身障害者福祉手当支給条例 
新南陽市重度心身障害者福祉手当支給条例施行規則 

 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況 ・ 分 析 調 書 （２） 
大 項 目 福祉 中 項 目 障害児（者）福祉の状況 小 項 目 手当と医療 
事 業 名 重度心身障害児（者）福祉手当 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 高齢障害 コ ー ド  

現                 況 分                       析 
鹿     野     町  問           題           点 

①手当額が相違する。 

対             応            策 
①新南陽市の例により調整する。 

調     整     案 

目的 
鹿野町に居住地を有する重度心身障害者（児）に対し福祉手当を支給する

ことにより、家庭における安定と福祉の向上を図る。 
支給対象者 

本人及び保護者が鹿野町に住所を有する者であって次の各号の一に該当す
る者 

(1)身体障害者福祉法施行規則第7条第3項に基づく2級以上に該当する者 
(2)国民年金法第30条第1項の規定に基づく1級に該当する者 
(3)療育手帳制度第3条第1項第1号の規定に基づくＡに該当する者 

手当ての額 
1人につき年額9,000円 

平成12年度実績 
     117人       1,053,000円 

 

根    拠    法    令    等  
鹿野町重度心身障害者（児）福祉手当支給要綱  

 
（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

（○）２．（新南陽市）の例により調整する。 

（ ）３．新たに制度等を創設する。 

（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 

（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 

その他 

（                           ） 
 

                                                                                     徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 
大 項 目 福祉 中 項 目 障害児（者）福祉の状況 小 項 目 手当と医療 
事 業 名 重度心身障害者医療制度 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 高齢障害 コ ー ド  

現                          況 分               析 
問       題       点 

①２市１町は県制度のとおりであり相違ないが、鹿野町が所得制限を撤廃してい

る｡ 
 

対       応       策 
①県制度に合わせ、所得制限を設ける｡ 

調       整       案 

目的 
重度の心身障害者の医療費の一部を助成することにより、当該障害者の保健の向上を図り、もって障害者の福祉の増進に資する。 

対象者 
各市町内に居住地を有する者又は国民健康保険法第116条若しくは第116条の2の規定により各市町が行う国民健康保険の被保険者とした者で、かつ、別表

第１に定める障害者に該当する者のうち、その所得が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条に規定するところにより、
なおその効力を有することとなる旧国民年金法施行令第6条の４第1項に規定する額（老齢福祉年金の所得制限の額）を超えないものであって次の各号の一に
該当する者 

(1) 64歳以下の者で社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者 
(2) 65歳以上の者で老人保健法第25条第1項の規定により医療費の給付を受けている者 

別表第１  障害者の範囲 
号 障 害 者 上記下線部の所得制限のない町
1 国民年金法別表の1級に該当する程度の障害を有する者 鹿野町
2 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の3級以上に該当する程度の障害を有する者  

※所得制限額について（平成11年7月1日以降適用） 
扶養親族の数（人） 所 得 制 限 額 （ 円 ） 給与収入額（参考） (円)

0 1,595,000 2,536,000
1 1,975,000 3,080,000
2 2,355,000 3,620,000
3 2,735,000 4,096,000
4 3,115,000 4,572,000
5 3,495,000 5,044,000  

（注）１ 所得税法において規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族について、上記制限額に加算される額は、100,000円、また、特定不要親族に加算され

る額は、200,000円である｡ 
２ 収入額は、給与所得控除前の給与等の金額を参考に掲げたものである｡ 

対象除外者 
次の各号の一に該当する者は対象としない。 
(1) 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者 
(2) 児童福祉法による児童福祉施設に入所している者であって、国又は地方公共団体の負担による医療費の支給を受けることができる者 
(3) 知的障害者福祉法による知的障害者援護施設に入所している者であって、国又は地方公共団体の負担による医療費の支給を受けることができる者 
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給を受けることができる者 
(5) 国民健康保険法第116条若しくは第116条の2の規定により他市町村が行う国民健康保険の被保険者とされた者 

助成の程度 
(1) 保険診療にかかる医療費の自己負担額。ただし、老人医療該当者については老人医療負担金分 
(2) 入院時食事療養費のうち住民税非課税世帯の者で入院日数90日を超える者が負担する減額後の食事療養費負担額に相当する額 

平成12年度実績 

   

市 町 名 実 績
徳 山 市 対象件数　39,908 件（食事日数　146,903日）　　　金額  458,396,025円（食費　73,448,500円）
新 南 陽 市 対象者　583人　　対象件数　11,054件（食事日数　34,956日）    　金額　　109,238,287円　　　
熊 毛 町 対象件数　 5,297 件（食事日数　 14,889日）　　　金額   54,511,894円（食費　 7,444,500円）
鹿 野 町 対象件数 　2,517 件　　                      　金額    40,460,337円  

（ ）は再掲 
 
関係法令等 

   

市 町 名 要 綱 等 の 名 称
徳 山 市 徳山市重度心身障害者医療費助成要綱
新 南 陽 市 新南陽市重度心身障害者医療費助成要綱
熊 毛 町 熊毛町重度心身障害者医療費助成要綱
鹿 野 町 鹿野町重度心身障害者医療費助成要綱  

 
（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

（○）２．（徳山市、新南陽市、熊毛町）の例により調整する。 

（ ）３．新たに制度等を創設する。 

（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 

（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 

その他 

（                           ） 
 

                                                                                     徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 福祉 中 項 目 高齢者福祉の状況 小 項 目 各種事業 
事 業 名 介護予防・生活支援事業（生きがい活動支援通所） 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 高齢障害分科会 コ ー ド  

現                                 況 
徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 

目的 
家に閉じこもりがちな高齢者及び要介護状態になるおそれのある高齢者等

を、老人デイサービスセンター等に通所させ、各種サービスを提供することに

より、当該高齢者等の社会的孤立感を解消するとともに、自立した生活の継続

を可能にし、要介護状態への進行を予防する｡ 
対象者 

徳山市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するもので、サービスの提

供を必要とする場合｡ 
（１）平成12年3月31日以前に、徳山市老人デイサービス事業（転入者に

ついては、前の居住地における同様な事業）を利用したことがあり、介

護保険制度の対象外となる在宅でおおむね65歳以上の者等 
（２）その他市長が特に必要と認める者 

サービスの内容 
次に掲げるもののうち、必要と認められるもの 
（１）生活指導 
（２）日常動作訓練 
（３）健康状態の確認 
（４）送迎 
（５）入浴 
（６）給食 
（７）趣味活動等 
（８）その他市長が特に必要と認めるサービス 

費用負担 
１回につき 800円 
 

平成12年度実績 
委託料     24,046,200円 

利用対象者 
65歳以上の要援護者（介護保険制度において要介護認定を受けた者以外の被

保険者）又はおおむね60歳以上のひとり暮らし高齢者で、家に閉じこもりがち

な者 
事業内容 

生きがい活動援助員を配置し、利用者のニーズ及び身体の状況に応じ、日常

動作訓練から趣味活動等の各種メニュー及び給食サービス、入浴サービスを実

施する｡ 
利用料 

１人１回     800円 
 

平成12年度実績 
委託料     10,876,512円 

目的 
町内に居住する比較的元気で介護保険の介護サービスの対象とならない者に

対し、公民館等を活用し通所の方法により各種サービスを提供することによっ

て、これらの者の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を

図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図る｡ 
実施運営 

実施主体は熊毛町とし、社会福祉法人熊毛町社会福祉協議会及び社会福祉法

人一仁会に運営を委託する｡ 
対象者 

熊毛町内に居住するおおむね 60 歳以上の者であって比較的元気で介護保険

の対象とならないもの 
サービスの内容 

（１）基本事業 
ア 生活指導 
イ 養護 
ウ 日常動作訓練 
エ 家庭介護相談 
オ 健康チェック 

（２）通所事業 
ア 給食サービス 
イ 入浴サービス 

利用料 
利用者は、利用料を社会福祉法人に直接支払うものとする｡ 

１回につき          700円 
入浴サービスを実施した場合  100円加算 
 

平成12年度実績 
実利用者      245人 
延利用回数    2,178回 
委託料      8,426,138円 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 
徳山市生きがい活動支援通所事業実施要綱 新南陽市介護予防・生活支援事業実施要綱 熊毛町生きがい対応型デイサービス事業実施要綱 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況 ・ 分 析 調 書 （２） 
大 項 目 福祉 中 項 目 高齢者福祉の状況 小 項 目 各種事業 
事 業 名 介護予防・生活支援事業（生きがい活動支援通所） 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 高齢障害分科会 コ ー ド  

現                 況 分                       析 
鹿     野     町  問           題           点 

①利用料が相違｡ 
②介護保険制度に同様のサービスがあり、該当者は、サービス費用の 1 割を負担

することになる｡ 
 
（介護保険制度におけるサービス費用=単位×10円） 
イ 単独型通所介護費 
（２）所要時間4時間以上6時間未満の場合 
（一）要支援                474単位 
注４ 利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定通所介護事

業所において、通所介護計画上食事の提供を行うこととなっている利用

者については、1日につき39単位を所定単位数に加算する｡ 
５ 利用者に対して、その居宅と指定通所介護事業所との間の送迎を行う

場合は、片道につき44単位を所定単位数に加算する｡ 
６ 別に厚生大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に

届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、当該基準に掲げる区

分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する｡ 
イ 通所介護入浴介助加算     39単位 
 

負担額（474単位＋39単位＋44単位×2＋39単位）×10円×1割＝640円 

対             応            策 
①利用料は１回800円とし、送迎は無料とする｡ 
（入浴設備のない施設においては、利用料を100円減額する｡） 

 
（従来の軽度デイサービスの費用3,700円×1割+食費） 

 

調     整     案 

目的 
家に閉じこもりがちな高齢者及び要介護状態になるおそれのある高齢者等

を、老人デイサービスセンター等に通所させ、各種サービスを提供することに

より、当該高齢者等の社会的孤立感を解消するとともに、自立した生活の継続

を可能にし、要介護状態への進行を予防する｡ 
サービスの内容 
次に掲げるもののうち、必要と認められるもの 
（１）生活指導 
（２）日常動作訓練 
（３）健康状態の確認 
（４）入浴 
（５）給食 
（６）趣味活動等 
（７）その他町長が特に必要と認めるサービス 

費用負担 
１回につき 800円 
送迎については実費相当額を加算する｡ 

 

根    拠    法    令    等  
  

 
（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

（○）２．（徳山市、新南陽市）の例により調整する。 

（ ）３．新たに制度等を創設する。 

（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 

（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 

その他 

（                           ） 
 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 福祉 中 項 目 高齢者福祉の状況 小 項 目 各種事業 
事 業 名 介護予防・生活支援事業（軽度生活援助） 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 高齢障害分科会 コ ー ド  

現                                 況 
徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 

目的 
在宅のひとり暮らし高齢者等が、自立した生活の継続を可能にするとともに、

要介護状態等への進行を予防する必要がある場合に、軽度生活援助員を派遣し

て援助を行い、もって当該高齢者等の福祉の向上を図る｡ 
実施主体 

実施主体は徳山市とし、軽度生活援助員の派遣対象者及びサービスの内容の

決定を除き、介護保険制度の指定居宅サービス事業者等に委託して実施する｡ 
対象者 

徳山市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するもので、日常生活上の

援助を必要とする場合｡ 
（１）平成12年3月31日以前に、徳山市ホームヘルプサービス事業（転入

者については、前の居住地における同様な事業）を利用したことがあり、

介護保険制度の対象外となる在宅でおおむね65歳以上の単身世帯、高齢

者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者 
（２）その他市長が特に必要と認める者 

サービスの内容 
次に掲げる軽度な日常生活上の援助のうち、必要と認められるもの 
（１）外出時の援助 
（２）食事・食材の確保 
（３）寝具類等大物の洗濯・日干し、クリーニングの洗濯物搬出入 
（４）家周りの手入れ 
（５）軽微な修繕等 
（６）家屋内の整理・整頓 
（７）多少目が不自由な方に対する朗読、代筆などのサービス 
（８）雪下ろし、除雪 
（９）自然災害への防備 
（10）健康管理や栄養管理に関する助言等 
（11）その他市長が特に必要と認める軽度なサービス 

派遣時間 
１回当たりの派遣時間は概ね１時間とする｡ 

費用負担 
１回につき 150円 
ただし、市長が特に必要と認め、1 回の派遣時間がおおむね 1 時間を超える

ときは、1時間を増すごとに150円を加算する｡ 
 

平成12年度実績 
委託料     3,014,550円 

事業内容 
軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅のひとり暮らし高齢者等の

自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止する｡ 
実施主体 

事業の実施主体は、新南陽市とする｡ただし、地域の実情に応じ、利用者、サ

ービスの内容及び利用料の決定を除き、必要がある場合には、この事業の一部

を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間

事業者、住民参加型非営利組織等に委託することができる｡ 
利用対象者 

概ね65歳以上の要援護者（介護保険制度において要介護認定を受けた者以外

の被保険者）、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であっ

て、日常生活上の援助が必要なもの 
援助の内容 
（ｱ）外出時の援助（外出・散歩の付き添い、運転代行） 
（ｲ）掃除、洗濯、炊事 
（ｳ）食事・食材の確保（宅配の手配、食材の買物） 
（ｴ）寝具類等大物の洗濯・日干し、クリーニングの洗濯物搬出入 
（ｵ）家周りの手入れ（庭、生垣、庭木等） 
（ｶ）軽微な修繕等（家屋の軽微な修理、電気修理等） 
（ｷ）家屋内の整理・整頓（配偶者が亡くなった時などの遺品処理等） 
（ｸ）多少目が不自由な方に対するサービス（朗読、代筆等） 
（ｹ）台風時等自然災害への防備 
（ｺ）健康管理や栄養管理に関する助言等 

利用料 
(1) 60分以内は150円とし、60分を超える部分については30分ごとに75
円を追加するものとする。 
ただし、平成11年度にホームヘルプサービスを利用していた介護保険非

該当者で、生計中心者が所得税非課税の者の利用料は、平成14年度まで3
分の１の額とする｡ 

(2) 生活保護受給世帯は、利用料を免除する｡ 
 
 

平成12年度実績 
委託料     2,976, 070円 

目的 
介護保険制度等で対応しきれない多様なニーズに対して、効果的かつ効率的

に対応できる活動を促進し、町民の福祉意識の啓発とボランティア活動による

在宅サービスを推進するため、町民の主体的参加に基づく地域相互システムの

確立を図る｡ 
実施運営 

実施主体は熊毛町とし、社会福祉法人熊毛町社会福祉協議会（以下「社協」）

に運営委託する｡ 
会員 

この事業の利用者は、協力会員と利用会員とする｡ 
協力会員 

地域福祉に理解があり、サービス提供できるもの 
利用会員 
①町内に居住するおおむね65歳以上の単身世帯の者、高齢者のみの世帯の

者及びこれに準ずる世帯に属するものであって、日常生活上の援助が必要

な世帯の者 
②疾病等により日常生活上の援助が必要な世帯の者 
③母子・父子家庭等で、日常生活上の援助が必要な世帯の者 

賛助会員 
この事業に賛同し、経済的に支援できる者 

事業の内容 
（１）サービス提供システム 

協力会員：サービスの担い手となり、活動費を受け取る者 
利用会員：サービスの受け手となり、利用料を支払う者 
賛助会員：事業の趣旨に賛同して、金銭等により支援する者 
社  協：本システムの需給調整等を行うコーディネーター等を配置し、事

業を円滑に実施する｡ 
（２）サービスの内容 

ア 家事サービス 
（食事食材の確保、家屋内の整理整頓、軽微な修繕、朗読、代筆等） 

イ その他必要なサービス 
利用料 

利用会員の支払う利用料については、直接、社協に支払う｡ 
１単位（30分）あたり  350円 
30分を1単位とし、30分を経過するごとに1単位加算 

 
平成12年度実績 

年間実利用者      31人 
年間延サービス回数   466回 
決算額      3,136,567円 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 
徳山市軽度生活援助事業実施要綱 新南陽市介護予防・生活支援事業実施要綱 熊毛町ふれあい訪問サービス事業実施要綱 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況 ・ 分 析 調 書 （２） 
大 項 目 福祉 中 項 目 高齢者福祉の状況 小 項 目 各種事業 
事 業 名 介護予防・生活支援事業（軽度生活援助） 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 高齢障害分科会 コ ー ド  

現                 況 分                       析 
鹿     野     町  問           題           点 

①１週の訪問回数、単価が相違する｡ 
②熊毛町は町民ボランティアによる地域互助としてのサービスであり、他の２市1
町と事業内容が相違する｡ 
②介護保険制度に同様のサービスがあり、該当者は、サービス費用の 1 割を負担

することになる｡ 
 
（介護保険制度におけるサービス費用=単位×10円） 
１ 訪問介護費（ホームヘルプサービス） 
ロ 家事援助が中心である場合 
（１）所要時間30分以上1時間未満の場合    153単位 

 
負担額  153単位×10円×1割＝153円 

対             応            策 
①新市においては、熊毛町の制度は住民参加型有償ボランティア制度として再編

成する｡ 
②本事業については、原則として指定居宅サービス事業者又は基準該当事業者に

委託する事業とする｡ 
③派遣回数は週2回とし、利用料は1時間当たり150円とする｡ 

調     整     案 

目的 
在宅のひとり暮らし高齢者等が、自立した生活の継続を可能にするとともに、

要介護状態等への進行を予防する必要がある場合に、軽度生活援助員を派遣し

て援助を行い、もって当該高齢者等の福祉の向上を図る｡ 
サービスの内容 

次に掲げる軽度な日常生活上の援助のうち、必要と認められるもの 
（１）外出時の援助 
（２）食事・食材の確保 
（３）寝具類等大物の洗濯・日干し、クリーニングの洗濯物搬出入 
（４）家屋内の整理・整頓 
（５）健康管理や栄養管理に関する助言等 
（６）その他町長が特に必要と認める軽度なサービス 

派遣時間 
１回当たりの派遣時間は概ね１時間とする｡ 

費用負担 
１回につき 150円 
ただし、町長が特に必要と認める場合は、１時間の延長を認め、150 円を加

算する｡ 
 

 

根    拠    法    令    等  
  

 
（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

（○）２．（新南陽市）の例により調整する。 

（ ）３．新たに制度等を創設する。 

（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 

（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 

その他 

（                           ） 
 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 福祉 中 項 目 高齢者福祉の状況 小 項 目 各種事業 
事 業 名 介護予防・生活支援事業（生活管理指導短期宿泊） 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 高齢障害分科会 コ ー ド  

現                                 況 
徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 

目的 
基本的生活習慣が欠如していたり、社会適応が困難な在宅の高齢者等を、養

護老人ホーム等に一時的に宿泊させ、日常生活等の指導を行うとともに、給食

の提供等により体調の調整を図り、もって要介護状態等への進行を予防する｡ 
対象者 

徳山市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するもので、指導を必要と

する場合｡ 
（１）介護保険制度の対象外となる在宅でおおむね65歳以上の者等 
（２）その他市長が特に必要と認める者 

サービスの内容 
次に掲げる指導のうち、必要と認められるもの 
（１）基本的生活習慣等の指導 
（２）健康状態の管理 
（３）給食の提供による栄養管理 
（４）その他市長が特に必要と認める指導 

利用の期間 
原則として６か月間につき７日を限度とする｡ 

費用負担 
利用料  １日につき 400円 
給食費  １食につき 400円 
 

平成12年度実績 
委託料     777,480円 

事業内容 
基本的生活習慣が欠如していたり、社会適応が困難な在宅の高齢者等を、養

護老人ホーム等に一時的に宿泊させ、日常生活等の指導を行うとともに、給食

の提供等により体調の調整を図り、もって要介護状態等への進行を予防する｡ 
利用対象者 

65歳以上で在宅の要援護者（介護保険制度において要介護認定を受けた者以

外の被保険者） 
利用料 

1日当たり  1,600円（食費込み）〈養護老人ホーム〉 
1日当たり  2,250円（食費込み）〈特別養護老人ホーム〉 
 

平成12年度実績 
委託料     426,760円 

目的 
基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社

会的適応が困難な在宅の高齢者等に対して短期宿泊により、日常生活に対する

指導、支援を行い、要介護状態等への進行を予防する｡ 
対象者 

おおむね65歳以上で熊毛町に住所を有し、かつ要介護認定において非該当と

認定された者のうち、養護老人ホームに一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導

が必要であると町長が認めた者｡ 
実施施設等 

実施主体は熊毛町とする｡ 
実施施設は、あらかじめ町長がその同意を得て指定した養護老人ホームとし、

空きベット及びショートステイのために整備したベット等を利用して実施す

る｡ 
宿泊の期間 

原則として６か月間につき７日とする｡ただし、診断書等により内容診査の結

果、宿泊期間の延長が真に止むを得ないと認められる場合には、必要最小限度

の範囲で延長することができる｡ 
費用負担 

宿泊に要する費用    １日につき 400円 
食費          給食費として１食につき400円 
 

平成12年度実績 
利用延人数       2人 
委託料      61,380円 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 
徳山市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱 新南陽市介護予防・生活支援事業実施要綱 熊毛町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況 ・ 分 析 調 書 （２） 
大 項 目 福祉 中 項 目 高齢者福祉の状況 小 項 目 各種事業 
事 業 名 介護予防・生活支援事業（生活管理指導短期宿泊） 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 高齢障害分科会 コ ー ド  

現                 況 分                       析 
鹿     野     町  問           題           点 

①利用料が相違する｡ 
②介護保険制度に同様のサービスがあり、該当者は、サービス費用の 1 割を負担

することになる｡ 
 
（介護保険制度におけるサービス費用=単位×10円） 
短期入所生活介護費（ショートステイ） 
イ 単独型短期入所生活介護費 
（３）併設型短期入所生活介護費（Ⅲ） 

（一）要支援                794単位 
 

負担額 794単位×10円×1割＝794円 
 

対             応            策 
①利用料は、１日につき400円とし、これに給食費として１食につき400円を加

算する｡ 
（従来の養護老人ホームでのショートステイ費用3,810円×1割） 

調     整     案 

目的 
基本的生活習慣が欠如していたり、社会適応が困難な在宅の高齢者等を、養

護老人ホーム等に一時的に宿泊させ、日常生活等の指導を行うとともに、給食

の提供等により体調の調整を図り、もって要介護状態等への進行を予防する｡ 
サービスの内容 

次に掲げる指導のうち、必要と認められるもの 
（１）基本的生活習慣等の指導 
（２）健康状態の管理 
（３）給食の提供による栄養管理 
（４）その他町長が特に必要と認める指導 

利用の期間 
原則として６か月間につき７日を限度とする｡ 

費用負担 
利用料  １日につき 1,400円（食費込み） 
 

 

根    拠    法    令    等  
  

 
（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

（○）２．（徳山市）の例により調整する。 

（ ）３．新たに制度等を創設する。 

（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 

（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 

その他 

（                           ） 
 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 福祉 中 項 目 高齢者福祉の状況 小 項 目 各種事業 

事 業 名 配食サービス 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 

専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 高齢障害分科会 コ ー ド  
現                                 況 

徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 
目的 

食事の調理が困難な高齢者等に対し、定期的に居宅を訪問して栄養のバラ

ンスの取れた食事を提供するとともに、あわせて安否の確認を行い、自立し

た生活を支援する。 
対象者 

市内全域 
概ね 65 歳以上の単身世帯又は高齢者のみの世帯であって、老衰、心身の

障害や傷病等の理由により、食事の調理が困難なもの。 
サービス内容 

昼食、夕食の選択制で、毎日の配食が可能 
利用料 

１食につき ４００円 
実施主体 

市が社会福祉協議会に委託して実施 
平成12年度実績 

４月～9月   25人    1,157食 
10月～3月  419人   31,228食 
委託料        21,050,250円 

目的 
ひとり暮らしの老人等の食生活の改善と健康増進を図り、併せて安否の確

認を行う。 
事業の委託 

社会福祉法人「新南陽福祉の会」に委託する。 
対象者 

おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並

びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により調理

が困難なもの。 
サービス内容 

新南陽デイサービスセンター又は南陽給食センターで調理した夕食を配

食。 
月曜日から土曜日まで  毎日利用することも可（平成13年度より） 

利用者負担 
利用者は、一食当たり400円（食材料費の実費）を負担する。 

平成12年度実績 
年間配食数         9,142 食 
年間延べサービス回数       240 回 
1回当たり配食数       38.1 食 
年間実利用人数        141 人 
1人当たり配食数         64.8 食 
委託料   8,060,878円 

目的 
在宅において食事を調理するのが困難な老人及び重度身体障害者等に対

し、給食サービスを提供することにより、これらの者の健康維持及び配食時

における安否の確認等を図る。 
事業の委託 

熊毛町社会福祉協議会に委託する。福祉協議会はこの事業の一部を在宅配

食サービスガイドラインの内容を満たす民間業者等に委託することができ

る。 
対象者 

熊毛町内に居住する者で次の各号の要件を満たしている者。ただし、70歳

以上の者については、いずれかを選択する。 
(1)  ふれあい型給食 おおむね 70 歳以上の単身世帯、またはこれに準ず

る世帯。 
(2)  生活支援型給食 おおむね 65 歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯

若しくはこれに準ずる世帯又は身体障害者であっ

て、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により食事

を調理するのが困難な者で、週 2 回以上の利用を必

要とする者 
サービス内容 

(1) 栄養バランスのとれた食事を調理する。 
(2) 訪問により定期的に食事（昼食）を提供する。 
(3) 訪問の際、利用者の安否を確認し、健康状態に異常があった場合には

関係機関への連絡等を行う。 
利用者負担 

利用者は、食材料費の実費として1食当たり300円を負担する。 
 

平成12年度実績 
年間配食数          10,140 食 
年間実利用人数           102 人 
委託料   10,592,309円 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 
 新南陽市給食サービス事業実施要綱 熊毛町給食サービス事業運営要綱 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況 ・ 分 析 調 書 （２） 
大 項 目 福祉 中 項 目 高齢者福祉の状況 小 項 目 各種事業 

事 業 名 配食サービス 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 

専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 高齢障害分科会 コ ー ド  
現                 況 分                       析 

鹿     野     町  問           題           点 
①利用料金（300円、400円）が相違する。 
②配食回数（週2回～7回）、配食時期（昼食、夕食）が相違する。 
 

対             応            策 
①全市域で実施する。 
②利用料金については、食材費実費相当額とするが、配食回数、時期とあわせて、

新市移行後、速やかに調整する。 

調     整     案 

目的 

ひとり暮らし老人等に対するサービスを提供し、これらの者の自立と生活

の質の確保を図ることにより、「健やかで活力ある地域づくり」を推進し、も

ってひとり暮らし老人等の総合的な保健福祉向上に資する。 

事業の委託 

鹿野町社会福祉協議会に委託する。 

対象者 

 おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により食

事の調理が困難な者 

サービス内容 

 栄養バランスのとれた食事（昼食）を調理し、居宅に訪問して定期的（週

2回）に提供するとともに、その際、当該利用者の安否を確認し、健康状態

に異常があったとき等は、関係機関への連絡を行う。 

利用者負担 

町は適切な食材料費等を定め、利用者に負担させる。 

１食あたり300円 

平成12年度実績 

年間配食数         2,009 食 

年間延サービス回数      101 回 

年間実利用人数        65 人 

 

根    拠    法    令    等 根    拠    法    令    等 
鹿野町給食サービス事業運営要綱  

 
（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ）２．（     ）の例により調整する。 

（ ）３．新たに制度等を創設する。 

（○）４．新市移行後、速やかに調整する。 

（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 

その他 

（                           ） 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 福祉 中 項 目 高齢者福祉の状況 小 項 目 各種事業 

事 業 名 紙オムツ給付 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 

専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 高齢障害分科会 コ ー ド  
現                                 況 

徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 
目的 

在宅のねたきり老人、痴呆性老人及び重度身体障害者に対し、紙オムツ
を給付ことにより日常生活の便宜を図るとともに、その介護人の介護を容易
にし、介護者の経済的負担を軽減する。 

対象者 
徳山市に住所を有し、現に居住する６５歳以上のもの（重度身体障害者

に付いては年齢要件を除く）で、常時失禁状態にあり、かつ今後もその状態
が継続し、オムツが必要と認められる者（民生委員の証明）で、その世帯又
はその介護者の属する世帯が住民税非課税であるもの。 

支給内容 
介護保険要介護４又は５に該当する対象者については対象者１人につき

月額4,000円、その他の対象者については対象者1人につき月額2,000円を
限度として現物を給付する。 

（パンツタイプ、ナイトタイプ又はケアパットタイプのうちから金額の
範囲内で業者と家族が話し合いで枚数を調整する。） 

   ３ヶ月分づつ年４回（５、７、１０、１月）業者より対象者宅へ配達。 
 
平成12年度実績 

受給者数    91人 
決算額      1,694,000円 

 

目的 
在宅のねたきり老人等に対して介護用品を支給することにより、高齢者

を介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図る。 
対象者 

新南陽市に住所を有し、介護保険法第19条第１項に規定する要介護認定
において要介護４又は５と判定された者又は重度身体障害者。 

支給内容 
対象者１人につき月額2,000円の紙おむつ助成券を支給。 

平成１２年度実績 
 

平成12年度実績 
受給者数    12人 
決算額      264,000円 

趣旨 
在宅ねたきり老人等に対し､介護用品（以下「用品」という。）を支給するこ

とにより､それらの者の経済的負担を軽減、在宅生活の継続を支援し､福祉の向

上を目的とする。 
実施主体 

熊毛町 
支給対象者 

町内に居住し在宅で介護を受けている介護保険被保険者で市町村民税世帯非

課税者であるものとする。ただし､介護保険被保険者のうち２号被保険者につい

ては要介護認定を受けているものとする。 
また､介護保険の要介護認定を受けている生活保護受給者についても用品の

支給対象者とする。 
用品の種目 

区 分 種 目
紙おむつ
尿とりパット
使い捨て手袋
清拭剤
ドライシャンプー
その他
（介護用品と認められるもの）

支給

 
手続 
① 用品の支給希望者は､熊毛町介護用品支給申込書を町長に提出する。 
② 町長は､その必要性を検討した上で決定し､介護用品支給券を当該申請者に

交付する。 
支給額 

介護用品支給券１枚につき6,250 円とする。ただし､１会計年度につき12 枚

を限度とし､年度途中に決定を受けた者については､月割りで算出して得た枚数

とする。 
 
平成12年度実績 

受給者数     1人 
決算額   14,000円 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 
徳山市ねたきり老人等紙オムツ給付要綱 新南陽市家族介護支援特別事業実施要綱 熊毛町介護用品支給事業実施要綱 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況 ・ 分 析 調 書 （２） 
大 項 目 福祉 中 項 目 高齢者福祉の状況 小 項 目 各種事業 

事 業 名 紙オムツ給付 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 

専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 高齢障害分科会 コ ー ド  
現                 況 分                       析 

鹿     野     町  問           題           点 
①給付金額が相違する。 
 

対             応            策 
①徳山市の例により調整、実施する。 
 

調     整     案 

目的 
高齢者を介護している家族等の様々なニーズに対応し、各種サービスを提

供することにより、高齢者を介護している家族の身体的､精神的、経済的負担

の軽減を図るとともに､要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図る。 
実施主体 

鹿野町とする。ただし、利用者､サービス内容及び利用料の決定を除き､こ

の事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に

委託することができるものとする。 
介護用品の支給 

(1) 事業内容 
支給対象者に対して､介護用品（紙おむつ）を支給する。 

(2) 支給対象者 
介護保険法に規定する要介護認定において要介護３、４又は５に相当す

る町民税非課税世帯に属する在宅高齢者を現に介護している家族 
(3) 支給方法 

対象者１人につき､月額2,000円を限度として､現物を支給する。 
(4) 支給の申請及び決定 
① 紙おむつの支給を受けようとする者は、紙おむつ支給申請書を町長に提

出しなければならない。 
② 町長は､申請があったときは､必要事項を調査のうえ利用の適否を決定

し、当該申請者に通知するものとする。 
実施方法 

(1) この事業の実施に当たっては、介護保険法とは別に実施するものとする。 
(2) 紙おむつの支給､要介護認定を受けていない高齢者については、要介護認定

と同じ方法を利用して、要介護３、４又は５に相当すると判断されるものを

対象とする。また、家族が高齢者と同居していない場合は､事実上同居に近い

形で介護していると認められる者については､支給することができるものと

する。 
 

平成12年度実績 
受給者数  2人 

 

根    拠    法    令    等  
鹿野町家族介護支援事業実施要綱  

 
（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

（○）２．（徳山市）の例により調整する。 

（ ）３．新たに制度等を創設する。 

（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 

（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 

その他 

（                           ） 
 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 福祉 中 項 目 高齢者福祉の状況 小 項 目 各種事業 

事 業 名 緊急通報装置 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 

専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 高齢障害分科会 コ ー ド  
現                                 況 

徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 
目的 

日常生活に不安のあるひとり暮らし等の高齢者又は身体障害者等に対し、

緊急通報システム（以下「システム」という。）を設置することにより、緊急

事態等の発生時に適切に対処するとともに、安否確認及び各種相談等を行い、

もって緊急通報システム対象者（以下「対象者」という。）の生活支援と在宅

福祉の増進に資する。 
事業の内容 

(1) センター方式 
利用者の居宅に設置されている装置で通報した場合、センターへ直

接通じるシステム 
(2) 消防本部直結方式 

利用者の居宅に設置されている装置で通報した場合、消防本部へ直

接通じるシステム 
 

対象者 
徳山市に住所を有する次の各号のいずれかに該当する在宅要援護者で、か

つ、その居宅に電話回線が設置されている者とする。 
(1) ひとり暮らしの高齢者でおおむね65歳以上の者 
(2) ひとり暮らしの重度身体障害者等 
(3) その他市長が特に必要と認めた者 

貸与機器 
(1) 緊急装置本体 
(2) 無線受信機 
(3) ペンダント型押しボタン（無線発信機） 

費用の負担 
(1) 設置（新規の場合に限る）、保守管理料および撤去（装置利用の解除）

にかかるものについては、市が負担する。 
(2) 利用者の居所の移動に伴う装置の移転にかかる費用については、利用

者が負担する。 
  平成12年度実績 

設置台数      285台 
委託料      3,759,067円 

 

目的 
ひとり暮らしの高齢者等の急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を

図る。 
対象者 

おおむね 65 歳以上の単身世帯及び高齢者のみの世帯並びにこれに準ずる

世帯に属する高齢者 
給付機器の性能 

ひとり暮らしの老人が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊

急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器 
システム 

新南陽市消防署にセンターを置いて、第 1 通報がセンターに入るようにし

ている｡（直送方式） 
費用の負担 

利用者負担

Ａ
生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含
む）

0円

Ｂ 生計中心者が前年所得税非課税世帯 0円

Ｃ
生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円
以下の世帯

16,300円

Ｄ
生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円
以上30,000円以下の世帯

28,400円

Ｅ
生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円
以上80,000円以下の世帯

42,800円

Ｆ
生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円
以上140,000円以下の世帯

52,400円

Ｇ
生計中心者の前年所得税課税年額が140,001
円以上の世帯

69,300円

利 用 者 世 帯 の 階 層 区 分

 
平成12年度実績 

延設置台数       135台 
新規設置台数       28台 
決算額     1,897,600円 

目的 
ひとり暮らし等の高齢者又は身体障害者等のに対し、緊急通報システム（以下「システム」

という。）を設置することにより、緊急事態等の発生時に適切に対処するとともに、安否確

認及び各種相談等を行い、もって緊急通報システム対象者（以下「対象者」という。）の生

活支援と在宅福祉の増進に資する。 
実施主体 

実施主体は熊毛町とし、対象者の決定を除き、事業者等に委託して行うことができる。 
定義 

(1) 緊急通報装置（以下「装置」という。）とは、緊急通報を発信及び安否確認を受発信す

るために対象者の居宅に設置する専用端末機をいう。 
(2) 受信管理センター（以下「センター」という。）とは、対象者からの緊急通報等にかか

る受発信を、２４時間中専門員により集中して通信及び管理する場所をいう。 
通報処理 
（転送方式） 

在宅の一人暮らし老人等が急病にかかり、又は、災害時の緊急事態に遭遇したとき、当該

老人等の居宅に設置する緊急通報用発信装置を用いて通報することにより、あらかじめ登録

された第１から第３通報先のうちひとつの通報先が応答するまで転送され、第３通報先を光

地区消防組合に協力依頼することにより地域協力員と共に２４時間体制の速やかな援助を得

ながら、当該老人等の日常生活の安全を確保する。 
（センター方式） 

(1) 対象者は、緊急時などに装置によりセンターへ通報するものとする。 
(2) センターは、対象者の居宅に設置されている装置で通報があった場合、直ちに通報内容

を識別し、急病又は災害等の緊急事態のときは、速やかに消防本部へ通報する。 
(3) センターは、対象者から緊急通報を受け、通報者からの応答がなく安否が気づかわれる

場合は、通報協力員又は担当民生委員等に確認し、迅速かつ適切な処置を行う。 
(4) センターは、緊急通報を処置した場合は、適切な情報管理を行い熊毛町へ報告するもの

とする。 
(5) センターは、対象者へ月に1 回程度、定期的な安否確認及び実通テストを行うものとす

る。 
(6) センターは、対象者から各種相談を受けた場合、関連機関等と連携を図り適切な処置を

するとともに、その情報管理を行うものとする。 
対象者 

熊毛町に住所を有する次の各号のいずれかに該当する在宅の要援護者で、かつその居宅に

電話回線が設置されている者とする。 
(1) ひとり暮らし高齢者でおおむね65歳以上の者 
(2) ひとり暮らしの重度身体障害者等 
(3) その他町長が特に必要と認めた者 

貸与機器 
(1) 緊急装置本体 
(2) 無線受信機 
(3) ペンダント型押しボタン（無線発信機） 

費用の負担 
(1) 設置（新規の場合に限る）、保守管理料および撤去（装置利用の解除）にかかるも

のについては、町が負担する。 
(2) 利用者の居所の移動に伴う装置の移転にかかる費用については、利用者が負担する。 

 
 

平成12年度実績 
決算額     274,641円 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 
徳山市緊急通報システム事業実施要綱 新南陽市介護予防・生活支援事業実施要綱 熊毛町緊急通報システム事業実施要綱 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況 ・ 分 析 調 書 （２） 
大 項 目 福祉 中 項 目 高齢者福祉の状況 小 項 目 各種事業 

事 業 名 緊急通報装置 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 

専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 高齢障害分科会 コ ー ド  
現                 況 分                       析 

鹿     野     町  問           題           点 
①システムが相違する。（消防署への転送方式と直送方式） 
②各市町とも従来システムが老朽化しており、見直し（直営又は民間委託）を行

っている。 

対             応            策 
①緊急通報の現行システムを維持しつつ、新市移行後随時調整する｡ 
 
 

調     整     案 

目的 
一人暮らし老人等の家庭での緊急事態の発生に適切に対処することを目指

した緊急通報システム事業を実施することにより、当該老人等の在宅福祉の増

進に資する。 
事業の内容 

在宅の一人暮らし老人等が急病にかかり、又は、災害時の緊急事態に遭遇

したとき、当該老人等の居宅に設置する緊急通報用発信装置を用いて、あらか

じめ組織された地域協力体制による速やかな援助を得ながら、最終緊急通報先

の消防本部に設置する緊急通報用受信装置に通報することにより当該老人等

の日常生活の安全を確保すると共に緊急事態の発生に適切に対処する。 
愛称は、「おもいやりコール 命綱」とする。 

システム 
転送方式 

社会福祉協議会→在宅介護支援センター→消防本部 
対象者 

鹿野町に住所を有する次の各号のいずれかに該当する在宅要援護者で、か

つ、その居宅に電話が設置されている者とする。 
(1) おおむね65歳以上の一人暮らし老人 
(2) おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯で構成されるねたきり老人 
(3) その他前各号に準じ町長が特に必要と認めた者 

貸与発信装置 
(1) 専用電話機 
(2) 無線受信機 
(3) ペンダント型押しボタン[無線発信機] 
(4) 枕元用押しボタン［有線発信機］ 

費用の負担 
発信装置の設置（移設）工事費及び専用電話機の利用料等 

  

通 話 料
専用電話機の
配線回路使用
料

設置又は移設
工事費

保 守 料

負担内訳 全額自己負担 全額自己負担 町負担 町負担  
平成13年3月31日現在実績 
   給付      3台 
   貸与     50台 

 

根    拠    法    令    等  
鹿野町緊急通報システム事業実施要綱  

 
（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ）２．（     ）の例により調整する。 

（ ）３．新たに制度等を創設する。 

（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 

（○）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 

その他 

（                           ） 
 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 福祉 中 項 目 手当と医療 小 項 目 各種事業 

事 業 名 敬老祝金 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 

専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 高齢障害分科会 コ ー ド  
現                                 況 

徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 
敬老年金 
目的 

多年にわたり社会に貢献してきたおとしよりに対し、敬老年金を支給して
その長寿を祝福し、あわせて老人福祉の向上を図る。 

対象者及び祝金の額 
祝金は毎年9 月1 日（基準日）現在本市に住所を有する次に掲げる者に対

し支給する。 
(1) 基準日の属する年中に満75歳になる者  7,000円 
(2) 基準日の属する年中に満77歳になる者  10,000円 
(3) 基準日の属する年中に満88歳になる者  20,000円 
(4) 基準日の属する年中に満99歳になる者及び満100歳以上の者 
     30,000円 

 
平成12年度実績 

   対象者         2,268 人 
   総支給額        22,600,000 円 

目的 
新南陽市に住所を有する老人に対して、敬老祝い金を支給し、もって老人

の福祉の増進と敬老精神の高揚に寄与する。 
受給資格 

祝金の支給を受けることができる者は、8 月 31 日現在、次の各号に掲げ
る要件を備えていなければならない。 

(1) 市内に引き続き1年以上住居を有していること。 
(2) 年齢が満75歳以上であること。 

祝金の額 
5,000円 

支払期日 
   毎年９月中に支払う。 
 
平成12年度実績 
   対象者       4,120人 
   総支給額     33,134,000円 
 

支給要件 
9月15日現在、次に掲げる要件を具備している者 
(1) 町内に引き続き3年以上居住している熊毛町民であること。 
(2) 年齢満70歳以上であること。 

年金の額及び支給方法 
年金の額は次のとおりとし、毎年9月に支給する。 
(1) 70歳以上75歳未満    5,000円 
(2) 75歳以上80歳未満    8,000円 
(3) 80歳以上85歳未満   11,000円 
(4) 85歳以上        17,000円 
 

平成12年度実績 
受給者数      2,254人 
総支給額   19,619,000円 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 
徳山市敬老年金支給条例 
徳山市敬老年金支給条例施行規則 

新南陽市敬老祝金支給条例 
新南陽市敬老祝金支給条例施行規則 

熊毛町敬老年金支給条例 
熊毛町敬老年金支給規則 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況 ・ 分 析 調 書 （２） 
大 項 目 福祉 中 項 目 手当と医療 小 項 目 各種事業 

事 業 名 敬老祝金 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 

専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 高齢障害分科会 コ ー ド  
現                 況 分                       析 

鹿     野     町  問           題           点 
①支給年齢、支給額が相違する。 

支給年齢 徳 山 市 新南陽市 熊 毛 町 鹿 野 町
70～74 -        -       5,000   -       

75 7,000    5,000   8,000   7,000   
76 -        5,000   8,000   7,000   
77 10,000   5,000   8,000   7,000   

78～79 -        5,000   8,000   7,000   
80～84 -        5,000   11,000  9,000   
85～87 -        5,000   17,000  11,000  

88 20,000   5,000   17,000  11,000  
89～98 -        5,000   17,000  11,000  

99 30,000   5,000   17,000  11,000  
100以上 30,000   5,000   17,000  11,000  

支 給 額

 

対             応            策 
①75 歳以上の者に一律支給する｡ただし、支給額については新市移行後速やかに

調整する｡ 

調     整     案 

目的 
長寿を祝福し、敬老の意を表する。 

受給資格 
次に掲げる要件を備えている者 
(1) 当該年の8月1日現在、町内に引き続き１年以上住所を有すること。 
(2) 当該年度の末日までに年齢満75歳以上に達する見込みであること。 

年金の額及び支給方法 
年金の額は次のとおりとし、現金又は商品券をもって毎年9月15日までに

支給する。 
 (注) 商品券とは、町内限定で使用できる商品券とし、町はこれを購入

するものとする。 
(1) 75歳以上80歳未満     7,000円 
(2) 80歳以上85歳未満     9,000円 
(3)  85歳以上         11,000円 

平成12年度実績 
受給者数            806人 
総支給額         6,946,000円 

 

根    拠    法    令    等  
鹿野町敬老祝金支給条例 
鹿野町敬老祝金支給規則 

 

 
（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

（○）２．（新南陽市）の例により調整する。 

支給額については新市移行後速やかに調整する｡ 

（ ）３．新たに制度等を創設する。 

（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 

（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ）６．廃止の方向で検討する。 

その他 

（                         ） 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 福祉 中 項 目 手当と医療 小 項 目 各種事業 

事 業 名 ねたきり老人等介護見舞金 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 

専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 高齢障害分科会 コ ー ド  
現                                 況 

徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 
制度なし 目的 

新南陽市に住所を有する在宅のねたきり老人等の常時介護者に対し、介護

見舞金を支給し、もって常時介護者の労苦を慰謝激励するとともに、その家

族の福祉の増進を図ることを目的とする。 
支給対象者 

10月1日現在、65歳以上で在宅のねたきり老人（常時臥床しているか又

は日常生活の大半を他人の介助によらなければならないものでその状態が6
箇月を経過しているものをいう）又は痴呆性老人（特別養護老人ホーム入所

判定基準に適応している者をいう）を常時介護している者とする。 
見舞金の額 

対象者1人につき30,000円 
見舞金の支給 

見舞金は、毎年12月中に支給する。 
平成12年度実績 

在宅ねたきり老人介護者    67人    2,010,000円 
在宅痴呆性老人介護者     27人    810,000円 

目的 
在宅のねたきり老人等を介護する者に対し、その労苦を慰謝激励すること

を目的とする。 
支給対象者 

毎年4月1日及び10月1日（以下「基準日」という）現在で、熊毛町に

１年以上住所を有し、ねたきり老人等を常時介護していると町長が認めた者 
養護の定義 

(1) ねたきり老人 
身体上又は精神上の著しい障害のため、次のいずれかの状態に6箇月

以上あり、今後もその状態が継続すると認められる満65歳以上の者 
ア 常時臥床している者 
イ 常時臥床していないが、歩行、食事、入浴、排便、洗面等日常生

活の大半を他人の介助によらなければならない者 
(2) 痴呆性老人 

痴呆等精神障害のため、別表1に掲げる問題行動の重度または中度の

いずれかに該当し、かつ、日常生活の大半を他人の介助によらなけ

ればならない状態に6箇月以上あり、今後もその状態が継続すると

認められる満65歳以上の者 
見舞金の額 

ねたきり老人等1人につき、各基準日において、30,000円とする。 
見舞金の支給 

見舞金は、4月基準日分は6月に、10月基準日分は12月に民生委員を通

じてそれぞれ支給する。 
別表1  問題行動 

徳山市の別表に同じ 
 

平成12年度実績     3,030,000円 
6月支給    48人 
12月支給    53人 
延べ      101人 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 
 新南陽市家族介護支援特別事業実施要綱 熊毛町ねたきり老人等介護見舞金支給要綱 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況 ・ 分 析 調 書 （２） 
大 項 目 福祉 中 項 目 手当と医療 小 項 目 各種事業 

事 業 名 ねたきり老人等介護見舞金 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 

専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 高齢障害分科会 コ ー ド  
現                 況 分                       析 

鹿     野     町  問           題           点 
①介護保険制度導入により、県制度が平成12年度より廃止となった。 
②金額、支給方法が相違する。 
③徳山市は平成12年度から廃止している｡ 
④基準日は、新南陽市、鹿野町は、10月1日、熊毛町は4月1日、10月1日で

ある。 

対             応            策 
①介護保険制度が導入され、ねたきり老人等を介護する者の労苦の軽減が図られ

ることになると考えられるが、ねたきり老人介護見舞金については、新市移行後

速やかに検討する｡ 

調     整     案 

目的 
在宅ねたきり老人及び痴呆性老人（以下「ねたきり老人等」という。）を

介護する者に対し､その労苦を慰謝するためにねたきり老人等介護見舞金

（以下「見舞金」という。）を支給し､もって高齢者福祉の増進を図る。 
用語の意義 

(1) ねたきり老人 
身体上又は精神上の著しい障害のため、次のいずれかの状態に 6 箇月以

上あり、今後もその状態が継続すると認められる満65歳以上の者 
ア 常時臥床している者 
イ 常時臥床していないが、歩行、食事、入浴、排便、洗面等日常生

活の大半を他人の介助によらなければならない者 
(2) 痴呆性老人 

痴呆等の精神障害のため、別表 1 に掲げる問題行動の重度又は中度のい

ずれかに該当し、かつ､日常生活の大半を他人の介助によらなければならな

い状態に6 ｶ月以上あり、今後もその状態が継続すると認められる町内に１

年以上住所を有する満65歳以上の者をいう。 
別表1  問題行動 

徳山市の別表に同じ 
支給対象者 

(1) 毎年 10 月１日（以下「基準日」という。）において､町内に１年以上住

所を有し、ねたきり老人等を常時介護していると町長が認めた者（以下「介

護者」という。）に支給する。 
(2) 前項の規定にかかわらず､基準日において､次のいずれかに該当する者の

介護者への見舞金は支給しない。 
① 病院､診療所又は介護保険施設に３カ月以前から継続して入院又は入

所している者 
② その他社会福祉施設に入所している者 

見舞金の額 
ねたきり老人等１人につき60,000円とする。 

見舞金の支給 
見舞金は、毎年12月に支給する。 

平成12年度実績 
14人   700,000円 

 

 

根    拠    法    令    等  
鹿野町ねたきり老人等介護見舞金補助金交付要綱  

 
（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ）２．（     ）の例により調整する。 

（ ）３．新たに制度等を創設する。 

（○）４．新市移行後、速やかに調整する。 

（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 

その他 

（                           ） 
 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 福祉 中 項 目 児童福祉の状況 小 項 目 施設措置 
事 業 名 保育料 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 児童母子 コ ー ド  

現                                 況 
徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 

 徳山市保育所徴収金の徴収に関する規則  別表（第3条関係） 徳山市保育所徴収金額表 

階層
区分

３歳未満児 ３ 歳 児 ４歳以上児

Ａ 0

0

9,000
(4,500)
17,000
(8,500)
18,000
(9,000)
24,000

(12,000)
30,000 28,000 26,000

(15,000) (14,000) (13,000)
39,000 33,000 27,000

(19,500) (16,500) (13,500)
50,000

(25,000)
58,000

(29,000)
74,000

(37,000)

Ｂ 市町村民税非課税世帯
6,000

(3,000)

(10,500)

Ｄ２

Ｄ３

Ａの階層を除
き、前年分の所
得税課税世帯で
あって、その所
得税の額の区分
が次の区分に該
当する世帯

所得税の額が10,000円未満
の世帯

所得税の額が10,000円以上
40,000円未満の世帯

所得税の額が40,000円以上
90,000円未満の世帯

所得税の額が90,000円以上
140,000円未満の世帯

所得税の額が140,000円以
上370,000円未満の世帯

Ｄ５

市町村民税課税世帯

0

21,000

14,000
(7,000)
15,000
(7,500)

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 徴 収 金 額 （ 月 額 ）

定 義

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む） 0

Ｄ６
所得税の額が370,000円以

上の世帯

Ｂ０

Ｃ０

Ｃ

Ｄ１

Ｄ４

Ａ及びＤの階層
を除き、前年度
分の市町村民税
の額の区分が次
の区分に該当す
る世帯

市町村民税非課税世帯
（母子世帯等）

市町村民税課税世帯
（母子世帯等）

 
（注） 
１ 表中の下段の括弧書きは、徴収金の半額を示す｡母子世帯 
２ 年齢は、入所日の属する月の初日をもって認定する｡ 
３ ｢母子世帯等｣とは、母子・父子世帯、在宅障害児（者）のいる世帯、生活保護法に定める要保護者等と認

めた世帯を言う｡ 
４ 平成11年に係る定率減税の取り扱いについては、減税後の課税額により階層区分の認定を行う。 
５ Ｂ階層からＤ６階層までの世帯であって同一世帯から２人以上の児童が入所している場合において、次表

の第１欄の階層区分ごとに第２欄に掲げる児童については、第３欄により計算して得た額をその児童の徴収

金の額とする。ただし、児童の属する世帯が４に掲げる世帯のＢ階層からＣ２階層の第３欄については４に

掲げる徴収金額により計算して得た額とする。 

   

第 １ 欄 第 ２ 欄 第 ３ 欄
ア　最も徴収金額が低い児童（最も
徴収金額が低い児童が２人以上の場
合は、そのうち１人とする。）

徴収金額表に定める額（表上
段の金額）

イ　ア以外の児童のうち、最も徴収
金額が低い児童（最も徴収金額が低
い児童が２人以上の場合は、そのう
ち１人とする。）

徴収金額表に定める額×0.5
（表中段の金額）

ウ　上記以外の児童 無料
ア　最も徴収金額が高い児童（最も
徴収金額が高い児童が２人以上の場
合は、そのうち１人とする。）

徴収金額表に定める額（表上
段の金額）

イ　ア以外の児童のうち、最も徴収
金額が高い児童（最も徴収金額が高
い児童が２人以上の場合は、そのう
ち１人とする。）

徴収金額表に定める額×0.5
（表中段の金額）

ウ　上記以外の児童 無料

ＢからＤ２階層
に属する世帯

Ｄ３からＤ６階
層に属する世帯

 

 新南陽市立保育所条例施行規則  別表第2（第６条関係）    保育所保育料金額表 

階層
区分

３歳未満児 ３ 歳 児 ４歳以上児

Ａ 0

Ｂ 市町村民税非課税世帯 9,000

Ｃ 市町村民税課税世帯 18,000

Ｄ１ 20,000円未満 24,000

Ｄ２
20,000円以上
64,000円未満

30,000 27,000 26,000

Ｄ３
64,000円以上
112,000円未満

38,000 34,000 28,000

Ｄ４
112,000円以上
160,000円未満

47,000

Ｄ５
160,000円以上
408,000円未満

58,000

Ｄ６ 408,000円以上 74,000

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 保 育 料 （ 月 額 ） （ 円 ）

定 義

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）

0

Ａの階層を除
き、前年分の所
得税課税世帯で
あって、その所
得税の額が次の
区分に該当する
世帯

20,000

15,000

Ａ及びＤの階層
を除く、前年度
分の市町村民税
の額の区分が次
の区分に該当す
る世帯

6,000

 
備考（抜粋） 
４ 児童の属する世帯が、次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定に

かかわらず、それぞれ次表に掲げる保育料の額とする。 
(1) 母子世帯  母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及

びこれに準ずる父子家庭の世帯 
(2) 在宅障害児（者）のいる世帯   次に掲げる児（者）を有する世帯 

ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 
イ 療育手帳要綱に定める養育手帳の交付を受けた者 
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国

民年金の障害基礎年金等の受給者 
(3) その他の世帯  保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認

めた世帯 

３歳未満児の場合 ３歳以上児の場合
Ｂ階層 0 0
Ｃ階層 17,000 14,000

徴 収 金 額
階 層 区 分

 
５ ＢからＤ２までの階層に属する世帯であって、同一世帯から２人以上の児童が入所している場合における

保育料の額は、最も保育料の額が低い児童（最も保育料の低い児童が２人以上の場合は、そのうち１人とす

る。）については、保育料金額表に定める額とし、それ以外の児童については、無料とする。ただし、児童

の属する世帯が４に掲げる世帯の場合のＢ階層からＣ階層の保育料の額については、この表の規定にかかわ

らず、４に掲げる保育料の額とする。 
６ Ｄ３からＤ６までの階層に属する世帯であって、同一世帯から２人以上の児童が入所している場合におけ

る保育料の額は、最も保育料の額が高い児童（最も保育料の額が高い児童が２人以上の場合は、そのうち１

人とする。）については、保育料金額表に定める額とし、それ以外の児童に付いては、無料とする。 
 

平成14年度熊毛町保育所徴収金額表（保育料） 

階層
区分

３歳未満児 ３ 歳 児 ４歳以上児

Ａ 0

Ｂ特
市町村民税非課
税の母子等の特
例世帯

0

Ｂ
市町村民税非課
税世帯

9,000

Ｃ特
市町村民税課税
の母子等の特例
世帯

17,000

Ｃ
市町村民税課税
世帯

18,000

Ｄ１
20,000円未満の

世帯
23,000

Ｄ２
20,000円以上

64,000円未満の
世帯

30,000 27,000 26,000

Ｄ３
64,000円以上

112,000円未満の
世帯

38,000 34,000 28,000

Ｄ４
112,000円以上

160,000円未満の
世帯

47,000

Ｄ５
160,000円以上

408,000円未満の
世帯

58,000

Ｄ６
408,000円以上の

世帯
73,000

備 考

下の子の額の高
い者を軽減措置

上の子の額低い
者を軽減措置

0

6,000

Ａ階層を除き前
年分の所得税課
税世帯であっ
て、その所得税
の額の区分が次
の区分に該当す
る世帯

各月初日の入所児童の属する世帯の階層 徴 収 金 額 （ 月 額 ）

定 義

生活保護法による被保護世帯（単
給世帯を含む） 0

Ａ階層及びＤ階
層を除き前年度
分の市町村民税
の額の区分が次
の区分に該当す
る世帯

20,000

14,000

15,000

 
 
（注）同一世帯から２人以上の児童が入所した場合は、保育料が軽減されます。 
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事 務 一 元 化 現 況 ・ 分 析 調 書 （２） 
大 項 目 福祉 中 項 目 児童福祉の状況 小 項 目 施設措置 
事 業 名 保育料 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 児童母子 コ ー ド  

現                 況 分                       析 
鹿     野     町  問           題           点 

① 徴収金額が相違する。 
② 国基準では同一世帯から２人以上の児童が入所している場合において、第３

子以降の徴収額は１／１０としているが、無料としている市町がある。 
③ 新南陽市においては、同一世帯から２人以上の児童が入所している場合にお

いて、第２子目以降については保育料が無料となっている。 

対             応            策 
①保育料（徴収金額表）については、国の徴収基準を参考に、新市移行後速やか

に調整する。 
②子育て支援を充実するため、新南陽市の例により調整し、同一世帯から２人以

上の児童が入所している場合における第2子目以降の保育料は無料とする。 

調     整     案 

 鹿野町立保育園条例  別表（第10条関係） 保育料金額表 

階層
区分

３歳未満児 ３ 歳 児 ４歳以上児

Ａ 0

Ｂ特
市町村町民税が非課税の母
子世帯等の特例世帯

0

Ｂ 市町村民税非課税世帯 9,000

Ｃ特
市町村民税が課税の母子世
帯等の特例世帯

17,000

Ｃ 市町村民税課税世帯 18,000

Ｄ１ 20,000円未満 23,000

Ｄ２
20,000円以上64,000円未満

の世帯
28,000

Ｄ３
64,000円以上112,000円未

満
33,000 30,000 25,000

Ｄ４
112,000円以上160,000円未

満
40,000

Ｄ５
160,000円以上408,000円未

満
47,000

Ｄ６ 408,000円以上 58,000

25,000

14,000

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 徴 収 金 額 （ 月 額 ）

定 義

生活保護法による被保護世帯
（単給世帯を含む）

0

Ａ階層を除き、
前年分の所得税
課税世帯であっ
て、その所得税
の額の区分が次
の区分に該当す
る世帯

13,000

0

6,000

20,000

Ａ階層及びＤ階
層を除き、前年
度分の市町村民
税の額の区分が
次の区分に該当
する世帯

 
備考（抜粋） 
３ ＢからＤ６階層までの世帯であって、同一世帯から２人以上の児童が入所している場合において、第２子

目については、当該保育料を半額に、第３子目以降については無料とする。 
４ 児童の属する世帯が、次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる世帯に認定された場合はこの表の規定にか

かわらず、それぞれ次表に掲げる保育料金額とする。 
① 母子世帯  母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯

及びこれに準ずる父子家庭の世帯 
② 在宅障害児（者）のいる世帯   次に掲げる児（者）を有する世帯 
ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 
イ 療育手帳要綱に定める養育手帳の交付を受けた者 
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国

民年金の障害基礎年金等の受給者 
③ その他の世帯  保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が

認めた世帯 
 
 

 

 
（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

（○）２．（新南陽市）の例により調整する。 

ただし、保育所徴収金額表については、国の徴収基準を参考に新

市移行後速やかに調整する。 

（ ）３．新たに制度等を創設する。 

（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 

（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 

その他 

（                     ） 
 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 福祉 中 項 目 児童福祉の状況 小 項 目 施設措置 
事 業 名 児童クラブ 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 児童母子 コ ー ド  

現                                 況 
徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 

目的 
下校後家庭及び地域で適切な保護を受けられない児童の保護及び健全な生活の

指導を行い、児童の福祉の向上に資する。 
対象者 
   ア 就労等で昼間保護者のいない家庭の小学校低学年（１学年～３学年）の児

童 
   イ 放課後児童で、保護者の希望する者の中から自主的に児童クラブに参加で

き、保護者が児童クラブとよく連絡のとれる者 
   ウ 入会の期間が、原則として１ヶ月以上継続する者 
活動内容 
   ア 児童の健康管理、安全確保、情緒の安定 
   イ 遊びの活動への意欲と態度の形成 
   ウ 遊びを通しての自主性、社会性、創造性の向上 
   エ 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 
   オ 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援 
   カ その他児童の健全育成上必要な活動 
市内施設の状況 

   

児童クラブ名称 校区名 運営主体 開設時間 定員 指導員
徳山小校区児童クラブ 徳山小 徳山市 12:30～17:30 40 1
岐山小校区児童クラブ 岐山小 徳山市 12:30～17:30 40 1
遠石小校区児童クラブ 遠石小 徳山市 12:30～17:30 50 2
周陽小校区児童クラブ 周陽小 徳山市 12:30～17:30 40 1
秋月小校区児童クラブ 秋月小 徳山市 12:30～17:30 40 2
桜木小校区児童クラブ 桜木小 徳山市 12:30～17:30 30 1
沼城小校区児童クラブ 沼城小 徳山市 12:30～17:30 40 2
菊川小校区児童クラブ 菊川小 徳山市 12:30～17:30 30 1
戸田小校区児童クラブ 戸田小 徳山市 12:30～17:30 30 1
夜市小校区児童クラブ 夜市小 徳山市 12:30～17:30 30 1
尚白園児童クラブ 今宿小 社会福祉協議会13時～17時 45 1
東福祉館児童クラブ 久米小 社会福祉協議会13時～17時 45 1
櫛浜児童館児童クラブ 櫛浜小 社会福祉協議会13時～17時 45 1  

開設日 
開設日は次に掲げる日又は期間を除き毎日実施。 

   ア 日曜日・土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）

に規定する休日 
   イ 年末年始（12月28日から翌年１月５日まで） 
   ウ 盆（８月13日から８月16日まで） 
   エ その他、社会福祉事務所長が特に必要と認めた日 
経 費 

児童クラブ開設にかかる経費は市が負担。保育料月額3,000円（住民税非課税

世帯は無料）とおやつ代、スポーツ安全保険加入料、父母会等で主催する行事等

の経費は保護者負担。 
指導員 

教員資格又は保母資格を有する者若しくは社会教育団体等で指導者の経験を

有する者又は児童の育成指導に熱意を有し、知識経験を有する者 
 

平成12年度実績 
決算額     23,260,520円 

目的 
下校後、家庭及び地域で適切な保護を受けられない小学校低学年児童に対

し、安全な生活の確保と心身の健全な育成を図る。 
対象者 

市内の小学校に在学する1年生から3年生までの児童で、保護者の就労等

により、下校後、家庭及び地域で適切な保護を受けられない者 
事業内容 

家庭的な雰囲気の中で、児童に健全な余暇利用の機会を与えることを主と

し、遊び、運動、読書等の指導及び援助を行う。 
市内設置状況 

   

名 称 所 在 地 定 員 利用児童数
富田東児童クラブ 新南陽市桶川町２－１ 30 62
富田西児童クラブ 新南陽市富田２－１４－ 30 32
福川児童クラブ 新南陽市福川３－２－１ 30 21
福川南児童クラブ 新南陽市中畷町６－１ 30 32  

   小学校の空き教室を利用し、市内４ヶ所で実施 
  （国補助 ３ヶ所     県補助 １ヶ所） 
和田校区は、米光保育園において、他の児童クラブに準ずる形で実施 
（利用児童数 26人） 

保育日 
次の各号に掲げる日又は時間を除き、4月１日から翌年3月31日まで毎日

実施する。 
(1) 土･日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 
(2) 1月2日から1月3日及び12月29日から12月31日まで 
(3) 8月14日から8月16日まで 

保育時間 
小学校の授業終了時から17時30分までとする。ただし、授業を行わない

日は 10時から17時30分までとする。 
指導員 
   各児童クラブへ2人配置 
保護者負担経費 

(1) 保育負担金   月額  2,000円（住民税非課税世帯は無料） 
(2) おやつ代、グループ保険料及び教材費の実費 

 
平成12年度実績 

決算額     13,050,000円 

目的 
熊毛町立の小学校に在籍する児童で、保護者が家庭にいないため又はその

他の理由により、昼間保護者の保護を受けられない児童の健全な育成を図る

ために必要な保護及び指導を行う。 
町内施設の状況 

  

名 称 位 置 定 員
勝間児童クラブ 熊毛町大字呼坂第４７７－２ 60
大河内児童クラブ 熊毛町大字大河内第１１１５－１ 40
高水児童クラブ 熊毛町大字樋口２８８－１ 40  

保育日 
保育は次の各号に掲げる日を除き、毎日行う。 
(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 
(2) 日曜日 
(3) 1月２日から１月４日及び１２月２８日から１２月３１日までの日 
(4) ８月１３日から同月１６日までの日 
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が保育を行うのが適当でないと認め

た日 
保育時間 

保育時間は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めると

きは、保育時間を変更することができる。 
(1) 小学校が授業を行う日     授業終了時から17時まで 
(2) 小学校が授業を行わない日   8時30分から17時まで 

保育料の負担 
月額     2,000円 
 
 

 
平成12年度実績 

決算額     7,871,854円 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 
徳山市児童クラブ条例 
徳山市児童クラブ条例施行規則 
 

新南陽市留守家庭児童保育（児童クラブ）事業実施要綱 熊毛町放課後児童の保育に関する条例 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況 ・ 分 析 調 書 （２） 
大 項 目 福祉 中 項 目 児童福祉の状況 小 項 目 施設措置 
事 業 名 児童クラブ 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 児童母子 コ ー ド  

現                 況 分                       析 
鹿     野     町  問           題           点 

①保育料が相違（2,000円～3,000円） 
②土曜日について､2 市は保育を行わない日としているが､2 町は保育を行ってい

る。 

対             応            策 
① 保育料は､新南陽市､熊毛町、鹿野町の例により調整する｡ 
② 土曜の保育の取扱いについては､当分の間現行どおりとする。 

調     整     案 

目的 
児童に健全な場を与え、その健康を増進し、情操を豊かにする。 

町内施設の状況 
名称 鹿野町こどもすくすくセンター 
位置 鹿野町大字鹿野上字末永 

利用料 
利用する児童の保護者は、保育料として児童１人当たり月額２，０００円

を負担しなければならない。 
ただし、月の途中で入退会する場合で、その月の保育日数が１０日以下の

場合は、その月の保育料は、１，０００円とする。 

 

根    拠    法    令    等  
鹿野町こどもすくすくセンター設置条例  

 
（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ）２．（徳山市）の例により調整する。 

（ ）３．新たに制度等を創設する。 

（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 

（○）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

ただし､保育料は2,000円とする。 

（ ）６．廃止の方向で検討する。 

その他 

（                           ） 
 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 福祉 中 項 目 児童福祉の状況 小 項 目 手当と医療 
事 業 名 乳幼児医療 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 児童母子 コ ー ド  

現                                 況 
徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 

目的 

乳幼児の医療費の一部を当該乳幼児の保護者に対し助成することにより、乳幼

児の保健の向上に寄与し、児童の福祉の増進を図る。 

定義 

「乳幼児」 (1) 満３歳に達した日の属する月の末日までの間にある者  

            (2)  満３歳に達した日の属する月の翌月の初日から満６歳に達

する日以後最初の３月31日までの間にある者（入院及び歯科

診療に係る者に限る） 

対象者 

徳山市内に居住地を有する乳幼児又は国民健康保険法第116条若しくは第116

条の2の規定により徳山市が行う国民健康保険の被保険者とした乳幼児のうち、

社会保険各法による被扶養者又は被保険者であって、当該乳幼児の父母の市町村

民税所得割の課税額が82,300 円を超えないものとする。ただし、次の各号の一

に該当する者を除く。 

(1) 生活保護法による保護を受けている者 

(2) 児童福祉法による児童福祉施設に入所している者であって、国又は地方

公共団体の負担による医療費の支給を受けることができる者 

(3) 国民健康保険法第116条若しくは第116条の2の規定により他の市町村

が行う国民健康保険の被保険者とされた者 

助成の範囲 

次の各号に掲げる額。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国

又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われるときは、この限りで

ない。 

(1) 社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、

当該給付に関する額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、そ

の満たない額に相当する額。（保険診療の自己負担額） 

(2) 入院時食事療養費自己負担額（標準負担額）のうち、標準負担額の減額

対象者が入院日数 90 日を超える場合に負担することとなる額に相当す

る額。 

平成12年度実績 

対象者  ３歳未満全科        2,060人 

３歳以上（入院及び歯科）  1,880人 

124,209,037円 

 
（乳幼児の父母の所得制限以外は徳山市に同じ） 
 
 
 
 
 
 
対象者 

新南陽市内に居住地を有する乳幼児又は国民健康保険法第116条若しくは

第116条の2の規定により新南陽市が行う国民健康保険の被保険者とした乳

幼児のうち、社会保険各法による被扶養者又は被保険者であるもの。ただし、

次の各号の一に該当する者を除く。 

(1) 生活保護法による保護を受けている者 

(2) 児童福祉法による児童福祉施設に入所している者であって、国又は地

方公共団体の負担による医療費の支給を受けることができる者 

(3) 国民健康保険法第116条若しくは第116条の2の規定により他の市町

村が行う国民健康保険の被保険者とされた者 

 
 
 
 
 
 
平成12年度実績 

対象者           1,830人 

決算額          71,499,165円 

 

単市制度として、所得制限を超える者にかかる医療費助成額 

３歳未満全科分    4,480件 14,512千円 
３歳以上就学前までの入院及び歯科分  545件 2,012千円 

 
徳山市に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成12年度実績（平成13年3月末） 
   対象者   3歳未満        283人 

         3歳以上        385人 
                 17,517,011円 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 
徳山市乳幼児医療費助成要綱 
 

  

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況 ・ 分 析 調 書 （２） 
大 項 目 福祉 中 項 目 児童福祉の状況 小 項 目 手当と医療 
事 業 名 乳幼児医療 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 児童母子 コ ー ド  

現                 況 分                       析 
鹿     野     町  問           題           点 

①所得制限内の乳幼児医療については県制度であり、相違なし。 
②新南陽市、鹿野町については、県制度の所得制限を超える者に対して医療費助

成を行っている。 

対             応            策 
①乳幼児を抱える世帯の経済的負担を軽減し乳幼児の保健の向上を図るために、

所得制限を撤廃し乳幼児にかかる医療費の自己負担額を助成し、子育てに対する

支援を充実する｡ 

 

調     整     案 

 
（乳幼児の父母の所得制限以外は徳山市に同じ） 
 
 
 
 
 
 
対象者 

鹿野町内に居住地を有する乳幼児又は国民健康保険法第116条若しくは第

116条の2の規定により鹿野町が行う国民健康保険の被保険者とした乳幼児

のうち、社会保険各法による被扶養者又は被保険者であって、次の各号の一

に該当する者を除く。 

(1) 生活保護法による保護を受けている者 

(2) 児童福祉法による児童福祉施設に入所している者であって、国又は地

方公共団体の負担による医療費の支給を受けることができる者 

(3) 国民健康保険法第116条若しくは第116条の2の規定により他の市町

村が行う国民健康保険の被保険者とされた者 

 
 
 
 
 
 
平成12年度実績 
   対象者     ３歳未満    63人 

３歳以上    98人 

 

根    拠    法    令    等  
鹿野町乳幼児医療助成要綱  

 
（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

（○）２．（新南陽市、鹿野町）の例により調整する。 

（ ）３．新たに制度等を創設する。 

（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 

（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 

その他 

（                       ） 
 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 福祉 中 項 目 母（父）子福祉の状況 小 項 目 各種事業 
事 業 名 母子家庭等就学・就職支度金 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 児童母子 コ ー ド  

現                                 況 
徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 

目的 
母子・父子家庭等に対して就学･就職支度金を給付することにより、経済的

自立の助成と生活意欲の助長並びに児童福祉の増進を図る。 
給付対象者 

市内に住所を有する配偶者のない女子または配偶者のない男子で現に児童

を扶養している者及び父母のいない児童を養育する者であって、次の各号に

掲げる要件をそなえた者でなければならない。 
(1) 母子福祉法第5条第1項に規定する配偶者のない女子又は配偶者のな

い男子で現に児童を扶養している者及び父母のない児童を養育する者 
(2) 所得税が課されていない者 
(3) 現に小学校、中学校に入学する児童又は義務教育終了後就学、就職す

る児童を養育している者。ただし、生活保護者は高校進学のみ対象。 
給付額 

(1) 小学校入学支度金   児童1人につき 10,000円 
(2) 中学校入学支度金   児童1人につき 10,000円 
(3) 義務教育終了後就学･就職支度金 
             児童1人につき 10,000円 

平成12年度実績 

   

世帯数 児童数
50 50 500,000
46 46 460,000

就学支度金 86 86 860,000
就職支度金 2 2 20,000

184 184 1,840,000

対 象 人 員
給 付 額

合 計

義務教育
終了

小 学 校 入 学
中 学 校 入 学

 

目的 
母子家庭等に対して就学・就職支度金を給付することにより、母子家庭等

の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図る。 
給付対象者 

市内に住所を有する配偶者のない女子または配偶者のない男子で現に児童

を扶養している者及び父母のいない児童を養育する者であって、次の各号に

掲げる要件をそなえた者でなければならない。ただし、小学校入学支度金・

中学校入学支度金及び就職支度金については、生活保護受給者を除くものと

する。 
(1) 母子福祉法第 5 条第 1 項に規定する配偶者のない女子又は配偶者のな

い男子で現に児童を扶養している者及び父母のない児童を養育してい

る者 
(2) 所得税が課されていない者 
(3) 現に小学校に入学する児童、中学校に入学する児童又は義務教育終了

後就学・就職する児童を養育している者 
給付額 

(1) 小学校入学支度金   児童1人につき 10,000円 
(2) 中学校入学支度金   児童1人につき 10,000円 
(3) 義務教育終了後就学就職支度金 
             児童1人につき 10,000円 

平成12年度実績 
対象者     13人 
決算額    130,000円 

 

目的 
母子家庭等に対して就学・就職支度金を給付することにより、母子家庭等

の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図る。 
給付対象者 

町内に住所を有する配偶者のない女子または配偶者のない男子で現に児童

を扶養している者及び父母のない児童を養育する者であって、次の各号に掲

げる要件をそなえた者でなければならない。ただし、小学校入学支度金、中

学校入学支度金及び就職支度金については、生活保護受給者を除くものとす

る。 
(1) 母子福祉法第 5 条第 1 項に規定する配偶者のない女子又は配偶者のな

い男子で現に児童を扶養している者及び父母のない児童を養育する者 
(2) 所得税が課されていない者 
(3) 現に小学校に入学する児童、中学校に入学する児童又は義務教育終了

後就学・就職する児童を養育している者 
給付額 

(1) 小中学校入学支度金   児童1人につき 10,000円 
(2) 義務教育終了者就学・就職支度金 
              児童1人につき 10,000円 

 
平成12年度実績 

21件     210,000円 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 
徳山市母子家庭等就学･就職支度金給付要綱 新南陽市母子家庭等就学･就職支度金給付要綱 熊毛町母子家庭等就学･就職支度金給付要綱 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況 ・ 分 析 調 書 （２） 
大 項 目 福祉 中 項 目 母（父）子福祉の状況 小 項 目 各種事業 
事 業 名 母子家庭等就学・就職支度金 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 児童母子 コ ー ド  

現                 況 分                       析 
鹿     野     町  問           題           点 

①鹿野町は、義務教育終了時の就学就職支度金が、20,000円だが、他２市1町は

10,000円である。 

対             応            策 
 

調     整     案 

目的 
母子家庭等に対して就学就職支度金を給付することにより、母子家庭等の

経済的自立の助成と生活意欲の助長を図る。 
給付対象者 

町内に住所を有する配偶者のない女子または配偶者のない男子で現に児童

を扶養している者及び父母のいない児童を養育する者であって、次の各号に

掲げる要件をそなえた者でなければならない。ただし、小学校入学支度金、

中学校入学支度金及び就職支度金については、生活保護受給世帯は除くもの

とする。 
(1) 母子及び寡婦福祉法第 5 条第 1 項に規定する配偶者のない女子又は配

偶者のない男子で現に児童を扶養している者及び父母のない児童を養

育する者 
(2) 所得税が課されていない者 
(3) 現に小学校、中学校に入学する児童又は義務教育終了後、就学又は就

職する児童を養育している者 
給付額 

(1) 小学校入学支度金   児童1人につき 10,000円 
(2) 中学校入学支度金   児童1人につき 10,000円 
(3) 義務教育終了者就学、就職支度金 
             児童1人につき 20,000円 

平成12年度実績 

   

世帯数 児童数
1 1 10,000

   
就学支度金 2 2 40,000
就職支度金    

3 3 50,000

対 象 人 員
給 付 額

合 計

義務教育
終了者

小 学 校 入 学
中 学 校 入 学

 

 

根    拠    法    令    等  
鹿野町母子家庭等就学就職支度金給付要綱  

 
（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

（○）２．（徳山市、新南陽市、熊毛町）の例により調整する。 

（ ）３．新たに制度等を創設する。 

（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 

（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 

その他 

（                           ） 
 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 福祉 中 項 目 母（父）子福祉の状況 小 項 目 手当と医療 
事 業 名 遺児福祉手当 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 児童母子 コ ー ド  

現                                 況 
徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 

（遺児福祉手当） 

目的 

遺児の福祉の増進を図るため、遺児の保護者に対し、遺児福祉手当を支給する。 

対象者 

徳山市に住所を有している義務教育終了（15歳に達した日の属する学年の末日までをいう。ただし、

同日以降引き続き中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部に在籍する場合は、その在籍

期間とする。）までの児童で、次の各号の一に該当する者を現に養育する、徳山市に3月以上住所を有

している保護者 

(1) 父母（養父母のときは養父母）の両方又は一方が死亡した者 

(2) そのた前号に準ずる状態にあると市長が認めた者 

受給資格の喪失 

保護者が前条の受給資格を取得したのち、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を失う。 

(1) 保護者でなくなったとき 

(2) 父又は母が婚姻（届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）をし、

遺児を養育することとなったとき。 

支給制限 

手当を支給する年度の前年の合計所得金額が、児童扶養手当法第9条及び同法施行令第2条の４に規

定する額を超えない保護者に対して手当てを支給する。 

手当ての額 

遺児1人につき年額30,000円。ただし、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、遺児1人に

つき年額15,000円とする。 

(1) 当該年度の9月30日までに受給資格を失ったとき。 

(2) 当該年度の10月1日から３月31日までに受給資格を得たとき。 

支給月 

手当は毎年3月に支給する。 

支給対象者（平成13年3月） 

受給者  45人      対象児童  77人 

平成12年度決算額          2,190,000円 

 

（交通遺児手当） 

交通事故によって保護者の一人若しくは全部を失った義務教育終了前の幼児又は児童、生徒が心身ともに

健やかに成長することを願い、交通遺児を激励するために、交通遺児すこやか基金を設け運用する。 

受給資格 

交通遺児の保護者で、住民基本台帳法又は外国人登録法の規定により,徳山市に記載又は登録されて

いるもの 

激励金等 

激励金等については次に定める額以内で、徳山市交通安全対策推進協議会会長が定める額又は物品と

する。 

（1)激励金 

① 小学校又は中学校等に就学している交通遺児 

1人につき年額３万円以内 

② 義務教育就学前の交通遺児 

1人につき年額２万円以内 

(2)祝い金 

① 小学校等又は中学校等に入学する交通遺児 

1人につき３万円以内 

② 中学校等を卒業する交通遺児 

1人につき５万円以内 

受給資格の取得 

毎年1月中に、交通遺児激励金等申請書兼請求書（別記第1号様式）に次の書類を添えて申請する。 

(1) 交通事故により死亡した交通遺児の保護者に関する自動車安全運転センターが発行する交通

事故証明書又はその写し 

(2) 交通事故により死亡した交通遺児の保護者に関する死亡診断書またはその写し 

(3) 交通遺児と死亡した保護者および激励金等の支給を受けようとする保護者との関係を証明す

る戸籍謄本 

(4) その他徳山市交通安全対策推進協議会会長が必要と認めた書類 

なし 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（交通遺児等扶養手当） 
目的 

遺児家庭の負担の軽減と家庭生活の安定に資し、もって遺児の健全育成の

強化と福祉の増進を図る。 
対象者 

交通災害等により父母等を亡くした遺児を保護している者 
受給資格の喪失 

(1) 市内に居住しなくなったとき 
(2) 父又は母が婚姻（事実婚を含む）をし、それらの者に養育されること

となったとき 
手当の額 

(1) 就学期間中の遺児   １人につき 月額 2,000円 
(2) 前号以外の遺児    1人につき 月額 1,000円 

支給月 
毎年３月及び９月に支給する。 

なし 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なし 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 
徳山市遺児福祉手当支給条例 
徳山市遺児福祉手当支給条例施行規則 
徳山市交通遺児すこやか基金運営要綱 

新南陽市交通遺児等扶養手当支給条例 
新南陽市交通遺児等扶養手当支給条例施行規則 

 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況 ・ 分 析 調 書 （２） 
大 項 目 福祉 中 項 目 母（父）子福祉の状況 小 項 目 手当と医療 
事 業 名 遺児福祉手当 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 児童母子 コ ー ド  

現                 況 分                       析 
鹿     野     町  問           題           点 

①交通遺児手当と遺児手当が両方ともある市町と両方ともない町がある｡ 
②金額が相違する｡ 

対             応            策 
①遺児福祉手当と交通遺児手当とを併せて新制度として整理する。 

調     整     案 

（児童福祉手当） 
目的 

児童を養育している者に児童福祉手当を支給することにより、家庭におけ

る安定と福祉の向上を目指す。 
支給対象者 

18 歳未満で次の各号の一に該当する児童を現に養育している、日本国籍

を有し、鹿野町に住所を有する者。 
(1) 父母（養父母を含む）の両方若しくは一方が死亡、重度の障害、離

婚、生死不明（6ヶ月以上）並びに拘禁された者 
(2) 身体障害者福祉法施行規則第7条第3項の規定に基づく6級以上の

身体障害を有する者 
(3) 知的障害者福祉法第 12 条に規定する知的障害者更生相談所又は児

童福祉法第 15 条に規定する児童相談所及び医師により知的障害者で

あると判定された者 
支給額 

児童1人につき年額9,000円で、毎年5月に支給する。 
平成12年度実績 

55件     495,000円 
 

（交通遺児手当） 
目的 

交通災害等により父母等を亡くした遺児を激励し、就学等の安定を図るた

め、遺児を養育している者に対し交通遺児等援護手当を支給することにより、

交通遺児等の福祉の増進を図る。 
定義 

(1) 「交通災害等」とは、陸上、海上および航空の交通に起因する災害な

らびに台風、地震、水害、地すべり等の天災に起因する災害をいう。 
(2) 「父母等」とは、父母の両方もしくは一方または主として児童を監護

し、かつ、生計を維持している者をいう。 
(3) 「遺児」とは、父母等が交通災害等により死亡または、障害の状態（児

童扶養手当法第 4 条第１項第３号に規定する障害の状態をいう）とな

った１８歳未満の児童をいう。 
(4) 「保護者」とは、親権を行う者、後見人またはその他の者で遺児を現

に養育している者をいう。 
支給要件 

(1) 手当は、町内に居住している保護者に支給する。 
(2) 手当は、遺児の父または母が婚姻（事実婚を含む）をし、それらの者

に養育されることとなったときは支給しない。 
支給額 

(1) 月額   2,000円 
(2) 毎年9月及び3月に支給する。 

 

 

根    拠    法    令    等  
児童福祉手当支給要綱 
鹿野町交通遺児等援護手当支給要綱 

 

 
（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ）２．（     ）の例により調整する。 

（○）３．新たに制度等を創設する。 

（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 

（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 

その他 

（                           ） 
 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 福祉 中 項 目 母（父）子福祉の状況 小 項 目 手当と医療 
事 業 名 母子・父子医療 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 児童母子 コ ー ド  

現                                 況 
徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 

目的 
母子（父子）家庭等の母子（父子）の医療費の一部を助成することにより、当該母子（父

子）の保健の向上に寄与し、その生活の安定と福祉の増進を図る。 
対象者 

徳山市内に居住地を有する者又は国民健康保険法第116条若しくは116条の2の規定に

より徳山市が行う国民健康保険の被保険者とした者であって、社会保険各法の規定による被

保険者、組合員又は被扶養者のうち別表に掲げる者とする。（市町村民税所得割課税世帯の

女子（男子）及び児童を除く。）ただし、次の各号の一に該当する者を除く。 
(1) 生活保護法による保護を受けている者 
(2) 老人保健法による医療を受けることができる者 
(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給を受ける

ことができる者 
(4) 児童福祉法第 7 条の規定による児童福祉施設に収容されている児童又は同法第 27

条第1項第3号の規定による里親に養育されている児童であって、国若しくは地方

公共団体の負担による医療費支給を受けることができる者 
(5) 重度心身障害者医療費助成事業による医療費の助成を受けることができる者 
(6) 国民健康保険法第 116 条若しくは 116 条の 2 の規定により他の市町村が行う国民

健康保険の被保険者とされた者 
※別表（第2条関係） 

１ 次のいずれかに該当する者を養育している者及びその者が養育する対象児童並びに

父母のない対象児童（市町村民税所得割課税世帯の女子（男子）及び児童を除く） 
(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 
(2) 学校教育法に規定する高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、高等専門学校（第

3学年までの学年に限る）又は専修学校（高等課程に限る）に在学する者（20歳

に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る） 
２ １に規定する対象児童を養育している者とは、次のいずれかに該当する者をいう。 

(1) 配偶者（事実婚を含む。以下同じ）と死別した女子（男子）であって現に婚姻（事

実婚を含む。以下同じ）をしていないもの。 
(2) 離婚した女子（男子）であって、現に婚姻をしていないもの 
(3) 配偶者の生死が明らかでない女子（男子） 
(4) 配偶者から遺棄されている女子（男子） 
(5) 配偶者が海外にあるため、その扶養を受けることができない女子（男子） 
(6) 配偶者が国民年金法施行令別表 1 級に該当する程度の障害により長期にわたって

労働能力を失っている女子（男子） 
(7) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けること

ができない女子（男子） 
(8) 婚姻によらないで母子となった女子であって、現に婚姻をしていないもの 

助成の範囲 

次の各号に掲げる額。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方

公共団体の負担による医療に関する給付が行われるときは、この限りでない。 

(1) 社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該給付

に関する額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その満たない額に相

当する額。（保険診療の自己負担額） 

(2) 入院時食事療養費自己負担額（標準負担額）のうち、標準負担額の減額対象者が

入院日数90日を超える場合に負担することとなる額に相当する額。 
対象者数（H13.3.1） 

      母子         1,079人 

    父子             9人 

平成12年度実績 
決算額     48,828,447円 

 
（父子家庭の医療費助成はなし。母子医療については所得制限なし。その他は徳

山市に同じ） 
 
 
対象者 

新南陽市内に居住地を有する者又は国民健康保険法第 116 条若しくは 116
条の 2 の規定により新南陽市が行う国民健康保険の被保険者とした者であっ

て、社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者のうち別表に

掲げる者とする。ただし、次の各号の一に該当する者を除く。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
対象者（H13.4.1） 
       577人 
平成12年度実績 

決算額     16,871,750円 

 
 
（父子家庭の医療費助成はなし。母子医療については徳山市に同じ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成12年度実績 
       1,758件          4,817,805円 
対象者（H13.4.1） 

129人 
 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 
徳山市母子家庭医療費助成要綱 
徳山市父子家庭医療費助成要綱 

新南陽市母子家庭医療費助成要綱  

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況 ・ 分 析 調 書 （２） 
大 項 目 福祉 中 項 目 母（父）子福祉の状況 小 項 目 手当と医療 
事 業 名 母子・父子医療 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 児童母子 コ ー ド  

現                 況 分                       析 
鹿     野     町  問           題           点 

①父子に対する医療費の助成は、徳山市のみの制度。 
②母子医療について、新南陽市、鹿野町については、所得制限を超える者に対し

て医療費助成を行っている。 

対             応            策 
①父子に対する医療費助成は、全市域で行っていく。 
②母子医療、父子医療とも県制度に合わせ所得制限を設けることとし、徳山市の

例により調整する｡ 

調     整     案 

 
（父子家庭の医療費助成はなし。母子医療については所得制限なし。他は、徳山

市に同じ） 
 
 
 
 
 
対象者 

鹿野町内に居住地を有する者又は国民健康保険法第116条若しくは116
条の2の規定により鹿野町が行う国民健康保険の被保険者とした者であっ

て、社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者のうち別表

に掲げる者とする。ただし、次の各号の一に該当する者を除く。 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成12年度実績 
       707件   2,334,315円 
対象者数（H14.4.1） 

母子    所得制限以内の者 43人 
所得制限を超える者 11人 

 

根    拠    法    令    等  
鹿野町母子家庭医療費助成要綱  

 
（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

（○）２．（徳山市）の例により調整する。 

（ ）３．新たに制度等を創設する。 

（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 

（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 

その他 

（                           ） 
 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況 ・ 分 析 調 書 
大 項 目 福祉 中 項 目 母（父）子福祉の状況 小 項 目 手当と医療 
事 業 名 寡婦医療 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 児童母子 コ ー ド  

現                 況 分                       析 
徳山市・下松市・新南陽市・熊毛町 鹿     野     町 問           題           点 

①鹿野町の単独事業である。 

対             応            策 
① 所得制限を設ける等対象者を絞り、新市の制度として全地域に適用すること

も考えられるが、県メニューにない制度であり、財政状況を勘案しながら、新

市において調整する｡ 

調     整     案 

制度なし 目的 
鹿野町内に住所を有する寡婦に対して、医療費の一部を助成することによ

りその経済的自立と生活意欲の助長により寡婦福祉の増進を図る。 
対象者 

次の各号の一に該当する50歳以上の者をいう。ただし、鹿野町母子家庭医

療費助成要綱第2 条第2 項の各号の一に該当する者及び当該世帯の月額平均

収入額が、鹿野町重度心身障害者医療費助成要綱別表第２に定める基準額を

下回るものを除く。 
(1) 離婚または配偶者が死亡した女子であって現に婚姻をしていないもの 
(2) 配偶者の生死が明らかでない女子 
(3) 配偶者から遺棄されている女子 
(4) 婚姻（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る場合を含む。）によらないで母になった女子であって、現に婚姻をしてい

ないもの 
 

鹿野町重度心身障害者医療費助成要綱 別表第2（第9条関係） 
入院医療費助成の制限の対象となる者の収入の基準 
基 準 額

1
生活保護法による保護の基準で定める入院患者日
用品費の月額基準額

2
生活保護法による保護の基準で定める障害程度に
応じた障害者加算の月額

3
社会保険各法の規定による医療に関する給付が行
われた場合において最高となる月額の自己負担額

基準額の内訳の
１から３までに
定める事項につ
きそれぞれ算定
した額を合算し
た額

基 準 額 の 内 訳

 
 

助成の範囲 

社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において被

保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額から老人保健法第 28 条の規定

による一部負担金に相当する額を控除した額を助成する。ただし、当該疾病

又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療

に関する給付が行われるときは、この限りでない。 
平成12年度実績 

延べ    113件     2,342,640円 

 

根    拠    法    令    等 根    拠    法    令    等 
 鹿野町寡婦医療費助成要綱 

 
（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ）２．（     ）の例により調整する。 

（ ）３．新たに制度等を創設する。 

（○）４．新市移行後、速やかに調整する。 

（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 

その他 

（                       ） 
 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 
大 項 目 福祉 中 項 目 その他の社会福祉事業 小 項 目  
事 業 名 災害援護（小災害） 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 

専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 社会福祉 コ ー ド  
現                          況 分               析 

問       題       点 
 

対       応       策 
①要綱を整備し、支給する. 

調       整       案 

小災害り災者に対する援護 
目的 

災害によりり災した住民に対し、災害更生援護費及び見舞金（以下「援護費等」という）を給付し、もってその自立更生の援助を図る。 
給付の対象 

徳 山 市

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然災害又は故意若
しくは重大な過失によらない火災及び爆発事故による被害を受けた、罹災時に
徳山市の区域内に住所を有している者に支給する。

新 南 陽 市
市内において発生した災害による住家の全半焼、全半壊又は流失及びこれに類
する被害を受けたり災者に対し給付する。

熊 毛 町 　
鹿 野 町 　  

 
援護費等 

災 害 死 亡 者 住家の全壊、全焼又は滅失 住 家 の 半 壊 又 は 半 焼

徳 山 市 １人につき　100,000円 １世帯につき　 50,000円 １世帯につき　 30,000円

新 南 陽 市 　 １世帯につき　 20,000円
１世帯につき　 20,000円
(床上浸水についても適用)

熊 毛 町 　 １世帯につき　 30,000円 １世帯につき　 30,000円

鹿 野 町 　 １世帯につき　 20,000円 １世帯につき　 20,000円

項 目 名
市 町 名

 
熊毛町、鹿野町については町長交際費より支出している。 

 
根拠法令等 

市 町 名 　　規則、要綱等の名称

徳 山 市 徳山市災害見舞金支給要綱

新 南 陽 市 　

熊 毛 町 　

鹿 野 町 　  
 
上記以外に、社会福祉協議会、共同募金会、日本赤十字社から見舞金の支給がある。 

 

（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

（○）２．（徳山市）の例により調整する。 

（ ）３．新たに制度等を創設する。 

（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 

（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 
その他 
（                           ） 

                                                                          徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 保健医療 中 項 目 保健関係施策の状況 小 項 目 母子保健 
事 業 名 妊婦健康診査 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 保健 コ ー ド  

現                                 況 
徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 

妊婦健康診査 
妊婦の健康状態について、母体はもちろんのこと、出産や生まれてくる

児の健康に大きな影響を与えることから、定期的に健診を実施している。 
妊娠前期・後期・全期の３回及び超音波検査1回。（ただし、３５歳以上

の妊婦については１回追加）を公費にて実施。 
なお、全期分については、被保護世帯、所得税非課税世帯、市民税非課

税世帯のいずれかに該当する妊婦については、それぞれ１枚を追加してい

る。 
県外等の医療機関で受診した場合は､市の委託契約単価を上限として、補

助金を交付している。 
 

費用徴収  無料 
委託単価 

前期  6,740円 
後期      6,300円 
全期      6,300円 
超音波（全妊婦）   1,650円 
35歳以上の妊婦   5,500円 

 
 
平成12年度実績 

前期対象者数        970人   受診者数  948人 

後期対象者数        970人   受診者数  883人 

全期対象者数        970人   受診者数  878人 

超音波 全妊婦  対象者数 970人   受診者数  945人 

超音波 35歳以上 対象者数  91人   受診者数   89人 

                  決算額 19,330,305円 
 

妊婦健康診査 
妊娠前期・後期・全期の３回及び超音波検査1回。（ただし、３５歳以上

の妊婦については１回追加）を公費にて実施。 
全期については、県外等の委託医療機関外で受診したときは、委託契約

額を限度に補助金を交付している 
費用徴収  無料 
委託単価 

前期  6,740円 
後期      6,300円 
全期      6,300円 
超音波（全妊婦）   1,650円 
35歳以上の妊婦   5,500円 
 

平成12年度実績 
妊婦健康診査受診状況 
前期受診者数             310人 

後期受診者数             303人 

全期受診者数             294人 

超音波 全妊婦   受診者数     317人 

35歳以上  受診者数     14人 

決算額   6,396,590 円 

妊婦健康診査 
健診回数 

妊婦前期・後期及び超音波検査各１回（ただし、３５歳以上の妊婦につ

いては１回追加）を公費で実施。 
費用徴収  無料 
医療機関委託単価 

前期  6,740円 
後期      6,300円 
超音波（全妊婦）   1,650円 
35歳以上の妊婦   5,500円 
 

平成12年度実績 
妊婦一般健康診査受信状況   
前期対象者数        100人  受診者数    91人 

後期対象者数        100人  受診者数    86人 

超音波 全妊婦 対象者数  100人  受診者数    89人 

３５歳以上 対象者数  9人  受診者数    6人 
決算額   2,446,200円 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 
徳山市妊婦・乳幼児健康診査事業実施要綱   

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況 ・ 分 析 調 書 （２） 
大 項 目 保健医療 中 項 目 保健関係施策の状況 小 項 目 母子保健 
事 業 名 妊婦健康診査 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 保健 コ ー ド  

現                 況 分                       析 
鹿     野     町  問           題           点 

①２市２町とも共通の制度がある。 
 
②定期検査の回数に違いがある。 

熊毛町が２回、徳山市、新南陽市が３回、鹿野町が４回となっている。 
 
③市民税非課税世帯に対する妊婦健診の追加実施 

徳山市が1回追加して実施、他市町はなし。 
 

対             応            策 
①妊婦健康診査は、前期、中期、後期の3回とする。 
②超音波検査については35歳以上１回とし、35歳未満は廃止する。 
③市民税非課税世帯に対する妊婦健診については、2回追加実施する。 

調     整     案 

妊婦健康診査 

健診回数 
妊娠前期2回・後期2回。（ただし、３５歳以上の妊婦については１回追

加）及び超音波検査1回を公費にて実施。 
費用徴収  無料 
委託単価 

前期1回目 6,740円 
前期2回目 6,300円 
後期1回目 6,300円 
後期2回目 9,300円 
        （超音波3,000円を含む） 
超音波（全妊婦）   1,650円 
35歳以上の妊婦   5,500円 

 

平成12年度実績 
＜対象者数＞ ＜受診者数＞ ＜受診率＞ 

前期1回目        18人     16人    88.9% 

 〃 2回目        14人     12人     85.7% 

後期1回目            12人     10人     83.3% 

 〃 2回目        11人     10人     90.9% 

超音波（全妊婦）     21人     21人    100.0% 

 〃 （35歳以上）      0人      0人 

決算額   371,210円 

 

根    拠    法    令    等  
鹿野町妊婦・乳幼児健康診査実施要項  

 

（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ）２．（     ）の例により調整する。 

（○）３．新たに制度等を創設する。 

（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 

（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ）６．廃止の方向で検討する。 

その他 
（                           ） 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 保健医療 中 項 目 保健関係施策の状況 小 項 目 母子保健 
事 業 名 乳児健康診査 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 保健分科会 コ ー ド  

現                                 況 
徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 

乳児健康診査 
疾病を早期に発見し、適切な援助等を行い、乳児の健康の保持増進を図る

ため、医療機関で実施している。 
費用徴収     無料 
委託単価（個別健診）  1人当たり  5,480円 
 
平成12年度実績 

 乳児一般健康診査（１か月） 
 対象者数 963人  受信者数 832人  決算額 4,379,276円 
 乳児一般健康診査（３か月） 
 対象者数 953人  受信者数 927人  決算額 4,944,765円 
 乳児一般健康診査（７か月） 
 対象者数 992人  受信者数 938人  決算額 5,018,300円 
 
 

乳児健康診査 
１か月・３か月・７か月児前期の３回、を公費にて実施。 
１か月児については、県外等の委託医療機関外で受診したときは、委託契

額を限度に補助金を交付している 
費用徴収      無料 
委託単価（個別健診）  1人当たり  5,480円 
平成12年度実績。 

乳幼児健康診査受診状況 
 １か月児 
 受診者数  320人 
 ３か月児 
 受診者数  328人 
 ７か月児 
 受診者数  338人 

決算額      4,515,670円 

乳児健康診査 
乳児１ヶ月・３ヶ月・７ヶ月児検診を各１回医療機関に委託実施 

費用徴収  無料 
委託単価（個別健診）  1人当たり  5,480円 

平成12年度実績 
 １ヶ月児健診 
  対象者数 100人   受診者数  90人 
 ３ヶ月児健診 
  対象者数 100人   受診者数  95人 
 ７ヶ月児健診 
  対象者数 100人   受診者数  90人 

決算額                 1,419,277円 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 
徳山市妊婦・乳幼児健康診査事業実施要綱   

                                                                                     徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況 ・ 分 析 調 書 （２） 
大 項 目 保健医療 中 項 目 保健関係施策の状況 小 項 目 母子保健 
事 業 名 乳児健康診査 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 保健分科会 コ ー ド  

現                 況 分                       析 
鹿     野     町  問           題           点 

① ２市２町とも共通の制度である。 
 

対             応            策 
現行のまま新市に引き継ぐ。 

調     整     案 

乳児健康診査 
1ヶ月、3ヶ月、7ヶ月児の健診を医療機関へ委託し公費で実施 

費用徴収  無料 
委託単価（個別健診）  1人当たり  5,480円 

 
 １ヶ月児健診 
 対象者数  15人  受診者数 15人  受診率 100.0% 
 ３ヶ月児健診 
 対象者数  17人  受診者数 17人  受診率 100.0% 
 ７ヶ月児健診 
 対象者数 22人  受診者数 22人  受診率  100.0％ 

平成12年度決算額（委託料）  288,900円 
 

 

根    拠    法    令    等  
鹿野町妊婦・乳幼児健康診査実施要項  

 

（○）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ）２．（     ）の例により調整する。 

（ ）３．新たに制度等を創設する。 

（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 

（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 

その他 
（                           ） 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 保健医療 中 項 目 保健関係施策の状況 小 項 目 母子保健 
事 業 名 幼児健康診査 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 保健分科会 コ ー ド  

現                                 況 
徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 

費用徴収  無料 
委託単価  個別健診        5,480円／人 

集団健診  出務報酬 29,340円／１時間 
 

１歳６か月児健康診査 
幼児期初期の身体発育、精神発達の異常の早期発見、適切な指導や生活習

慣の自立、虫歯予防、栄養、その他育児に関する指導を行い、幼児の健康の

保持増進を図る。 
平成12年度実績 

 １歳６か月児健康診査（一般健康診査）（個別健診） 
 対象者数 1,001人  受診者数 943人  決算額 5,041,865円 
 １歳６か月児健康診査（歯科健康診査） 
 対象者数 1,001人  受診者数 820人  決算額 1,933,891円 
 
３歳児健康診査 

身体の発育、精神発達早期発見、適切な指導や生活習慣の自立、虫歯予防、

栄養、その他育児に関する指導を行い、幼児の健康保持増進を図る。 
平成12年度実績 

 ３歳児健康診査（一般健康診査）（集団健診） 
 対象者数 989人  受診者数 969人 
 ３歳児健康診査（歯科健康診査） 
 対象者数 989人  受診者数 969人  決算額 2,667,134円 

 

費用徴収  無料 
委託単価  個別健診        5,480円／人 

集団健診  出務報酬 29,340円／１時間 
 
平成12年度実績 
１歳６か月児健康診査 

一般健診(個別健診)  
対象者数 365人 受診者数 342人 

歯科健診（集団健診） 
対象者数 365人 受診者数 347人 

３歳児健康診査 
一般健診(集団健診) 

対象者数 339人 受診者数 327人 
歯科健診（集団健診） 

対象者数 339人 受診者数 327人 
１歳６か月児フォロー 

  受診者数  11人 
 

決算額    3,500,936円 

費用徴収  無料 
委託単価  個別健診        5,350円／人 

集団健診  出務報酬 29,220円／１時間 
 
平成12年度実績 
１歳６ヶ月児健康診査 
１歳６ヶ月～８ヶ月児を対象に集団にて実施 

 １歳６ヶ月児健診（一般） 
  対象者数 122人  受診者数 107人 
 １歳６ヶ月児健診（歯科）  
   受診者数 107人 

歯科相談（歯科衛生士） う歯のある児、清掃不十分の児、希望者 
 
２歳児健康診査 

２歳児を対象に集団にて実施（熊毛町単独事業） 
 ２歳児健診（一般） 
  対象者 121件  受診者 111件 

2歳児健診（歯科） 111人 
歯科相談（歯科衛生士）      全員 

３歳児健康診査 
３歳児を対象に集団にて実施 

 ３歳児健康診査（一般） 
 対象者数 108人  受診者数 102人 

３歳児健診（歯科） 
 受診者数 102人 

歯科相談（歯科衛生士） う歯のある児、清掃不十分の児、希望者 
 

 
平成12年度決算額     861,297円 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 
徳山市妊婦・乳幼児健康診査事業実施要綱   

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況 ・ 分 析 調 書 （２） 
大 項 目 保健医療 中 項 目 保健関係施策の状況 小 項 目 母子保健 
事 業 名 幼児健康診査 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 保健分科会 コ ー ド  

現                 況 分                       析 
鹿     野     町  問           題           点 

① ２市２町とも共通の制度がある。 
② 2歳児健診は熊毛町単独事業 

 

対             応            策 
① 1 歳 6 か月児健診は、新南陽市、鹿野町の方法で実施する。歯科医師の体制

（検診日の設定）が整えば、歯科の個別検診も検討する。 
② 2歳児健診は廃止する。 
③ ３歳児健診については、現行どおりとする。 
④ 集団健診の場所、回数については、健診者の人数を基本に、新市移行後速や

かに調整する｡ 

調     整     案 

費用徴収  無料 
委託単価  個別健診        5,480円／人 

集団健診  出務報酬 29,340円／１時間 
 
１歳６か月児健康診査 

小児科診査は、集団又は個別で実施する。歯科診査は年３回集団で実施する。 
 １歳６か月児健診（一般） 
  対象者数 31人  受診者数 29人  受診率 93.5% 

個別 14人（48.3%）  集団  15人（51.7%） 
 １歳６ヶ月健康診査（歯科健康診査） 
  対象者数 27人  受診者数 24人  受診率 88.9% 

集団  24人（100.0%） 

３歳児健康診査 
集団で年３回実施 

 ３歳児健康診査（一般） 
  対象者数 31人  受診者数 30人  受診率 96.8% 
 
 

１歳６か月児・３歳児健康診査平成12年度決算額 447,558円 
 

 

根    拠    法    令    等 根    拠    法    令    等 
鹿野町妊婦・乳幼児健康診査実施要項  

 

（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ）２．（     ）の例により調整する。 

（ ）３．新たに制度等を創設する。 

（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 

（○）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ）６．廃止の方向で検討する。 

その他 
（                           ） 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 保健医療 中 項 目 保健関係施策の状況 小 項 目 健康づくり 
事 業 名 成人健康診査 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 保健分科会 コ ー ド  

現                                 況 
徳     山     市 新   南   陽   市 熊     毛     町 

健康診査 
がん、脳卒中、心臓病など生活習慣病の予防対策の一環として、これらの疾患の早期発

見を図るために、これらの疾患の疑いのある者又は危険因子をもつ者をスクリーニングす

るとともに、単に医療を要する者の発見だけでなく、診査の結果、必要な者に対し栄養や

運動等に関する保健指導、健康管理に関する正しい知識の普及を行うことによって、壮年

期からの健康についての認識と自覚の高揚を図ることを目的として実施している。 
① 基本健康診査 （個別・集団）          ４０歳以上が対象 

費用徴収   個別     1,500円 
集団    650円 

委託単価   個別    10,073円 
集団     4,306円 
出務報酬   29,340円／1時間 

平成12年度実績  対象 21,300人  実施者 8,830人  決算額 81,586,108円 
② 胃がん検診  （個別・集団）          ４０歳以上が対象 

費用徴収   個別     2,900円 
集団    900円 

委託単価   個別       11,920円 
集団        4,158円 

平成12年度実績  対象  21,300人  実施者 3,557人  決算額 35,118,684円 
③ 子宮がん検診 （個別・集団）          ３０歳以上が対象 

費用徴収 頸部(個別)  1,700円 
頸部体部(個別) 2,500円 
頸部(集団) 600円 

委託単価 頸部（個別）      6,884円 
頸部，体部（個別）   9,824円 
頸部（集団）      3,475円 

平成12年度実績  対象 18,186人  実施者 3,358人  決算額 19,684,610円 
④ 乳がん検診  （個別・集団）           ３０歳以上が対象 

費用徴収 個別     700円 
集団    300円 

委託単価 個別          2,967円 
出務報酬       29,340円／1時間 

平成12年度実績  対象 18,186人  実施者 2,980人  決算額 6,753,690円 
⑤ 肺がん検診  （個別・集団）          ４０歳以上が対象 

費用徴収 読影（個別） 800円 
読影喀痰(個別)  1,700円 
読影（集団）   200円 
読影喀痰（集団） 700円 

委託単価 読影（個別）     3,698円 
読影、喀痰（個別）    7,247円 
読影管理料        60円 
読影（集団）       514円 
喀痰（集団）      2,835円 

平成12年度実績  対象 21,300人  実施者 8,132人  決算額 20,758,599円 
⑥ 大腸がん検診 （個別）                ４０歳以上が対象 

費用徴収 個別 600円 
委託単価   個別          2,000円 

平成12年度実績  対象 21,300人  実施者 3,448人  決算額 6,896,000円 
⑦ 前立腺がん検診 （個別）                ５０歳以上の男性 

費用徴収  個別 1,500円 
委託単価  個別         1,500円 

成人健康診査 
４０歳以上を対象に、総合受診券を送付し実施。 
費用徴収は徳山市に同じ 
老人医療受給者証を有する者、生活保護世帯・市民税非課税世帯・所得税

非課税世帯の対象者に費用徴収額免除 
健診結果については、全員に通知している。 

 
基本健診（個別・集団）          ４０歳以上が対象 

委託単価   個別        10,073円 
集団         4,306円 
出務報酬      29,340円／1時間 

胃がん（個別・集団）          ４０歳以上が対象 
委託単価   個別        11,920円 

集団         4,158円 
子宮がん（個別・集団）          3０歳以上が対象 

委託単価   頸部（個別）     6,884円 
頸部 体部（集団）  9,824円 
頸部（集団）     3,475円 

乳がん（個別・集団）          3０歳以上が対象 
委託単価   個別         2,967円 

出務報酬      29,340円／1時間 
肺がん（個別・集団）          ４０歳以上が対象 

委託単価   読影（個別）     3,698円 
読影、 喀痰（個別） 7,247円 
読影管理料       60円 
読影（集団）      514円 
喀痰（集団）     2,835円 

大腸がん（集団） 
委託単価   個別         2,000円 

集団         1,575円 
平成12年度実績 

個 別 集 団 計
基本健診 7,469 2,574 720 3,294
胃がん 7,469 485 780 1,265
子宮がん 8,159 489 546 1,035
乳がん 8,559 605 424 1,029
肺がん 7,469 1,597 1,165 2,762
大腸がん 7,235 914 637 1,551

項 目 対象者数
受 診 者 数

 
決算額   57,101,839円 

 

費用徴収は徳山市と同じ｡ 
 
平成12年度実績 
基本健康診査(集団・個別)          ４０歳以上が対象 

委託単価   個別        10,073円 
集団     2,300円～ 5,278円 
出務料   １件   900円 

受診者数  集団  566名 
           個別 1,655名 
胃がん検診(集団・個別)          ４０歳以上が対象 

委託単価   個別        11,920円 
集団         4,158円 

受診者数   集団  348名 
           個別  302名 
子宮がん検診(集団・個別)          3０歳以上が対象 

委託単価   頸部（個別）     6,884円 
頸部 体部（個別）  9,824円 
頸部（集団）     3,475円 

受診者数  集団  281名 
           個別 (頚)  36名  （体） 3名 
乳がん検診(集団・個別)          3０歳以上が対象 

委託単価   個別         2,967円 
集団（1件当り単価） 2,967円 

受診者数  集団  230名 
           個別   54名 
肺がん検診(集団)          ４０歳以上が対象 

委託単価   読影（集団）      510円 
喀痰（集団）     2,740円 

受診者数  集団 1,082名 
大腸がん検診(集団)          ４０歳以上が対象 

委託単価   個別         2,000円 
集団         1,365円 

 受診者数   個別 497名 
  集団  528名 

 
 

健診結果の通知は、異常所見があった者のみ通知している。 
 
 

 
平成12年度決算額     28,810,088円 

根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 根   拠   法   令   等 
徳山市老人保健法等健康診査実施要領   

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況 ・ 分 析 調 書 （２） 
大 項 目 保健医療 中 項 目 保健関係施策の状況 小 項 目 健康づくり 
事 業 名 成人健康診査 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 保健分科会 コ ー ド  

現                 況 分                       析 
鹿     野     町  問           題           点 

① 健診案内及び結果の通知の方法、健診項目、健診委託料の調整 
 

対             応            策 
① 費用徴収額については、２市２町の相違はない｡委託料については新市移行後

に、医師会と協議が必要となる｡ 
② 健康診査については、新南陽市、鹿野町の例により調整する。 

（個別と集団の２本立てで実施する。） 
 

調     整     案 

費用徴収は徳山市と同じ｡ 
基本健康診査          ４０歳以上が対象 

単価   個別        10,073円 
集団         5,750円 
出務報酬      29,340円／1時間 

    集団      724人  17日間 
    個別      208人   通年 
    平成12年度決算見込額            7,967,267円 
胃がん検診 

単価   個別        11,920円 
集団         4,158円 

   集団      370人   4日間      
   個別       20人   通年       
   平成12年度決算見込額（委託料） 1,776,860円 

子宮がん検診          3０歳以上が対象 
単価   頸部（個別）     6,884円 

頸部 体部（個別）  9,824円 
頸部（集団）     3,475円 

   集団      189人   3日間      
    個別  （頸部） 34人    通年  
             （体部）  9人        〃 
    平成12年度決算見込額（委託料）  979,341円 
乳がん検診          3０歳以上が対象 

単価   個別         2,967円 
出務報酬      29,340円／1時間 

    集団      208人   3日間  
    個別       27人   通年  
    平成12年度決算見込額（委託料）344,169円 
肺がん検診          ４０歳以上が対象 

単価   読影（個別）       3,698円 
読影、 喀痰（個別）   7,247円 
読影管理料         60円 
読影（集団は国保診療所） 1,785円 
喀痰（集団は国保診療所） 2,100円 

    集団  レントゲン検査 651人 
          喀痰検査         48人 
    個別 レントゲン検査  52人   通年 
    平成12年度決算見込額（委託料） 1,455,131円 
大腸がん検診          ４０歳以上が対象 

単価   個別         2,000円 
    集団    受診者       492人 
    個別    受診者        41人   通年 
    平成12年度決算額（委託料） 856,900円 
 

 

根    拠    法    令    等  
  

 

（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

（○）２．（新南陽市、鹿野町）の例により調整する。 

（ ）３．新たに制度等を創設する。 

（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 

（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 

その他 
（                           ） 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 
大 項 目 福祉 中 項 目 介護保険 小 項 目 各種事業 
事 業 名 介護保険給付 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 高齢障害分科会 コ ー ド  

現                                 況 分               析 
問       題       点 

① 介護保険法に定める介護給付､予防給付については､２市２町とも相

違なし｡ 
② 介護保険法に定める介護予防事業について、２市２町は介護保険の

事業としていない。 
 

対       応       策 
① 現行のまま新市に引き継ぐ。 
 

調       整       案 

 

介 護 給 付 

対象者    要 介 護 者 

 

被保険者の要介護状態に関する保険給付 

予 防 給 付 

要 支 援 者 

 

保険者の要介護状態となるおそれがある状態

に関する保険給付 

保 健 福 祉 事 業 

被 保 険 者 

 

①要介護被保険者を介護する者等の支援事業、 

②被保険者が要介護状態となることを予防するための事業、

③その他保険給付のために必要な事業 

居宅介護サービス費（41条） 

① 次の居宅サービスを受けたとき｡ 

訪問介護 

訪問入浴介護 

訪問看護 

訪問リハビリテーション 

居宅療養管理指導 

通所介護 

通所リハビリテーション 

短期入所生活介護 

短期入所療養介護 

痴呆対応型共同生活介護 

特定施設入所者生活介護 

福祉用具貸与 

居宅支援サービス費（53条) 

① 次の居宅サービスを受けたとき｡ 

訪問介護 

訪問入浴介護 

訪問看護 

訪問リハビリテーション 

居宅療養管理指導 

通所介護 

通所リハビリテーション 

短期入所生活介護 

短期入所療養介護 

特定施設入所者生活介護 

福祉用具貸与 

特例居宅介護サービス費（42条） 

① 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力

が生じた日前に指定居宅サービスを受けたとき｡ 

② 居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス以外

の居宅サービス又はこれに相当するサービスを

受けたとき｡ 

特例居宅支援サービス費（54条） 

① 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の

効力が生じた日前に指定居宅サービスを受

けたとき｡ 

② 居宅要支援被保険者が、基準該当居宅サー

ビスを受けたとき｡ 

居宅介護福祉用具購入費（44条） 

① 居宅要介護被保険者が、入浴又は排せつの用に

供する福祉用具、特定福祉用具を購入したとき。 

居宅支援福祉用具購入費（56条） 

① 居宅要支援被保険者が、特定福祉用具を購

入したとき。 

居宅介護住宅改修費（45条） 

① 居宅要介護被保険者が、手すりの取付けその他

の住宅改修を行ったとき。 

居宅支援住宅改修費（57条） 

① 居宅要支援被保険者が、住宅改修を行った

とき。 

居宅介護サービス計画費（46条） 

① 居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援業者

から指定居宅介護支援を受けたとき。 

居宅支援サービス計画費（58条） 

① 居宅要支援被保険者が、指定居宅介護支援

業者から指定居宅介護支援を受けたとき。 

特例居宅介護サービス計画費（47条） 

① 指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこ

れに相当するサービスを受けたとき 

特例居宅支援サービス計画費（59条） 

① 指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又

はこれに相当するサービスを受けたとき 

施設介護サービス費（48条） 

① 次のサービスを受けたとき｡ 

指定介護福祉施設サービス 

介護保健施設サービス 

指定介護療養施設サービス 

 

特例施設介護サービス費（49条） 

① 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生

じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により

指定施設サービス等を受けた場合 

 

高額介護サービス費（51条） 高額居宅支援サービス費（61条） 

【徳山市】 

該当給付なし 

 

【新南陽市】 

該当給付なし 

 

【熊毛町】 

該当給付なし 

 

【鹿野町】 

該当給付なし 

 

（○）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ）２．（   ）の例により調整する。 

（ ）３．新たに制度等を創設する。 

（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 

（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ）６．廃止の方向で検討する。 

（ ）  その他 

（                           ） 

                                                                                      徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 

介護保険給付の種類 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 福祉 中 項 目 介護保険 小 項 目 各種事業 
事 業 名 被保険者と保険料 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 高齢障害分科会 コ ー ド  

現                                 況 
第1号被保険者（65歳以上の方）の保険料(基準額)の算定                           （各市町平成12年度介護保険事業計画より） 

徳 山 市 新 南 陽 市 熊 毛 町 鹿 野 町 ２ 市 ２ 町 推 計

居 宅 サ ー ビ ス 46億円 11億円 6億円 3億5千万円 66億5千万円

施 設 サ ー ビ ス 100億円 30億円 17億円 9億円 156億円

(A)　　合　　計 146億円 41億円 23億円 12億5千万円 222億5千万円

129億円 36億円 20億3千万円 11億円 196億5千万円

6千万円 2千万円 1千万円 500万円 1億円

129億6千万円 36億2千万円 20億4千万円 11億1千万円 197億5千万円

25億9千万円 7億2千万円 4億1千万円 2億2千万円 39億5千万円

0.96 0.996 0.98 0.92 0.961

0.97 1.01 1.01 0.96 1.00            

7億8千万円 1億8千万円 1億円 8千万円 11億2千万円

16億2千万円 4億5千万円 2億5千万円 1億3千万円 24億7千万円

16億2千万円 4億5千万円 2億5千万円 1億3千万円 24億7千万円

42億8千万円 11億9千万円 6億7千万円 3億6千万円 65億2千万円

20億7千万円 6億3千万円 3億5千万円 1億9千万円 32億2千万円

6万人 1万8千人 1万1千人 5千人 9万4千人

34,240円 35,484円 33,960円 38,080円 34,260円

(D)　財政安定化基金償還金

(F)　保健福祉事業費

(G)　全体の経費　   (B)＋(C)+(D)+(E)

平成12年度から平成
14年度までの介護
サービス総費用

(B)　標準給付費　　    (A）×0.883

(C)　財政安定化基金拠出金 (B）×0.5％

(E)　市町村特別給付額

(Q)　所得階層補正後被保険者数
　　　　　　　　　　　(3年間の延べ人数)

年間保険料の基準額　　　(O)÷(Q)

(H)　国庫負担金　　　(G）×20％

(I)　後期高齢者補正係数

(N)　介護給付費交付金(第2号被保険者分)
　　　　　　　　　　　　(G）×33％

(O)　1号被保険者負担分
　　　　　　　(G)-(H)-(K)-(L)-(M)-(N)

(K)　調整交付金　　　　　(G）×約5％

(L)　県負担金　　　　　　(G）×12.5％

(M)　市町負担分　　　　　(G）×12.5％

(J)　所得水準補正係数

 
注） ２市２町の年間保険料基準額は､それぞれの市町の介護保険条例に定められた保険料額を記載しています。 

２市２町の推計欄の年間保険料基準額は､２市２町の介護サービス総費用を合計し試算したものです。 

【用語について】 

標準給付費 …………………… 介護サービス費用に被保険者自己負担部分や施設食費を除いた割合（実効給付率）を乗じて,実際に必要となる事業費を算出する。 

財政安定化基金 ……………… 介護保険財政安定のための基金 

後期高齢者補正 ……………… 75歳以上の高齢者が多いことによる事業費増が保険料の上昇を招かないように補正する。 

所得水準補正 ………………… 国の調整交付金と第1号被保険者の負担割合を調整 

所得階層補正後被保険者数 … 第1号被保険者の保険料は､所得により基準額×0.5～基準額×1.5の額を支払うことになるので､所得階層ごとの人数に負担割合をかけた総数 

                                                                                       徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （２） 
大 項 目 福祉 中 項 目 介護保険 小 項 目 各種事業 
事 業 名 被保険者と保険料 協 議 事 項 その他住民負担、行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 福祉部会 分 科 会 名 高齢障害分科会 コ ー ド  

現                          況 分            析 
問       題       点 

① 保険料が違う｡ 

② 普通徴収における介護保険料の納期限が違う｡ 

熊毛町の第１期納期        6月10日～6月30日 

他２市１町の第1期納期      6月1日～6月30日 

徳山市の第7期納期       12月1日～12月27日 

新南陽市、熊毛町の第7期納期  12月1日～12月25日 

鹿野町の第7期納期       12月1日～12月31日 

対       応       策 

① 介護保険料については､新市における介護サービス､市町村特別給付等にかか

る費用を再計算し､国の基準（保険料計算式）により決定する｡ 

② 保険料支払回数は、国民健康保険料にあわせ6月を第1期とする10期とする。 

③ 納期限については他費目納期を参考に調整する。 

調       整       案 

第1号被保険者（６５歳以上の方）の保険料とその納め方 

老齢･退職年金が年額18万円以上の方は、年金から天引きされます｡（特別徴収） 
年金額が年額18万円未満の方は、直接市町村に納めることになります｡（普通徴収） 
65歳以上の方の保険料は、所得により額が変わります｡ 

基 準 額

生活保護の受給者
老齢福祉年金受給者（住民
税世帯非課税）

世帯全員が住民税非課税
（障害者、未成年者、老年
者、寡婦又は寡夫で、合計
金額が125万円以下）

本人が住民税非課税 本人が住民税課税で合計所
得金額が250万円未満

本人が住民税課税で合計所
得金額が250万円以上

基準額×0.5 基準額×0.75 基準額 基準額×1.25 基準額×1.5

軽 減 割 増

 
※上記の段階の保険料だと生活保護が必要になる方は、保護を必要としなくなる段階まで軽減されます｡ 

２市２町の保険料（年額）                                      （単位；円） 
徳 山 市 新 南 陽 市 熊 毛 町 鹿 野 町 ２ 市 ２ 町 試 算

軽減0.5 17,120       17,742       16,980       19,040       17,130        

軽減0.75 25,680       26,613       25,470       28,560       25,695        

基準 34,240       35,484       33,960       38,080       34,260        

割増1.25 42,800       44,355       42,450       47,600       42,825        

割増1.5 51,360       53,226       50,940       57,120       51,390        

１号被保
険者

 
 

賦課期日と納期 

徳山市 新南陽市 熊毛町 鹿野町

毎年4月1日 毎年4月1日 毎年4月1日 毎年4月1日

第 1 期 6月1日から6月30日 6月1日から6月30日 6月10日から6月30日 6月1日から6月30日

第 2 期 7月1日から7月31日 7月1日から7月31日 7月1日から7月31日 7月1日から7月31日

第 3 期 8月1日から8月31日 8月1日から8月31日 8月1日から8月31日 8月1日から8月31日

第 4 期 9月1日から9月30日 9月1日から9月30日 9月1日から9月30日 9月1日から9月30日

第 5 期 10月1日から10月31日 10月1日から10月31日 10月1日から10月31日 10月1日から10月31日

第 6 期 11月1日から11月30日 11月1日から11月30日 11月1日から11月30日 11月1日から11月30日

第 7 期 12月1日から12月27日 12月1日から12月25日 12月1日から12月25日 12月1日から12月31日

第 8 期 翌年1月1日から1月31日 翌年1月1日から1月31日 翌年1月1日から1月31日 翌年1月1日から1月31日

第 9 期 翌年2月1日から2月末日 翌年2月1日から2月末日 翌年2月1日から2月末日 翌年2月1日から2月末日

第 10 期 翌年3月1日から3月31日 翌年3月1日から3月31日 翌年3月1日から3月31日 翌年3月1日から3月31日

賦 課 期 日

納

期

 

 
（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 

（ ）２．（    ）の例により調整する。 

（ ）３．新たに制度等を創設する。 

（○）４．新市移行後、速やかに調整する。 

（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

（ ）６．廃止の方向で検討する。 

 

その他 
（                     ） 
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事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 
大 項 目 住民活動 中 項 目 情報公開の状況 小 項 目 情報公開の状況                    

事 業 名 情報公開制度 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 総務部会 分 科 会 名 総務分科会 コ ー ド  

現                          況 分               析 
問       題       点 

 
・公開の対象となる情報の適用日に違いがある。 

・請求権者（公開請求が出来る者）が異なる。 

・鹿野町においては、情報公開条例の制定準備中である。 

 

 

 

 

  

対       応       策 
 

新市において新たな制度を創設する。 

ただし、合併前の２市２町の情報の公開については、各市町の従前の情報公開

の制度の例による。 

 なお、新たな制度創設までの間は、経過的な措置を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

  

調       整       案 

   
   
   
情報公開に関する事項

項目 徳山市 新南陽市 熊毛町 鹿野町

条例等

◇徳山市情報公開条例
◇市長が管理する公文書の公開等
に関する規則
◇徳山市情報公開審査会規則
◇徳山市情報公開調整委員会規程
施行日　平成8年4月1日

◇新南陽市情報公開条例
◇市長が保有する情報の公開に
関する規則
◇新南陽市情報公開審査会規則
◇新南陽市情報公開及び個人情
報閲覧等判定委員会設置要綱
施行日　平成11年1月1日

◇熊毛町情報公開条例
◇熊毛町情報公開条例施行規則
◇熊毛町情報公開審査会規則
施行日　平成10年8月1日

公開の方法

閲覧に供し、又は写しを交付する 原則として原本の閲覧又は写し
の交付を、情報公開コーナーで
行う

閲覧に供し、又は写しを交付す
る

費用負担

◇手数料は無料
◇公文書の写しの作成及び送付に
要する経費は請求者の負担

◇閲覧は無料
◇公文書の写しの作成及び送付
に要する経費は請求者の負担

◇手数料は無料
◇公文書の写しの作成及び送付
に要する経費は請求者の負担

実施機関

市長、教育委員会、選挙管理委員
会、公平委員会、監査委員、農業
委員会、固定資産評価審査委員
会、水道事業管理者及び消防長並
びに議会

同　　　　左 同　　　　左

公開の対象と
なる情報

実施機関の職員が職務上作成し、
又は取得した文書、図画、写真で
あって、決裁又は供覧の手続が終
了し、実施機関において管理して
いるもの
・平成５年4月1日以降に作成し、
又は取得したもの

◇次に掲げる要件を備えた実施
機関の職員が職務上作成し、又
は取得した文書、図書及び写真
（フロッピーディスク、磁気
テープその他電子情報媒体から
出力又は採録されたもの及びマ
イクロフィルムを含む）
･実施機関の職員が組織的に用い
るものとして、実施機関が保有
しているもの
・昭和62年4月1日以降に作成
し、又は取得したもの

実施機関の職員が職務上作成
し、又は取得した文書、図画、
写真、フィルム、磁気テープ、
磁気又は光ディスクその他これ
らに類するものであって、決裁
又は閲覧の手続きが終了し、実
施機関が管理しているもの
・平成9年4月1日以降に作成し、
又は取得したもの

公開請求がで
きる者

◇市内に住所を有する者
◇市内に事務所又は事業所を有す
る個人又は法人その他の団体
◇市内に存する事務所又は事業所
に勤務する者
◇市内に存する学校に在学する者
◇実施機関が行う事務事業に利害
関係を有するもの

何人も公開請求ができる ◇町内に住所を有する者
◇町内に事務所又は事業所を有
する個人又は法人その他の団体
◇町内に存する事務所又は事業
所に勤務する者
◇町内に存する学校に在学する
者
◇実施機関が行う事務事業に利
害関係を有するもの

請求方法 所定の請求書を提出 同　　　　左 同　　　　左

公開・非公開
の決定および
通知

◇請求があった日から起算して15
日以内に決定
◇通知は書面により行う

同　　　　左

◇請求があった日から起算して
10日以内に決定
◇通知は書面により行う

条例制定に向けて準備中

 

 
 
（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 
（ ）２．（     ）の例により調整する。 
（○）３．新たに制度等を創設する。 

ただし、合併前の各市町の情報の公開については、旧市町の従前の

情報公開の制度の例による。 
（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 
（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
（ ）６．廃止の方向で検討する。 
（ ）７．その他 

（                           ） 
 

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 行政組織機構 中 項 目 特別職（三役）の状況 小 項 目 市長、町長の資産等の公開 
事 業 名 市長、町長の資産等の公開 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 総務部会 分 科 会 名 総務分科会 コ ー ド  

現                                 況 
徳      山      市 新    南    陽    市 熊      毛      町 

 
根拠法令  政治倫理の確立のための徳山市長の資産等の公開に関する 
      条例、徳山市長の資産等の公開に関する規則 
目的    政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する 
     法律第７条（地方公共団体における資産等の公開）の規定に基づ

き、徳山市長の資産等の公開に関し必要な事項を定める。 
資産等報告書等の作成  
      徳山市長は、任期開始の日から起算して 100 日を経過する日ま

でに次に掲げる資産等について、資産等報告書を作成しなければ

ならない。 
資産等の区分 (1)土地 (2)建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 

(3)建物 (4)預金、貯金及び郵便貯金 (5)金銭信託 (6)有価証券 
        (7)自動車、船舶、航空機及び美術工芸品 (8)ゴルフ場の利用 
       に関する権利 (9)貸付金 (10)借入金 
資産等補充報告書の作成 
       徳山市長は、任期開始の日後毎年新たに有することとなった上

記の資産等であって12月31 日において有するものについて、

資産等補充報告書を翌年４月１日から同月 30 日までの間に作

成しなければならない。 
所得等報告書の作成  
      徳山市長(前年1年間を通じて徳山市長であった者に限る。)は、

次の各号に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を

毎年４月１日から同月30日の間に作成しなければならない 
所得等報告書で作成される所得 
     前年分の所得について、同年分の所得税が課される場合において 

(1) 総所得金額、山林所得金額に係る各種所得の金額 
(2) 租税特別措置法の規定により、所得税法第２２条の規定に

かかわらず、他の所得と区分して計算された所得で規則で

定めるもの 
      前年中に贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課

される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格 
関連会社等報告書の作成 
      徳山市長は、４月 1 日において、報酬を得て会社その他の法人

の役員、顧問、その他の職に就いている場合には、当該会社そ

の他の法人の名称及び住所並びに当該職名を記載した関連会社

等報告書を同月２日から３０日の間に作成しなければならな

い。 
報告書等の保存及び閲覧 
      これらの報告書は、作成すべき期間の末日の翌日から起算して5

年を経過する日まで保存しなければならない。 
      何人も、徳山市長に対し保存されている資産等報告書等の閲覧

を請求することができる。 

 
根拠法令  政治倫理の確立のための新南陽市長の資産等の公開に関する 
      条例、新南陽市長の資産等の公開に関する規則 
目的    政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する 
      法律第７条（地方公共団体における資産等の公開）の規定に基

づき、新南陽市長の資産等の公開に関し必要な事項を定める。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
内容  同左 

 
 
 

 

 
根拠法令  政治倫理の確立のための熊毛町長の資産等の公開に関する 
      条例、熊毛町長の資産等の公開に関する規則 
目的    政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する 
      法律第７条（地方公共団体における資産等の公開）の規定に基

づき、熊毛町長の資産等の公開に関し必要な事項を定める 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内容  同左 

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 
大 項 目 行政組織機構 中 項 目 特別職（三役）の状況 小 項 目 市長、町長の資産等の公開 
事 業 名 市長、町長の資産等の公開 協 議 事 項  
専 門 部 会 名 総務部会 分 科 会 名 総務分科会 コ ー ド  

現                          況 分               析 
鹿      野      町  問       題       点 

 

根拠とする法令（政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法

律（平成4年法律第100号）の委任を受けて定めた条例であり、調整にとくに問

題はないが、新市発足後、50日以内の首長選挙（公職選挙法第33条第3項）で選

出される新市の市長にもただちに適用されるために、新市発足と同時に新条例を

施行しなければならない。 

対       応       策 
 

各市町の条例の文言を調整し、新市の条例、規則を制定する。 

調       整       案 

 
根拠法令  政治倫理の確立のための鹿野町長の資産等の公開に関する 
      条例、鹿野町長の資産等の公開に関する規則 
目的    政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する 
      法律第７条（地方公共団体における資産等の公開）の規定に基

づき、鹿野町長の資産等の公開に関し必要な事項を定める 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内容  同左 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
（○）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 
（ ）２．（     ）の例により調整する。 
（ ）３．新たに制度等を創設する。 
（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 
（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
（ ）６．廃止の方向で検討する。 
（ ）７．その他 

（                           ） 
 

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１） 
大 項 目 住民活動 中 項 目 表彰制度の状況 小 項 目 表彰制度の状況                    

事 業 名 表彰・選奨制度 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 総務部会 分 科 会 名 総務分科会 コ ー ド  

現                                 況 
徳      山      市 新    南    陽    市 熊      毛      町 

 
徳山市表彰規程 
 
次に該当する者に対し市長がその功績を表彰する 
 自治行政に対しその功績顕著なるもの 
 産業、教育、文化、厚生事業に尽瘁し功績が顕著なるもの 
 社会公共のため多額の私財を寄付しその功績顕著なるもの 
 市職員等にして多年その職務に精励しその成績顕著なるもの 
 その他特に表彰に値する功績が顕著なるもの 
 
次に該当し、８０歳以上の者は、特別表彰者として市長がその功績を表彰す

る 
 公共の福祉を増進し、又は広く産業文化の振興に貢献しその功績が顕著で

市民が郷土の誇りとして深く尊敬する者 
 市の行政、経済、文化の興隆に寄与し市民がひとしく敬仰を惜しまない者 
 
表彰に関する事項を審査するため徳山市表彰審査委員会を置く 
 
 
 

 
新南陽市名誉市民条例 
 
（称号を贈る条件） 
本市に居住している者若しくは本市に縁故のある者で、次の事項に該当す

る者に対して贈ることができる 
 本市の発展又は公共福祉の増進、産業の振興若しくは文化の進展に功績が

あった者であること 
 市民が郷土の誇りとして、深く尊敬するに値する者であること 
（選定） 
名誉市民は、市長が市議会の同意を得て選定する 

（顕彰） 
名誉市民には、証書及び名誉市民章を贈り、これを顕彰する 

 
 
新南陽市選奨条例 
 
次に該当するものは、市長がその功績を選奨する 
 市治の進展に尽瘁し、特に労功が顕著なもの 
 産業、教育、文化、衛生、社会福祉事業、土木、消防、水防その他公共事

業に尽瘁し、特に労功が顕著なもの 
 官公庁より選奨せられたもの 
 永年自治行政に在職中誠実にその職務に精励し他の模範とするに足りるも

の 
 その他選奨に値する事績が顕著なもの 
 
 
新南陽市市民栄誉賞要綱 
（目的） 
この要綱は、市民が郷土の誇りとして深く敬愛する者に対し、新南陽市市民

栄誉賞を贈り、その栄誉を顕彰することを目的とする。 
（選定） 
市民栄誉賞は、本市出身者又は本市に縁のある者で、芸術、文化、スポーツ

などの各分野において優れた成果をあげたものに贈るものとする。市民栄誉

賞を贈られる者は、庁議に諮って市長が選定する。 
（顕彰） 
市長は、受賞者に対し表彰状に市民栄誉章を添えて表彰する。 
（贈呈の時期） 
市民栄誉賞の贈呈は、随時行うものとする。 

 
熊毛町選奨条例 
 
次に該当するものは、町長がその功績を選奨する 
 町治の進展に尽瘁し、特に巧労が顕著なもの 
 産業、教育、文化、衛生、社会福祉事業、土木、消防、水防その他の公共

事業に尽瘁し、巧労が顕著なもの 
 官公庁より選奨されたもの 
 永年自治行政に在職中誠実にその職務に精励し他の模範とするに足りるも

の 
 その他選奨に値する事項が顕著なもの 
 

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （２） 
大 項 目 住民活動 中 項 目 表彰制度の状況 小 項 目 表彰制度の状況                    

事 業 名 表彰・選奨制度 協 議 事 項 その他住民負担・行政サービスにかかる各種制度の取扱い 
専 門 部 会 名 総務部会 分 科 会 名 総務分科会 コ ー ド  

現                          況 分               析 
鹿      野      町  問       題       点 

 
各団体で、表彰、選奨の要件、基準が異なる。 

新南陽市の名誉市民の取扱いを、新市においてどうするか。 

（新市において、引き続き名誉市民として引き継ぐのか） 

対       応       策 
 
新市において、他市の状況等を参考に新たな制度の創設を検討する。 

新制度において、合併前に顕彰を受けた名誉市民の取扱いについても検討する。 

調       整       案 

 
鹿野町表彰条例 
 
町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は

衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって町の自治の振興を

促進する 
 
次に該当する者のうち功績顕著な者について町長が表彰する 
 町長の職にあって８年以上在職した者 
 町議会議員等の職にあって１０年以上在職した者 
 任命について議会の同意を得て選任される各種委員並びに助役、収入役の

職にあって８年以上在職した者 
 消防団長又は町立学校長の職にあって５年以上在職した者 
 消防団員で１０年以上在職した者 
 町職員その他これに準ずる者であって１５年以上在職し、誠実、勤勉に職

務に精励した者 
 町政の進展に尽瘁し、特に功労が顕著な者 
 産業、教育、文化、衛生、社会福祉事業、消防、水防その他公共事業に 
尽瘁し、功労が顕著な者 

 一般町民の模範になるような善行をした者 
 町の公益のために30万円以上の金品を寄付した者 
 その他表彰に値する事績が顕著な者 
 

 
 

 
 
（ ）１．現行のまま新市に引き継ぐ。 
（ ）２．（     ）の例により調整する。 
（○）３．新たに制度等を創設する。 
（ ）４．新市移行後、速やかに調整する。 
（ ）５．新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
（ ）６．廃止の方向で検討する。 
（ ）７．その他 

（                           ） 
 

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 
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